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まえがき 

 

白書の必要性 

 

福島町議会議本条例では、「福島町議会は、憲法・地方自治法を遵守し、町の最

高規範である「まちづくり基本条例」における議会・議員の役割と責務に基づき、 

〇 町民と議会の協働・情報共有 

〇 町長等執行機関との適切な緊張を維持しながらの善政競争 

〇 町民・議会・行政が協働しての政策実現にむけての多様な参加・討議 

〇 議会・議員の評価制度等適正な議会機能の展開 

〇 公開性・公平性・透明性・信頼性の重視等 

を議会基本条例に定め、議会・議員としての使命と責任を強く自覚し、主体的、機

動的な議会活動を実践し、町民の負託にこたえ、豊かなまちづくりのために不断の

努力を続けなければならない。」と規定しています。 

このことからその実効性等を明らかにするため、１年間の議会活動の実態や問題

点などを報告書として公表し、限りない目的達成のために「福島町議会白書」を作

成しています。 

 

◆ 参 考（関係条例等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○福島町議会基本条例（抜粋） 

（議会白書、議会・議員の評価） 
第 17条 議会は、町民に議会・議員の活動内容を周知し、情報を共有することにより、議
会活動の活性化を図るため、しっかりと現状を把握し議会の基礎的な資料・情報、議会・
議員の評価等を１年毎に調製し、議会白書として町民に公表する。 

２ 議会は、議会の活性化に終焉(えん)のないことを常に認識し、議会評価を１年ごとに適
正に行い、評価の結果を町民に公表する。 

３ 議員は、複数の町民の代表者を擁する議会の一員をなしていることから、多様な議員活
動の評価については、自己評価として１年ごとに町民に公表する。 

４ 議会白書、議会の評価、議員の評価に関する必要な事項は、福島町議会運営基準（平成
13 年議会基準第 1号）で定める。 

 
○福島町議会の運営に関する基準（抜粋） 

第 16章 議会白書 
149 議員の名簿、構成、議会運営や会議の開催状況等をまとめた議会の概要及び開かれた
議会づくりの足どりや取り組み事項及び議会、議員の評価等をまとめた開かれた議会づ
くりの概要を年度のはじめに作成し、これを公表する。 

２ 議会白書、議会の評価及び議員の評価について必要な事項は、別に要綱で定める。 
 
○【白書】（はく・しょ）の解説 

イギリス政府が白表紙の報告書として刊行したことから、経済・社会の実態や行政活
動の現状・問題点などを国民に知らせるため、各省庁が一年ごとに発表する政府刊行
物。Whitepaper（講談社 日本語大辞典より） 
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Ⅰ．議会議員名簿（平成 28 年 4 月 1 日 現在） 

 

（定数１０人）                ◎委員長 ○副委員長 ●所属委員 

氏   名 年齢 職 業 党 派 
当選 

回数 

所 属 委 員 会 
摘    要 総務 

教育 

経済 

福祉 

広報 

広聴 

議会 

運営 

杉 村志 朗 67 無 職 無所属 6  ● ●   

滝 川明 子 74 政 党 役 員 共産党 8 ●  ● ○  

川 村明 雄 70 行 政 書 士 公明党 3 ◎  ○ ●  

花 田  勇 75 無 職 無所属 3  ○ ● ● 渡島西部広域事務組合議員 

木 村  隆 36 学習塾経営 無所属 4 ○  ●  監査委員 

平沼昌平 60 会 社 役 員 無所属 4  ● ● ◎  

佐 藤 孝 男 69 農 業 無所属 7 ●  ●  
渡島西部広域事務組合議員 

渡島廃棄物処理広域連合議員  

熊 野茂 夫 66 自 営 業 無所属 3  ◎ ● ●  

平 野隆 雄 67 自 営 業 無所属 6 ● ● ◎  
副議長 
渡島廃棄物処理広域連合議員 

溝 部幸 基 68 会 社 員 無所属 10 ● ● ●  
議 長 

渡島西部広域事務組合議会議長 

年齢：平成 28 年 4 月 1 日現在（平均年齢 65.2 才） 
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Ⅱ．開かれた議会づくりの足どり（平成 11 年度～平成 21 年度） 

 

年 月 取  組  み  の  概  要 

11 
9 ・議案朗読の省略（議案の説明や質疑に重点配分） 

12 ・傍聴者に会議（本会議）閲覧資料の配付（審議内容の明確な理解等を得るため） 

12 

2 
・傍聴者に会議（常任委員会）閲覧資料の配付 
（本会議と同様に審議内容の明確な理解等を得るため） 

3 

・予算説明書の朗読省略（効率的な議案説明の実施） 

・町政執行方針に対する質疑の廃止 
（一般質問･予算審議との重複質疑を解消し、効率的な議会運営を図る） 

・一般質問の一問一答方式採用（質問･答弁の議論の散漫防止と内容の充実。質問時
間を 30 分から 45 分に延長） 

・議会だより「一般質問」の簡素化（第 44 号から詳細は会議録に委ね、集約して議
会だよりの役割明確化と読みやすさを主体とした紙面づくりを実施） 

4 

・通知等の迅速化 
（議員が自費で FAX を設置し、通知連絡等の迅速化・発送費用の削減及び発送事務
の省力化を図る） 

・会議録検索システム導入 
（会議録の配布を廃止、ＬＡＮによるデータベースの構築）（平成 17 年度で休止） 

・本会議場のテレビ放映化（議場の会議状況を庁舎 1 階ロビーに放映し、一人でも多
くの町民に行政（議会）のことについて関心をもってもらい、町民主体の町づくり
を図る） 

・議会だより速報版の発行（これまでにない大規模な下水道事業の議論があり、特別
委員会等の結果を 4 ページにまとめた速報版を発行） 

10 ・「議会運営報告」を議事日程に追加 

13 

3 

・行政報告文書の配付（口頭報告では事項が多く確実な伝達とならないため） 

・包括的所管事務調査事項の採用 
（閉会中に突発的な調査に対応するため包括的な事項を毎定例会に議決） 

・議会運営基準の制定（議会の透明性と適正化の推進） 

・ビデオライブラリーの創設（議会の審議などに供するため、各種ジャンルでテレビ
の録画等により「ビデオライブラリー」を創設。現在、ビデオテープ 148 本 420 タ
イトルを所蔵） 

4 
・議会ホームページの創設 
（会議録検索システムデータを活用した情報提供、執行者側に更新を依頼する方式） 

6 ・議員控室に書架を設置 

7 

・執行者より要請の「議員協議会」の公開（原則として議場を使用し、公開を基本と
して傍聴の許可、テレビ放映を行う） 

・定例会直近の「協議･報告事項」の説明取止め 

8 
・「開かれた議会づくり」に向けた懇談会の開催（女性団体連絡協議会や傍聴者など

との懇談会を開催し、議会に対する意見交換） 

9 

・一般質問答弁書の配付（答弁書を質問者に事前に配付して議論の充実を図る） 

・議会開催周知の充実（議会だより、インターネットに加え、防災行政無線等での周
知を実施） 

14 5 ・「市町村合併講演会」（池上洋通氏）を議会主催で開催 
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年 月 取  組  み  の  概  要 

7 ・各種団体との懇談会開催（「開かれた議会づくり」など議会に対する意見交換） 

9 
・議員定数問題について町民懇談会を開催（町民主体の議会という原点に立ち２名を

削減） 

15 

4 
・会議録の業者委託廃止（委託額程度の予算により、会議録作成期間の短縮及び議

会・監査委員事務の効率化のため、臨時職員を雇用、作成期間目標の設定） 

6 

・議員定数の削減（16 人から 14 人に） 

・長期欠席者に対する報酬・手当の減額措置を規定化（実施は改選後の同年 9 月か
ら） 

12 
・議会ホームページの独自更新方式による公開内容の充実と迅速化（行政視察報告、

委員会資料等の事前公開） 

16 

2 ・「市町村合併講演会」（岡田知弘京都大学教授）を議会主催で開催 

6 

・委員会の傍聴を許可制から、本会議と同様に「公開」に委員会条例を改正 

・傍聴規制の大幅な緩和（これまでの傍聴者を取り締まる内容から、制限を大幅に緩
和した規則に改正） 

10 

・法律の規定以外は、町長の附属委員会からすべての議員が辞退 
平成 9 年 4 月から議員が辞退した委員会（表彰審議委員会、学校給食センター運営
委員会、地域農政総合対策推進協議会、温泉健康保養センター運営委員会、公営住
宅入居者選考委員会、総合開発計画審議会、国民健康保険運営協議会） 
平成 10 年 4 月に条例廃止したもの（奨学生選考委員会、生活改善センター運営委
員会、福祉センター運営委員会、漁村環境改善総合センター運営委員会、町史編集
審議会） 

12 ・合併に関する町民懇談会の開催（福島・吉岡地区） 

17 

1 

・「議会の評価」を実施(議会・議員の活動評価は 4 年に一度の選挙だけという実態
であり、等しく住民の代表として議員活動を行う必要が求められることから、客観
的には困難な評価としながらもあえて議会・議員の評価手法を導入し、真の町民代
表として資質向上を図り、その責務を果すための一助とします。) 

3 ・「議員の自己評価」を実施(目的は、「議会の評価」と同様) 

12 

・「議会の議決事件の拡大」 自治法第 2 条第 4 項の「基本構想」と併せて「基本計
画」を自治法第 96 条第 2 項の規定により議決事項として条例化 
「議会の議決すべき事項を定める条例の制定」、「制定の説明資料」、「町村議会
の活性化取組み事例」、「議決権の拡大資料（議会活性化研究会）」 
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3 
・本会議終了後、議会運営委員会を開催し「議会運営全般」について問題点・課題等

を毎回検討することにしました。 

7 

・町民懇談会の開催  
 これまで特別委員会などで検討し、平成 18 年の 9 月定例会に提案する予定の案
件（議員定数の削減、報酬の減額、費用弁償の廃止、政務調査費の導入）などにつ
いて、広く町民の意見を聞き、併せて開かれた議会の状況を知っていただくことを
目的に開催。 

9 

・長期間検討してきた、次の事項を次期改選（19 年 9 月）から実施することにしま
した。①議員定数の削減（14→12 人） ②議員報酬の削減（157→131 千円） 
③議員の費用弁償の廃止（町内の会議に限り廃止） ④政務調査費の導入（行政視
察を廃止して、政務調査費が必要な議員に月額 5 千円支給） 

12 

・議会の権能を充実する地方自治法の一部改正の趣旨を踏まえた、会議規則等の改正
を行いました。 
 ①会議規則の改正（委員会の議案提出権、電磁的記録による会議録の作成） 
 ②委員会条例の改正（閉会中の委員の選任） 
 ③町長の専決処分事項指定条例の制定（自治法 179 条の改正に伴う専決処分事項 

の明確化） 
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年 月 取  組  み  の  概  要 

18 ・福島町議会から選出している、渡島西部広域事務組合議員・渡島廃棄物処理広域連
合議員による、それぞれの議会の結果を代表者が報告することとした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

・「議会の評価」、「議員の評価」 （18 年分の評価結果）を公表（第 2 回目） 
少しでもわかりやすくするため、「取組みの評価」の項目を追加。 
また、前年の評価から、その反省点や課題などを目標とすることが望ましいとし
て「議員活動の目標（公約）」の様式を新たに追加し、公表。  

3 

・初めての「夜間議会」を開催 
これまで、他議会の休日・夜間議会の状況を調査し、継続性がないことや質問時間
等に対する制限をしなければならないことなどから夜間議会に変えた方策をしてき
ましたが、町民懇談会などで強い要望があり、試行的に「夜間議会」を開催しまし
た。 

5 

・町民懇談会の開催 
19 年 8 月で任期満了となることから、これまでの 4 年間のあゆみと今後の課題・
検討事項について広く町民の意見を聞き、併せて開かれた議会の状況を知っていた
だくことを目的に開催。  

・委員間討議の充実（試行） 
委員会活動の充実強化を図るため、「委員間討議」の時間を設定して所管事務調査
を実施。(改選後に本運用する)  

6 

・議員研修会（議員会主催）を開催 
19 年 8 月で任期満了となることから、4 年間の議会改革の検証と求められる諸課題
等についての研修会を開催。 

 福島町議会の活動評価、議員提案条例の紹介（草間 剛氏） 
 今後の議会改革の方向性（千葉茂明氏）  
 

8 

・議員選挙の投開票日を平日に実施 
土日の期日前投票を活用することによる投票率の向上と、投開票事務の経費削減を
図る目的で選挙管理委員会に議会が要望 

・選挙公報の発行（第 2 回目） 
15 年に引き続き、第 2 回目の選挙公報を発行、公職選挙法で規定している「はが
き」による選挙運動は全立候補者が活用しなかったことにより、経費の削減となっ
た。 

9 

・初議会（臨時会）を土曜日に開催 
9 月 1 日（土）の任期初日に行われる議会構成等の大事な会議を、傍聴の利便や議
員の認識強化などを図る目的で土曜日に開催。 

・議長、副議長選挙に伴う所信表明の実施 
初議会の正副議長選挙の前に、議員協議会を開催して正副議長を志す方の所信表明
演説を実施。 

・改選後、今後の 4 年間の課題・方向性を全議員で確認 
①討論の交互廃止、②委員間討議の充実・強化、③委員外議員の参加及び討議の充
実、④議会白書の作成、⑤広報、広聴常任委員会の新設、⑥一般質問の時間制限の
廃止、⑦「質問」の回数制限廃止、⑧議員研修条例の制定、⑨議員の口利き防止条
例の制定、⑩傍聴人の討議への参加、⑪「質疑」の回数制限廃止、⑫議会による行
政評価、⑬説明員の反問制度の導入、⑭通年議会制度の導入、⑮文書質問（質問主
意書）制度の導入、⑯学識経験者等の専門的知見の活用等、⑰議会評価、議員評価
の充実、⑱選挙期間における立会演説会・討論会の開催、⑲議会基本条例の制定 

・政務調査費の交付に関する条例の一部改正 
次の 2 項目を改正しました。①改選期の年の 4 月から 8 月の 5 カ月間の政務調査費
は交付しない。②「補欠選挙」を「選挙」とする文言整理。 

11 
・第 2 回マニフェスト大賞で最優秀成果賞を受賞 

平成 18 年は「審査委員会特別賞」でしたが、2 回目となるこのたび地方議会部門
で「最優秀成果賞」を受賞。また、昨年に引き続きベスト・ホームページ賞にも 2
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年 月 取  組  み  の  概  要 
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年連続「ノミネート」。主催：ローカルマニフェスト推進地方議員連盟 / 共催：
早稲田大学マニフェスト研究所 / 協力：ドットジェイピー / 後援：毎日新聞社 

12 
・「討論交互の原則」を廃止会議規則の一部改正 

活発な討論による意見表明を期待し、会議規則の「討論交互の原則」を廃止。（会
議規則 52 条削除） 

20 

1 ・「議会の評価」（19 年分の評価結果）を公表（第 3 回目） 

2 
・「議員の評価」（19 年分の評価結果）を公表（第 3 回目）定数 12 人中、7 人が提

出。 

3 

・「通年議会」等を試行 
福島町議会活性化事項の試行に関する実施要綱（平成 20 年 3 月 11 日から 9 月 30
日）を制定し、次の項目について実施。 
 ① 通年議会制度 ② 質疑の回数制限の撤廃 ③ 説明員の反問制度 
 ④ 文書質問（質問趣意書）制度  ⑤ 傍聴人の討議への参加    

・「夜間議会」を開催（第 2 回目）傍聴者 17 人。昨年は 51 人。 

・議員研修条例の制定 
経費の節減に努めるとともに、議員の資質向上と議会の活性化を図るため、議員研
修条例を制定 

・「一般質問」、「委員外議員」の制限を廃止  
①一般質問の回数・時間制限の廃止（会議規則・発言運用基準の改正） 
②委員外議員の出席・発言に関する制限の廃止（会議規則の改正） 

・広報・広聴常任委員会の新設 
全議員の構成による「広報・広聴常任委員会」の新設（委員会条例の改正） 

・公職にある者等からの働きかけの取り扱いの方針に関する決議 
職員が外部から働きかけを受けた場合の対処方法として、「取扱要領」等の制定を
要望する決議 

5 
・議会ホームページの単独運用 

議会独自のドメインを取得（http://www.gikai-fukushima-hokkaido.jp/） 

6 
・議会議員の不当要求行為等を防止する条例（議員倫理条例）の制定 

議員が政治倫理の高揚に努めるとともに、町民に信頼される議会づくりを進め、町
政の健全な発展を図るため、議会議員の不当要求行為等を防止する条例を制定 

11 

・第 3 回マニフェスト大賞でベストホームページ賞を受賞 
平成 19 年の「最優秀成果賞審査委員会特別賞」に引き続き、3 回目となるこのた
び地方議会部門で「ベストホームページ賞」を受賞。 
主催：ローカルマニフェスト推進地方議員連盟 / 共催：早稲田大学マニフェスト
研究所 / 協力：ドットジェイピー / 後援：毎日新聞社 
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2 ・「議会の評価」（20 年分の評価結果）を公表（第 4 回目） 

3 

・「議員の評価」（20 年分の評価結果）を公表（第 4 回目） 
定数 12 人中、7 人が提出。また、議会活動の目標（公約）を 7 人が提出。 

・「夜間議会」を開催（第 3 回目）傍聴者 14 人。昨年は 17 人。 

・【議会基本条例】を修正可決（賛成 7 人・反対 4 人）福島町議会基本条例を制定。 
主な取組み。①わかりやすく町民が参加できる議会  ②しっかりと討議する議会 
③町民が実感できる改革を提言する議会  

・【議会基本条例の制定に関連する条例等】を整備 
福島町議会基本条例の制定に併せて関連する条例等を整備。 
 ①福島町議会会議条例の制定（旧「委員会条例」、「会議規則」等の統合） 
 ②議会議員の歳費及び費用弁償等に関する条例の一部改正 
 ③福島町議会への参画を奨励する規則の制定（旧「傍聴規則」の全部改正） 
 ④福島町議会事務局の組織に関する規則の一部改正 
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 ⑤福島町議会の運営に関する基準の一部改正 
 ⑥議場における発言等に関する運用基準の一部改正 

4 
・議会基本条例・関係条例等の施行（年度区分による通年議会含む） 

①採決態度の明確化（議長口述による特定化）②政策等の事業評価（試行） 

6 ・議会報告会の開催 

10 ・「総合開発計画」の基本目標と主要施策の議会提言（政策提言） 

12 ・議会インターネット映像配信を開始（ライブ・オンデマンド） 

22 ３ 
・「夜間議会」を開催（第 4 回目）参画者 23 人。昨年は 14 人。 

・「福島町議会基本条例に関する諮問会議条例」を制定。 
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Ⅲ．開かれた議会づくりの実践（平成 22 年度～平成 27 年度） 

（１）取り組み内容 

 

❶ 平成 22 年度 

 

❷ 平成 23 年度 

 

月 取  組  み  の  概  要 

４ 

・「議会の評価」（21 年度分の評価結果）を公表（第 5 回目） 

・「議員の評価」（21 年度分の評価結果）を公表（第 5 回目） 
 定数 12 人中、8 人が提出。また、議会活動の目標（公約）を 8 人が提出。 

・福島町議会基本条例諮問会議委員に公募 2 人、議員推薦 2 人、学識経験者 1 人の計 5 人に
委嘱。 

 【諮問内容】 
  ①適正な議員定数（現行 12 人）の検討 
  ②適正な議員歳費（報酬）の検討 
  ③「平成 22 年度 議会評価」の検討 
  ④議会基本条例全体の検討 

７ ・議会報告会の開催 

12 ・議会基本条例諮問会議から答申 ｢議員定数と議員歳費に関する答申｣ 

２ ・住民懇談会の開催（議員定数と議員歳費 2 会場） 

３ ・「夜間議会」を開催（第 5 回目）参画者 21 人。昨年度は 23 人 

月 取  組  み  の  概  要 

４ 

・福島町議会基本条例諮問会議に諮問 
【諮問内容】 
（１）意見を求める事項 
  ①福島町議会議員定数の改正について ②福島町議会議員の議員歳費の改正について 
（２）調査審議を求める事項 
  ①平成 22 年度議会評価の検討 ②議会基本条例全体の検討 
・「議会の評価」・「議員の評価」（22 年度分の評価結果）を公表（第 6 回目） 
 定数 12 人中、6 人が提出。また、議会活動の目標（公約）を 10 人が提出。 

５ 
・「監査請求に関する決議」を可決（事務用品の購入手続きに関する事務） 
・議会基本条例諮問会議から答申「議会議員定数及び議会議員歳費の改正について」 

７ ・「監査請求の監査結果報告書」の受理 

８ 
・議員選挙の投開票日を平日に実施（16 日、火曜日） 
・選挙公報の発行（19 年に引き続き、第 3 回目） 

９ ・改選による議会活動の目標（公約）を 11 人が提出。 

11 
・「町民と議会の懇談会」の開催（2 日間 4 会場）〔議会報告会〕 
・議会基本条例諮問会議から答申「議会基本条例全体の検討について」 

12 
・「事務用品の購入手続に関する事務処理に対する決議」を可決 
・「福島町議会基本条例見直し検討による行動計画書」を決定 

２ 
・「町民と議員との懇談会」の開催（2 日間 4 会場）〔議会報告会〕 
・議員勉強会の開催 「総合計画（条例）の研修」江藤俊昭山梨学院大学教授 

３ ・「夜間議会」を開催（第 6 回目） 参画者 22 人。昨年度は 21 人。 
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❸ 平成 24 年度 

 

月 取  組  み  の  概  要 

４ 

・議員研修報告会の開催（対象は議員のみ） 
〔政務調査費〕 
①森町（渡島国際交流事業協同組合） 外国人研修生の受け入れ体制状況 
②厚沢部町 ちょっと暮らし推進事業 

５ 

・福島町議会基本条例諮問会議に諮問 
【諮問内容】 
（１）調査審議を求める事項 
  ①議会費の標準率の検討  ②議会評価（平成 23 年度）の検討 
（２）確認を求める事項 
  ①議会基本条例の見直し検討による行動計画の確認 
・議員研修会の開催 「なぜ総合計画条例が必要か」神原勝北海学園大学教授 

６ 
・「議会の評価」・「議員の評価」（23 年度分の評価結果）を公表（第 7 回目） 

全議員（11 人）が提出。議会活動の目標（公約）も全議員が提出。 
・「町民と議員との懇談会」の開催（2 日間 4 会場）〔議会報告会〕 

９ 

・本会議での議員間討議の実施 
 総合計画の変更に関する議案を対象に次の 3 点を論点として実施 
 ①総合計画の変更と補正予算が同時に提案される関係から変更方法に問題はないか 
 ②早い時期に計画登載するときの事業費財源対策はどのように整理すべきか 
 ③策定の手続きを含めた総合計画条例などは必要あるか 

10 

・議会基本条例諮問会議から「議会費の標準率について」の答申を受けた 
・議員研修報告会の開催（議員のみ対象） 
〔常任委員会行政視察〕 

①黒松町 ブナ北限の里総合移住対策事業 
〔渡島西部四町議員協議会〕 

①むかわ町 町有林等の活用事業  

11 ・「町民と議員との懇談会」の開催（2 日間 4 会場）〔議会報告会〕 

２ ・「町民と議員との懇談会」の開催（4 日間 6 会場）〔議会報告会〕 

３ 

・議員研修会（専門的知見活用研修） 
社団法人 北海道栽培漁業振興公社 副会長理事 村井 茂 氏 
テーマ： 北海道の栽培漁業の現状と課題   

・「夜間議会」を開催（第 7 回目） 参画者 18 人。昨年度は 22 人。 
・佐藤卓也町長に対する問責決議を可決 

 

❹ 平成 25 年度 

 

月 取  組  み  の  概  要 

５ 

・福島町議会基本条例諮問会議に諮問 
【諮問内容】 
（１）調査審議を求める事項 
  ①適正な議員定数（現行 11 人）の検討 ②適正な議員歳費月額の検討  

③議会評価（平成 24 年度）の検討 
（２）確認を求める事項 
  ①議会基本条例の見直し検討による行動計画の確認 
・「町民と議員との懇談会」の開催（2 日間 6 会場）〔議会報告会〕 

６ 

・「議会の評価」・「議員の評価」（24 年度分の評価結果）を公表（第 8 回目） 
全議員（11 人）が提出。議会活動の目標（公約）を 10 人が提出。 

・「町民と議員との懇談会」の開催（2 日間 6 会場）〔議会報告会〕 
・議員勉強会 
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 定例会 6 月会議議案等の事前勉強 
・議員研修報告会 

〔政務調査活動〕 
① 栗山町総合計画の策定と運用に関する条例について ②栗山町デマンドバスについて 

・議員研修会（専門的知見活用研修） 
 置戸町 佐々木 十美 氏   テーマ 子どもたちの食を育てる  

７ ・「町民と議員との懇談会」の開催（2 日間 6 会場）〔議会報告会〕 

９ 
・議会基本条例諮問会議：「適正な議員定数及び適正な議員歳費月額の検討について」答申 
・議員勉強会 定例会 9 月会議議案等の事前勉強 

11 

・議員研修会報告会 
〔経済福祉常任委員会〕  ①札幌市 木質バイオマスの利用について 
〔渡島西部四町議員協議会〕 
①余市町 水産資源の増殖について（ニシンの増殖・磯焼け対策） 
②当別町 少子化対策について（少子化対策戦略プラン） 
〔政務調査活動〕 
①下川町 バイオマスタウン構想 
②西興部町 光通信網を利用した ICT による行政サービス 
③枝幸町 ナマコ加工状況（漁家視察） 

12 
・議員勉強会 
 定例会 12 月会議議案等の事前勉強 

３ 

・議員勉強会 
 定例会 3 月会議執行方針等の事前勉強会 
・「夜間議会」を開催（第 8 回目） 参画者 43 人。昨年度は 18 人。 
・佐藤卓也町長に対する辞職勧告決議を可決 

 

❺ 平成 26 年度 

 

月 取  組  み  の  概  要 

４ ・「町民と議員との懇談会」の開催（6 日間 18 会場）参加人数 156 人 

５ 

・福島町議会基本条例諮問会議に諮問 
【諮問内容】 
（１）調査審議を求める事項 
  ①議会評価（平成 25 年度）の検討 
（２）確認を求める事項 
  ①議会基本条例の見直し検討による行動計画の確認 
  ②常任委員会所管事務調査内容の確認 
・議員勉強会 
〔第 5 次福島町総合計画策定に関する調査特別委員会の事前勉強会〕 
〔旧吉岡小学校周辺公共施設跡地利用計画に関する調査特別委員会の事前勉強会〕 

６ 
・「議会の評価」・「議員の評価」（25 年度分の評価結果）を公表（第 9 回目 10 人が 

提出） 
 議会活動の目標（公約）を 10 人が提出。 

８ ・議会基本条例諮問会議から平成 26 年度の諮問事項に対する答申を受けた 

９ 

・議員勉強会 
 定例会 9 月会議議案等の事前勉強 
・議員研修報告会 
〔渡島西部四町議員協議会〕 
 ①上士幌町 ふるさと納税について 
 ②音更町  体験観光について 

11 ・福島町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査実施要綱の制定 
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本会議等における特別職の答弁に対するその後の対応を議会として調査し公表すること
で、町民への説明責任を果たす 

・福島町議会の運営に関する基準の一部改正 
議会運営委員会及び常任委員会が実施している活動に関して、基準等に明文化されていな
い内容を追加する 

12 ・議員勉強会  定例会 12 月会議議案等の事前勉強 

１ 

・議員勉強会 
 まち・ひと・しごと創生総合戦略及び地域住民生活等緊急支援のための交付金に関する概

要等の確認 
・議員研修報告 
〔政務活動研修視察〕 
 ①函館市埋蔵文化保管庫（旧南茅部町立磯谷小学校） 
 ②北海道埋蔵文化センター（江別市） 

２ 
・議員研修会（専門的知見活用研修） 

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング主任研究員 コンセンサス・デザイン室長 西尾 真治 氏 

テーマ：人口減少社会における地域戦略について～公共施設の老朽化問題への対応を中心に   

３ 
・議員勉強会  定例会 3 月会議町政執行方針等の事前勉強会 
・「夜間議会」を開催（第 9 回目） 参画者 15 人。昨年度は 43 人。 

 

❻ 平成 27 年度 

月 取  組  み  の  概  要 

４ 
・定例会 3 月第 2 回会議の反省事項の手交[町部局へ] 
・鹿児島県日置市議会行政視察受け入れ 

５ 

・第５次福島町総合計画策定に関する調査特別委員会(第 10 回)・(第 11 回)・(第 12 回) 
・町内会連合会と議会の懇談会 役場健康づくり研修室 参加人数 43 人 
・福島町議会基本条例諮問会議に諮問（第１回） 
【諮問内容】 
（１）調査審議を求める事項 
  ①議会評価（平成 26 年度）の検討 
  ②議会基本条例の見直し検討による行動計画の確認 

③議会基本条例全体の検討 

６ 

・第５次福島町総合計画策定に関する調査特別委員会(第 13 回) 
・第５次福島町総合計画策定に関する調査特別委員会(第 14 回) 
・第５次福島町総合計画策定に関する調査特別委員会(第 15 回) 
・北海道立埋蔵文化財センター視察（全議員） 
・第５次福島町総合計画策定に関する調査特別委員会の委員会意見手交［町部局へ］ 
・「議会の評価」・「議員の評価」（26 年度分の評価結果）を公表（第 10 回目：10 人が 

提出） 
・議会活動の目標（公約）を 10 人が提出。 

７ 

・宮城県加美郡色麻町議会行政視察受け入れ 
・宮城県柴田町議会行政視察受け入れ 
・福井県若狭地方町村議会議長会行政視察受け入れ 
・正副議長、委員長、議員会長会議・議会懇談会（町長の不信任決議協議） 

８ 
・発議 町長の不信任決議の議決 
・福島町議会議員選挙 [15 日（土）投票率 71.72％] 
・栃木県那須町議会行政視察受け入れ 

９ 

・改選による議会活動の目標（公約）を 10 人が提出。 
・議員勉強会 定例会 9 月会議議案等の事前勉強 
・議会中継システムを更新（携帯電話での議会録画中継が視聴できるようにシステムを更

新） 
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10 

・福島町議会基本条例諮問会議に諮問（第２回） 
【諮問内容】 
（１）調査審議を求める事項 
  ①議会基本条例全体の検討 
・議員研修視察（３名参加） 
〔渡島西部四町議員協議会〕 
① 余市町 「空き店舗を活用した介護施設について」 

② 沼田町 「農村型コンパクトエコタウンの構想について」 

・石川県中能登町議会行政視察受け入れ 
・熊本県菊陽町議会行政視察受け入れ 

11 

・福島町議会基本条例諮問会議に諮問（第３回） 
【諮問内容】 
（１）調査審議を求める事項 
  ①議会基本条例全体の検討のまとめ 
・福島町議会基本条例諮問会議からの諮問事項に対する意見等の答申。 
・長野県木曽町議会行政視察受け入れ 
・福島町総合戦略に関する調査特別委員会（第１回） 

12 

・福島町総合戦略に関する調査特別委員会（第２回）・（第３回）・（第４回） 
・福島町総合戦略に関する調査特別委員会の委員会意見手交［町部局へ］ 
・議員勉強会 定例会 12 月会議議案等の事前勉強 
・全員協議会[議会基本条例の検証まとめ] 
・議会運営委員会[議会基本条例見直し検討による行動計画書作成] 
・議会基本条例見直し検討による行動計画書手交[町部局へ] 

１ ・議会基本条例の一部改正[議決事件に福島町人口ビジョン・総合戦略を追加] 

２ 
・議員研修会（渡島西部四町議会議員連絡協議会議員研修） 

北海道教育大学函館校 教授 池ノ上 真一 氏 
テーマ：「観光はまちづくりに効くか？」   

３ 
・議員勉強会 定例会３月第２回会議提出議案の事前勉強会 
・「夜間議会」を開催（第 10 回目） 参画者 12 人。昨年度は 15 人。 
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（２）議会基本条例見直し検討による行動計画の実施状況 

 

①平成 27 年度 行動計画 

福島町議会基本条例第 28 条(見直し手続)は、「一般選挙を経た任期開始後に、速やか

に、この条例の目的が達成されているかどうかを検討する。」と規定されています。 

議会基本条例が平成 21 年 4 月に施行され、条例第 28 条の規定に基づき、平成 24 年度

に１回目の各条文の取り組み内容等を検証し、この結果を受けて「福島町議会基本条例見

直しによる行動計画書」としてまとめました。平成 27 年度は、2 回目の各条文の検証と行

動計画の策定になります。 

平成 27 年度の各条文の検証調書と行動計画書は、次のとおりです。 

 

・福島町議会基本条例に関する諮問会議意見 

 （第１条 議会運営の基本事項への意見）  

条 項  目 諮問会議のまとめ（感想） 方向性 

１条 

①分かりやす

く町民が参加

する議会 

議会報告会などによる町民に対する情報提供は定

着し、町民の理解も深まっていると考えられるの

で、今後も継続していくとともに、この場を議会に

対する町民の政策提案の場としても充実させてほし

い。 

また、今後に予定されている議会ホームページの

リニューアルに際しては、町民が議会活動への関心

をいっそう高めるとともに、町民の間で話題になる

ような情報の発信を心がけてほしい。 

引き続き改善 

②しっかりと

討議する議会 

会議条例を改正するなど、討議する議会に向けた

改革は進んでおり、委員会における討議も活発にな

っている。今後はそれを議会からの政策提案に結び

つけるいっそうの工夫が求められる。 

 一方、本会議における討議はまだ試行錯誤の段階

にあるので、今後は議案のポイントをあらかじめ論

点整理し、各議員がそれを活かして本会議に臨むな

どの工夫が求められる。 

引き続き改善 

③町民が実感

できる政策を

提言する議会 

議会が強く求めた総合計画条例の制定実現や、第

５次総合計画の策定に向けた議会の政策提言など

は、議会の政策活動として全国的にも高く評価され

ている。 

 とくに自治基本条例、議会基本条例、総合計画条

例の３大条例がそろう（全国では２例目）ことによ

って、政策を中心にした町政運営の基本ルールが明

確になったので、今後の議会には、これを積極的に

引き続き改善 
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・福島町議会基本条例見直し検討による行動計画書の進行管理 

［進行管理期間：Ｈ28.1～Ｈ31.8］ 

 

○ 経 過 

  H27. 5.18 議会基本条例諮問会議に諮問  

  H27. 5.18 議会基本条例諮問会議（第 1 回） 

  H27. 9.28 議会運営委員会【条文の現状・課題、改善策等を協議】 

  H27.10.27 議会基本条例諮問会議（第 2 回） 

  H27.11.24 議会基本条例諮問会議（第 3 回） 

  H27.11.30  議会基本条例諮問会議の答申  

  H27.12. 7  議会運営委員会【行動計画書案等の協議】 

  H27.12.16  全員協議会【行動計画等の協議・決定】 

  H27.12.22 議会運営委員会【行動計画書を決定】 

 

整 理

№ 
具体的な項目 目標期間等 

１ 

・議員間討議の推進 
H28.2 案決定 

H28.3 試行 

◎議員間討議の取組方法の検討と試行実施 

 平成 28 年 2 月中までに取組方法を検討し、平成 28 年 3 月から試行する。 

 平成 28 年 1 月 議会運営委員会において取組方法を協議。 

2 月 議会運営委員会において取組方法を決定。 

3 月 全議員に取組方法を周知し、試行を実施。 

２ 

・議員の発言に係るルールの検討 
H28.3 案検討 

H28.4 試行 

◎発言ルール（案）の検討と試行実施 

 平成 28 年 4 月の試行実施に向け、より分かりやすい発言を目指し、一定のルール

を検討する。 

 平成 28 年 2 月 議会運営委員会において取組方法を協議。 

3 月 議会運営委員会において取組方法を決定。 

4 月 全議員に取組方法を周知し、試行を実施。 

３ 

・議会運営委員会の反省事項の項目追加 H28.1 実施 

◎反省事項に「政治倫理基準の遵守」を追加 

 本会議の反省事項に「政治倫理基準の遵守」の項目を追加し、議員の発言に問題

がないかを確認し、問題があった場合には議長を通じて該当議員に伝え、改善を図

る。 

活かしたメリハリの利いた政策活動の展開が期待さ

れる。 
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整 理

№ 
具体的な項目 目標期間等 

４ 

・広報・広聴活動の充実 
H28.3 検討 

H28.4 実施 

◎広報・広聴常任委員会の定期開催 

年度当初に広報・広聴常任委員会を開催し検討する。 

町内の各団体等と懇談会などを積極的に開催し、「町民が実感できる政策を提言す

る議会」の実現を目指す。 

総務教育、経済福祉両常任委員会の所管調査の際に関連団体との懇談を検討する。 

 平成 28 年 3 月 懇談する町内の各団体を把握。 

4 月 広報・広聴常任委員会を開催し、懇談を行う団体等を 

決定。 

4 月 各団体と日程調整し、所管ごとに懇談会を実施。 

５ 

１４ 

・議会ホームページの充実 

・議会だよりの充実・改善 

H28.3 検討 

H28.4 実施 

◎議会ホームページのリニューアル 

 他議会を参考により見やすいレイアウトを検討する。また、誰でも編集できるＣ

ＭＳの導入を行い、早急な情報発信（提供）を目指す。 

 平成 28 年 1 月 議会ホームページのトップ画面（案）を決定。 

1 月下旬 新しいホームページの公開に向け、掲載内容を確認・構築。 

4 月 新たな議会ホームページの運用を開始。 

 

◎町民に親しまれる議会だよりの検討 

 文字サイズの拡大やレイアウトの工夫等により、町民に親しまれる議会だよりを

検討する。また、現在、表裏カラー（ほかは２色刷り）となっていますが、フルカラ

ーについても検討する。 

 

 平成 28 年 3 月 他議会や各自治体の広報紙を参考に、見やすい、分かり 

やすい紙面を検討。 

4 月 文字サイズやレイアウトを改善し編集・発行。 

６ 

・議員勉強会の充実 

 

H28.2 案決定 

H28.3 試行 

◎議員勉強会の内容充実 

 現在、事務局において議案審議のポイントとなる点などを予め調べ、勉強会で説

明することで進めてきたが、各議員が注意・確認を要すると判断した議案に関して

発言する場を設定することを検討する。また、勉強会の中で一般質問予定の概要を

説明する場を設け、議員間で意見交換を行うことにより質問内容の更なる充実を図

る。 

 平成 28 年 2 月 議会運営委員会において勉強会の内容を協議。 

3 月 定例会 3 月会議に向けた議員勉強会から実施。 
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整 理

№ 
具体的な項目 目標期間等 

◎議員勉強会のイメージ 

  (1)従来どおり、事務局においてポイントとなる点などを説明。 

  (2)各議員で注意・確認が必要だと思われる点を出してもらい、出席議員で 

    議論・確認する。 

  (3)一般質問予定者で、他の議員の意見を参考に聞きたい議員がいた場合は 

    時間を設け意見交換を行う。その場合には、答弁書を全議員に配布する。 

◎議員勉強会の内容充実 

 現在、事務局において議案審議のポイントとなる点などを予め調べ、勉強会で説

明することで進めてきたが、各議員が注意・確認を要すると判断した議案に関して

発言する場を設定することを検討する。また、勉強会の中で一般質問予定の概要を

説明する場を設け、議員間で意見交換を行うことにより質問内容の更なる充実を図

る。 

 平成 28 年 2 月 議会運営委員会において勉強会の内容を協議。 

3 月 定例会 3 月会議に向けた議員勉強会から実施。 

◎議員勉強会のイメージ 

  (1)従来どおり、事務局においてポイントとなる点などを説明。 

  (2)各議員で注意・確認が必要だと思われる点を出してもらい、出席議員で 

    議論・確認する。 

  (3)一般質問予定者で、他の議員の意見を参考に聞きたい議員がいた場合は 

    時間を設け意見交換を行う。その場合には、答弁書を全議員に配布する。 

７ 

９ 

１１ 

・議員活動の充実 

・一般質問の充実 

・文書質問の更なる活用 

H28.1 自主取組 

◎自主的な取組みによる個人活動報告等の実践 

 各議員の活動事例やホームページ開設の実践例等を確認し合いながら自主活動の

充実に向けて実践する。 

◎一般質問の充実 

 他の町村議会の質問項目等を参考に、当町でも取り上げる一般質問内容がないか

を確認し、一般質問の更なる充実を図る。 

◎文書質問の更なる充実 

 町民要望等に対応する手段として、一般質問と同様、積極的に活用する。 

８ ・「町政に対する要望・意見の取りまとめ」の活用 
H28.3 検討 

H28.4 実施 
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整 理

№ 
具体的な項目 目標期間等 

◎町内会要望を活用 

 毎年、行政が実施している「町政に対する要望・意見の取りまとめ」を町民からの

請願・陳情と位置付け、両常任委員会の調査事項の項目として検討する。 

平成 28 年 3 月 行政でまとめた「町政に対する要望・意見の取りまとめ」を両常

任委員会に示し、調査事項を検討する。 

4 月 必要に応じて両常任委員会で所管事務調査を実施。 

１０ 

・議決事件の追加等の検討 
H28.1 案決定 

    条例改正 

◎議決事件の追加及び削除 

 これまで議決事件とされている 12 件のうち 10 件の重要計画を議決してきました

が、再度、内容の精査を行い、行政側と協議し、現在規定している計画の追加及び削

除を検討する。 

 平成 28 年 1 月 行政側と協議し、追加・削除する計画案を検討。 

         議会運営委員会において追加する条例改正案を決定。 

        （福島町人口ビジョン・総合戦略を追加） 

         全員協議会において説明・確認。 

         削除する計画については諮問会議の答申を経て改正。 

1 月下旬 平成 27 年度定例会 1 月会議で条例改正。 

 

 

１２ 

・常任委員会における行政視察の検討 
H28.1 検討 

◎常任委員会の先進地視察等 

 常任委員会の視察予算は、政務活動費導入に合わせ廃止した経緯がありますが、

各常任委員会においてテーマを決め、必要に応じて補正予算対応により先進地視

察等の行政視察を検討する。 

 平成 28 年 1 月 必要に応じて検討。 

 

 

 

 

１３ 

 

 

 

 

 

 

・政務活動費の利用促進 

H28.1 実績検証 

    案検討 

H28.3 条例改正 
◎政務活動費の交付額等の見直し 

 現在月額５千円（年６万円）となっており、各地に研修・視察等を行うには十分
とは言えない交付額となっている。また、改選期においては、改選前の４月～８
月までの５か月間は政務活動費が支給されないことから、議員活動を更に充実さ
せるため交付額等を見直しする。 

平成 28 年 1 月 これまでの実績等について検証。 
         議会運営委員会において条例(規則)改正案を検討。 
         検討内容を行政側と協議。 
         全員協議会において全議員に説明。 

2 月 議会運営委員会において条例(規則)改正案を決定。 
3 月 平成 27 年度定例会 3 月会議において条例改正。 
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整 理

№ 
具体的な項目 目標期間等 

 

 

 

 

 

１５ 

・議会図書室の充実 
H28.3 検討 

H28.4 実施 

◎議会関係資料の図書室配置 

 議会で管理している議会図書室は、現在、議会だよりや地方議会人、月刊ガバナ
ンスなどを閲覧可能としているが、本会議や常任委員会等の資料は町民が目にする
ことができない状態となっている。そのため、議会関係資料等がいつでも見られる
よう図書室の充実について検討する。 

 
 平成 28 年 3 月 議会運営委員会において配置する資料等を検討・決定。 

4 月 議会関係資料を議会図書室に配置。 
 
 ◎配置する議会関係資料（案） 
  (1)本会議の資料（過去１年） 
  (2)常任委員会・特別委員会の資料（過去１年） 
  (3)全員協議会の資料（過去１年） 
  (4)過去１年間の会議録〔本会議・常任委員会・特別委員会・全員協議会〕 

１６ 

・議会基本条例の改正 H28.1 検討 

◎関連条例の整理等 

 議会基本条例の制定以降、改革が進んでいるが、改革の内容が多岐にわたり細か

くなるにつれて全体像が見えにくくなっていることから、関連する条例等を確認し、

本文に掲げた方が良いと思われる内容がないか検討・整理する。また、条文と規則

などの関連が一目でわかるよう関係図を作成する。 

 

 ※現在の任期中において、整理・改正する。 

  



 
 

22 
 

Ⅳ．平成 27 年度分「議会・議員評価」の基礎資料 

 

１．本会議の審議 

（１）定例に再開する本会議    

 

① 6 月会議（H27.6.26 1 日 参画者 1 名） 

審議した議案は、町長提出の議案 5 件、報告事項 3 件と議会提出の意見書 1 件の合計９

件を審議し、全て原案のとおり可決しました。各議案に対する討議・討論はありませんでし

た。 

また、平成 25 年度定例会 3 月会議に設置した「第５次福島町総合計画策定に関する調査

特別委員会」の 16 回に及ぶ調査が終了し、委員会意見の報告を行いました。 

一般質問は 2 名 2 項目が行われました。 

ア 議会運営委員会の反省事項 

 6 月会議の反省事項として、町への通知を次のとおりとしました。 

〇一般質問での答弁が、事前に行った文書質問との回答と大きく変わっていることから、

文書質問の重要性を理解しているのか大いに疑問があり、町は、誠意をもって対応すべ

きである。 

○追加議案については、事前に議会運営委員会で説明すべきである。 

 

イ 審議した議案等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

平
沼
昌
平 

加
藤
雅
行 

佐
藤
孝
男 

滝
川
明
子 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

藤
山 

大 

川
村
明
雄 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

10 
渡島公平委員会を組織する地方公共団体の数の減少
及び渡島公平委員会規約の変更について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

11 平成 27 年度福島町一般会計補正予算（第４号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

12 
平成 27 年度福島町介護保険特別会計補正予算 
（第２号） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

13 財産の取得について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

14 財産の取得について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

報告2 
福島町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査の報告
について 

※報告事項の採決はありません。 報告済み 

報告3 
平成 26 年度福島町一般会計繰越明許費の報告につい
て 

※報告事項の採決はありません。 報告済み 

報告4 
福島町新型インフルエンザ等対策行動計画の作成に
ついて 

※報告事項の採決はありません。 報告済み 

発委1 
憲法に反する新安全保障関連法案の撤回を求める意
見書の提出について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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② 9 月第 2 回会議（H27.9.15～18 4 日 参画者 2 名） 

審議した議案は、町長提出の議案 14 件、報告事項 3 件、認定 6 件と議会提出の議案 1 件、

意見書 1 件の合計 25 件を審議し、全て原案のとおり可決しました。 

各議案に対する討議・討論はありませんでした。 

一般質問は 1 名 1 項目が行われました。 

ア 議会運営委員会の反省事項 

〇一般質問等答弁事項進捗状況について 

報告は、進捗状況が「対応中」で前回会議から動きのないものは、読み上げないものとし

た。 

○補正予算について 

補正予算の説明は、予算・決算審査特別委員会と同様に 20 万円以上の増減とすることと

した。このため、町に対して、事務事業別説明資料の説明欄の「事業内容等」は、これまで

以上に詳細な記載をお願いすることとした。 

○決算審査特別委員会関係について 

町長不在であったが、次年度の予算編成に向け、事業の効果を確認するための意見交換

等がもっとあって良かったのではないかとの意見が出ました。 

 

イ 審議した議案等 

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

16 
災害対策基本法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条
例の整理に関する条例の制定について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

17 福島町個人保護条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

18 福島町手数料徴収条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

19 第 4 次福島町総合計画の変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

20 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

21 北海道市町村総合事務組合規約の変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

22 
北海道市町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更につ
いて 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

23 平成 27 年度福島町一般会計補正予算（第 6 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

24 
平成 27 年度福島町国民健康保険特別会計補正予算 
（第 1 号） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

25 平成 27 年度福島町介護保険特別会計補正予算（第 3 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

26 
平成 27 年度福島町後期高齢者医療特別会計補正予算 
（第 1 号） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

27 平成 27 年度福島町水道事業会計補正予算（第 1 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

28 財産処分の議決変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

29 平成 27 年度福島町一般会計補正予算（第 7 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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③ 12 月会議（H27.12.15～16 2 日 参画者 2 名） 

審議した議案は、町長提出の議案 13 件、報告事項 1 件、諮問 1 件と選挙 2 件、議会提出

の意見書 2 件の合計 19 件を審議しました。採決の状況は次のとおりです。 

各議案に対する討議・討論はありませんでした。 

一般質問は 3 名 3 項目が行われました。 

ア 議会運営委員会の反省事項 

〇 一般質問について 

一般質問の内容は、出来る限り明確にして通告することとしました。 

○条例の制定について 

新たに制定された４条例については、福島町総合戦略に関する調査特別委員会の意見を

受けた内容で整理されていました。 

 

  

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

報告5 
福島町議会一般質問等答弁事項進捗状況調査の報告につい
て 

※報告事項の採決はありません。 報告済み 

報告6 平成 26 年度福島町財政健全化判断比率の報告について ※報告事項の採決はありません。 報告済み 

報告7 
平成 26 年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検
及び評価に関する報告について 

※報告事項の採決はありません。 報告済み 

認定1 平成 26 年度福島町一般会計歳入歳出決算認定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案認定 

認定2 
平成 26 年度福島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認
定について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案認定 

認定3 
平成 26 年度福島町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に
ついて 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案認定 

認定4 
平成 26 年度福島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算
認定について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案認定 

認定5 
平成 26 年度福島町浄化槽整備特別会計歳入歳出決算認定
について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案認定 

認定6 
平成 26 年度福島町水道事業会計利益の処分及び決算認定
について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
原案可決 
及び認定 

発委2 福島町議会会議条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

発委3 
林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の充実・強化を
求める意見書の提出について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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イ 審議した議案等 

  

議
案
番
号 

議 員 名 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

32 

福島町行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提

供に関する条例の制定について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

33 福島町人財育成基金条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

34 
福島町公共施設の指定管理者に関する手続

き条例の制定について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

35 
福島町がんなんかに負けない基本条例の制

定について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

36 
福島町空家等の適正管理に関する条例の制

定について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

37 
福島町農業委員会委員定数条例の全部改正

について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

38 福島町介護保険条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

39 第４次福島町総合計画の変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

40 
福島町内の公共的団体の活動の総合調整に

ついて 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

41 
平成 27 年度福島町一般会計補正予算 

（第 9 号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

42 
平成 27 年度福島町介護保険特別会計補正予

算（第 4 号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

43 
平成 27 年度福島町水道事業会計補正予算

（第 2 号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

44 
福島町総合体育館耐震化等改修工事請負契

約の議決更正について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

報告 

8 

福島町議会一般質問等答弁事項進捗状況調

査の報告について 
※報告事項は、採決はありません。 報告済み 

諮問 

1 
人権擁護委員の推薦について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案適任 

選挙 

5 
福島町選挙管理委員会委員の選挙について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

指名選挙 

指名当選 

選挙 

6 

福島町選挙管理委員会委員補充員の選挙に

ついて 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

指名選挙 

指名当選 

発委 

4 

北海道のすべての子どもたちにゆきとどい

た教育を求める意見書の提出について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

発委 

5 

「新たな高校教育に関する指針」の見直し

を求める意見書の提出について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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④ 3 月第 2 回会議（H28.3.10～18 9 日 参画者 15 名） 

審議した議案は、町長提出の議案 26 件、報告事項 1 件、同意 7 件、諮問 1 件と議会提出

の議案 2 件、意見書 2 件の合計 39 件を審議しました。採決の状況は次のとおりです。 

各議案に対する討議・討論はありませんでした。 

一般質問は 6 名 9 項目が行われました。 

ア 議会運営委員会の反省事項 

〇 一般質問について 

北海道立福島商業高等学校に係る存続対策について、一般質問により問題が提起された

ので、議会としても拘っていく必要がある。 

一般質問等答弁事項の確認については、議員４名、５項目を新たに対象とすることとし

ました。 

○3 月第 2 回会議で設置した予算審査特別委員会について 

政務活動費の増額についての質問は、条例改正の段階で質問すべきである。 

また、条例改正の提案に向けては、議運・議員間協議等で意見を交換する機会を何度か経

ているので、質疑は疑義が残る。 

予算審査特別委員会開催中の議員の資料請求は、委員会の了承を得ての請求となること

から、資料が必要であれば、事前に文書質問での資料請求ができたのではないか。 

 

イ 審議した議案等 

議
案
番
号 

議 員 名 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

58 福島町行政不服審査会条例の制定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

59 

福島町行政不服審査法の規定による提出資

料等の写し等の交付に係る手数料に関する

条例の制定について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

60 
行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整

理について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

61 福島町課設置条例の全部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

62 
福島町組織機構再編に伴う関係条例の整理

について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

63 
旅費日当等の改正に伴う関係条例の整理に

ついて 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

64 
福島町学童保育条例の一部改正について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

65 

福島町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

66 

福島町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域

密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準を

定める条例の一部改正について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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議
案
番
号 

議 員 名 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

67 
福島町漁業近代化資金利子補給条例の一部

改正について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

68 
福島町過疎地域自立促進市町村計画の策定

について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

69 福島町森林整備計画の変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

70 
渡島西部地域介護認定審査会共同設置規約

の一部の変更について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

71 平成２８年度福島町一般会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

72 
平成２８年度福島町国民健康保険特別会計

予算 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

73 平成２８年度福島町介護保険特別会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

74 
平成２８年度福島町後期高齢者医療特別会

計予算 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

75 
平成２８年度福島町浄化槽整備特別会計予

算 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

76 平成２８年度福島町水道事業会計予算 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

77 
福島町財政調整基金の積立金の処分につい

て 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

78 
平成２７年度福島町一般会計補正予算 

（第１２号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

79 
平成２７年度福島町国民健康保険特別会計

補正予算（第３号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

80 
平成２７年度福島町介護保険特別会計補正

予算（第６号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案適任 

81 
平成２７年度福島町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第２号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案適任 

82 
平成２７年度福島町浄化槽整備特別会計補

正予算（第１号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案適任 

83 
平成２７年度福島町水道事業会計補正予算

（第４号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

報告9 
福島町議会一般質問等答弁事項進捗状況調

査の報告について 
※報告事項は、採決はありません。 報告済み 

同意5 福島町農業委員会委員の選任について ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ 原案同意 

同意6

～11 
福島町農業委員会委員の選任について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案同意 

諮問2 人権擁護委員の推薦について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

発委7 
福島町政務活動費の交付に関する条例の一

部改正について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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議 員 名 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

発委8 
議会議員の歳費及び費用弁償等に関する条

例の一部改正について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

発委9 

脳しんとう等、軽度外傷性脳損傷の周知と

予防、相談窓口の設置などを求める意見書

の提出について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

発委

10 

介護報酬の再改定を求める意見書の提出に

ついて 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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（２）定例に再開する以外の本会議 

 

① 4 月会議（H27.4.7 1 日 参画者 5 名） 

 審議した議案は 1 件で、原案のとおり可決しました。議案への討議及び討論はありませ

んでした。 

ア 議会運営委員会の反省事項 

４月会議の反省事項として、町への通知を次のとおりとしました。 

○町の公共施設建物に係る設計書類等の保存管理について 

熊野議員からの旧吉岡小学校に係る設計書類等の保存管理の質問において、担当課（学

校教育課）がすぐに答弁しないことは疑問があります。 

公共施設建物を維持管理していくうえで設計書類等は非常に重要なものであり、今後、

書類が紛失しないように十分に注意していただきたい。 

また、その他の公共施設建物に係る設計書類等の保存状況はどのようになっているのか

確認し、後日議会に示していただきたい。 

イ 審議した議案等 

 

 

 

 

 

 

② 4 月第 2 回会議（H27.4.23 1 日 参画者 1 名） 

審議した議案は、町長提案の議案 6 件、報告事項 1 件、人事案件１件の合計 8 件を審議

し、全て原案のとおり可決しました。各議案に対する討議・討論はありませんでした。 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

イ 審議した議案等 

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

平
沼
昌
平 

加
藤
雅
行 

佐
藤
孝
男 

滝
川
明
子 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

藤
山 

大 

川
村
明
雄 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

報告1 専決処分した事件の報告について ※報告事項の採決はありません。 報告済み 

2 町税条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

3 福島町国民健康保険条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

4 福島町介護保険条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

5 福島町農林水産業担い手支援条例一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

6 福島町一般会計補正予算（第 3 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

7 福島町介護保険特別会計補正予算(第 1 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

同意1 固定資産評価審査委員会委員の選任について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案同意 

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

平
沼
昌
平 

加
藤
雅
行 

佐
藤
孝
男 

滝
川
明
子 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

藤
山 

大 

川
村
明
雄 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

1 平成２７年度福島町一般会計補正予算（第 2 号） ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × 原案可決 
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③ 5 月会議（H27.5.29 1 日 参画者 2 名） 

審議した議案は、町長提案の 2 件を審議し、全て原案のとおり可決しました。各議案へ

の討議及び討論はありませんでした。 

 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

イ 審議した議案等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 8 月会議（H27.8.3 1 日 参画者 15 名） 

審議した議案は、議会提案の 1 件で、採決状況は次のとおりです。議案への討議はあり

ませんでしたが、反対討論が行われました。 

 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

 

イ 審議した議案等 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 9 月会議（H27.9.1 1 日 参画者 5 名） 

改選後の初議会で、新しい議会構成を決めました。 

議会基本条例の規定に基づき、正副議長選挙の前に、それぞれを志す議員の所信表明が

行われました。 

議長の選挙、副議長の選挙、議席の指定、常任委員の選任、議会運営委員の選任、渡島西

部広域事務組合議員の選挙、渡島廃棄物処理広域連合議会議員の選挙（共に指名推選）が行

われました。 

続いて、町長提案の議案 1 件を審議し、原案のとおり可決しました。議案への討議及び

討論はありませんでした。 

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

平
沼
昌
平 

加
藤
雅
行 

佐
藤
孝
男 

滝
川
明
子 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

藤
山 

大 

川
村
明
雄 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

8 
吉岡総合センター建設工事の内建築主体工事請負契
約の締結について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

9 
福島町総合体育館耐震化等改修工事請負契約の締結
について 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

 

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

平
沼
昌
平 

加
藤
雅
行 

佐
藤
孝
男 

滝
川
明
子 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

藤
山 

大 

川
村
明
雄 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

溝
部
幸
基 

審
査
結
果 

発議1 佐藤卓也町長の不信任決議について 
○ ○ ○ × 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

※不信任議決は特別多数議決のため、議長も採決に加わります。 
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ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

 

イ 審議した議案等 

 

⑥ 10 月会議（H27.10.5 1 日 参画者 6 名） 

10 月 5 日に就任した鳴海町長が、福島町まちづくり基本条例第 15 条の規定に基づき、宣

誓を行いました。 

 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

 

イ 審議した議案等 

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

宣誓1 町長の宣誓について ※採決はありません 宣 誓 済 

 

⑦ 10 月第 2 回会議（H27.10.21 1 日 参画者 7 名） 

審議した議案は同意 3 件を審議し、全て原案に同意しました。各議案への討議及び討論

は行われませんでした。また、髙木副町長が、福島町まちづくり基本条例第 15 条の規定に

基づき、宣誓を行いました。 

 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

 

イ 審議した議案等 

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

同意2 副町長の選任について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案同意 

同意3 監査委員の同意について × ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 原案同意 

同意4 教育委員会委員の任命について ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 原案同意 

宣誓2 副町長の宣誓について ※採決はありません 宣 誓 済 

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 
勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

15 平成 27 年度福島町一般会計補正予算（第 5 号） ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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⑧ 11 月会議（H27.11.16 1 日 参画者 2 名） 

審議した議案は、町長提案の 2 件を審議し、全て原案のとおり可決しました。各議案へ

の討議及び討論はありませんでした。 

 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

 

イ 審議した議案等 

議
案
番
号 

議 員 名 
 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

30 福島町職員定数条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

31 平成 27 年度福島町一般会計補正予算（第 8 号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

 

⑨ 1 月会議（H28.1.21 1 日 参画者 1 名） 

審議した議案は、町長提案の 2 件と議会提出の議案 1 件の合計 3 件を審議し、全て原案

のとおり可決しました。 

各議案に対する討議・討論はありませんでした。 

 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

 

イ 審議した議案等 

議
案
番
号 

議 員 名 

 
議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

45 平成２７年度国民健康保険特別会計補正予算（第２号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

46 財産の取得について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

発委6 福島町議会基本条例の一部改正について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

 

⑩ 2 月会議（H28.2.23 1 日 参画者 2 名） 

審議した議案は、町長提案の 9 件を審議し、全て原案のとおり可決しました。各議案に

対する討議・討論はありませんでした。 

 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

 

イ 審議した議案等 
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⑪ 3 月会議（H28.3.3 1 日 参画者 1 名） 

審議した議案は、町長提案の 2 件を審議し、全て原案のとおり可決しました。各議案に

対する討議・討論はありませんでした。 

 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

 

イ 審議した議案等 

 

⑫ 3 月第 3 回会議（H28.3.30 1 日 参画者 1 名） 

審議した議案は、町長提案の 4 件を審議し、全て原案のとおり可決しました。各議案に

対する討議・討論はありませんでした。 

 

ア 議会運営委員会の反省事項 

・特になし 

 

議
案
番
号 

議 員 名 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

47 
福島町吉岡総合センター条例の制定につい

て 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

48 
福島町吉岡支所の移転に伴う関係条例の整

理について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

49 
職員の給与に関する条例等の一部改正につ

いて 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

50 第５次福島町総合計画の策定について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

51 
福島町人口ビジョン・総合戦略の策定につい

て 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

52 
第２次福島町まちづくり行財政推進プラン

の策定について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

53 
平成２７年度福島町一般会計補正予算 

（第１０号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

54 
平成２７年度福島町介護保険特別会計補正

予算（第５号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

55 
平成２７年度福島町水道事業会計補正予算

（第３号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

議
案
番
号 

議 員 名 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

56 
特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正について 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

57 
平成 27 年度福島町一般会計補正予算 

（第 11 号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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イ 審議した議案等 

 

  

議
案
番
号 

議 員 名 

議 案 名 

杉
村
志
朗 

滝
川
明
子 

川
村
明
雄 

花
田 

勇 

木
村 

隆 

平
沼
昌
平 

佐
藤
孝
男 

熊
野
茂
夫 

平
野
隆
雄 

審
査
結
果 

84 
職員の給与に関する条例の一部改正につい

て 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

85 積立金の処分の議決変更について ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

86 
平成 27 年度福島町一般会計補正予算 

（第 13 号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

87 
平成 28 年度福島町一般会計補正予算 

（第 1 号） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
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２．常任委員会等の活動 

（１）総務教育常任委員会 

 

１ 町内埋蔵文化財等の活用方法等について（H27.5.21） 

●調査内容 

本調査は、これまでの埋蔵文化財の発掘調査における出土品の状況及び特徴を確認し、

平成２８年度末返還予定となっている館崎遺跡出土品の展示、活用、保管計画等を調査し

たものです。 

 

●調査の論点と意見 

（１）保管計画について 

① 旧白符小学校は鉄骨ブロック造のため、火災に対する十分な配慮が必要と考えます。

従って、復元土器の保管箇所としては、火災時の延焼リスクが少ない図書室及び食堂が

望ましいと考えます。また、説明内容から、当該施設が保管、展示の拠点になると考え

られるので、管理体制をきちんと整えることが必要と考えます。 

② 吉岡漁村環境改善総合センターの利用は、吉岡総合センターに関連するこれまでの議

会及び吉岡地区説明会での「人命に危険」等の説明から、職員等の常駐はないにして

も、当然、人の出入り（利用）はあるので、そのまま利用することに疑義があります。

福島町生活改善センターの方が利用には適していると考えるので、再検討していただき

たい。 

 

（２）展示・活用計画について 

① 青函トンネル記念館での展示方法や見学のあり方については、有効に活用されるよう

現場と十分に協議し進めていただきたい。 

② 出土品は貴重な町の財産です。学術的な展示・活用に加えて交流人口の増加に繋げる

有効な施策も検討していただきたい。 

 

（３）総括的事項 

① 施設の展示・保存に関する利用計画については、第５次福島町総合計画及び福島町公

共施設維持保全計画との整合性をきちんと整理し説明していただきたい。 

② 施設の活用に関し、財産管理（条例改正・財産区分）の考え方をきちんと示していた

だきたい。 

③ 補助事業により取得した施設の利用については、補助金等に係る予算の適正化に関す

る法律との関係を整理のうえ示していただきたい。 

④ 保存・展示に向けた専門職(学芸員)の確保及びサポートする人的体制の充実を検討し

ていただきたい。 
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⑤ 館崎遺跡については、世界遺産登録の可能性を視野に、人材育成・雇用対策も兼ねて

町単独の周辺発掘調査事業として、地方総合戦略等で展開することも検討していただきた

い。 

⑥ 保管計画案では仮保管庫の位置づけの施設もあり、復元土器も分散保管となることか

ら古民具等も含めた郷土資料館的な施設整備を視野に入れて検討していただきたい。 

 

（４）総括意見 

 本調査において、当町のこれまでの埋蔵文化財包蔵地における発掘調査の実績と出土品

の特徴等を確認することができました。この中で、特に平成２１年から平成２３年に発掘

調査が行われた館崎遺跡の出土品はその量、復元状況と特徴において、これまでのものと

比べ相当に貴重なものであると認識しました。このような中で、教育委員会にあっては、

館崎遺跡の保管・展示の施設利用について、当初は旧吉岡小学校体育館とし、その後吉岡

総合センターに、最終的には公共施設維持保全計画において旧浦和小学校校舎・体育館及

び旧白符小学校校舎にと方針を変更してきました。発掘調査後の北海道埋蔵文化財センタ

ーにおける出土品の整理・復元作業等を通じてきちんと情報共有していれば、前述したよ

うな施設利用方針にはなり得なかったと考えます。この間、議会においても、旧吉岡小学

校周辺公共施設跡地利用計画に関する調査特別委員会、公共施設維持保全計画に関する調

査特別委員会及び本委員会の所管事務調査（町内施設等の視察）を行っていますが、教育

委員会及び町から館崎遺跡の出土品を含めた重要性についての説明が一切なく、的確な議

論ができなかったことは本当に残念です。教育委員会及び町は、このことを反省し論点整

理した１０項目について、精査のうえ検討していただき、当町の貴重な埋蔵文化財の展

示・活用・保管が効果的に進められることを期待します。 

 

 

２  道立福島商業高等学校の存続対策について（H27.6.16） 

●調査目的 

本調査は、これまでの福島商業高等学校入学者の推移、現時点における児童・生徒数の

状況、現在の高校存続対策等を確認し、今後の存続対策等を調査したものです。 

 

●調査の論点と意見 

（１） 短期的な視点での取り組みについて 

① 現在の高校存続対策等について 

ア．現在の公務員試験受験対策講座及び看護医療系学校受験対策講座の取り組み内容を

検証し、当該制度の継続も含め、生徒が魅力を感じ、成果の上がる対策に繋がるよう

に、高校（現場）と十分に協議のうえ、進めていただきたい。 

② 今後の対策等について 

ア．存続検討委員会の意見にある町外からの入学者の増加を図るため周知チラシ配付の

範囲を広げることに関連し、町外入学者の状況（入学動機・通学状況）を高校からの
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情報提供ではなく、教育委員会としても積極的に情報収集を行い、今後の町外入学者

の増加に向けた対策充実に努めていただきたい。 

イ．以前から提言している、「横綱の里づくり」をコンセプトとした部活動としての

「相撲部」の実現に向けて、本腰を入れて取り組んでいただきたい。このことが、町

外からの入学者の増加に大きく期待できると考えます。 

ウ．北海道教育委員会等への陳情を本年７月２日に予定しているので、福島町の実情を

訴えた中で、要望内容が実現されることを強く切望します。 

エ．上記ウの要望書では、北海道総合教育会議の最重要案件として「新たな高校教育に関

する指針」の見直しを採りあげていただくことや、高校が廃校等になれば、地域の創生

にも負の影響が大となることは必定と訴えています。この二つの考え方は、当然のこ

とながら、当町が学校所在自治体として北海道よりも真剣に取り組んでいかなければ

ならないことは明らかであると考えます。しかしながら、今回の資料には、これらの

ことに対する考え方が、全く示されていないことは、残念でなりません。児童生徒の

在籍数の状況からも入学生の定数確保は非常に厳しく、危機感を持って臨まなければ

なりません。少なくとも、町総合教育会議で最重要課題と位置付け、福島町の総合戦

略として町の取り組み姿勢の大きな方向性を示すべきと考えます。早い時期に、それ

ぞれの協議の場において、高校の存続問題を重要テーマとした活発な議論の下、さら

に効果的な対策を展開していただきたい。 

 

（２）中期的な視点での取り組みについて 

① 高校の町立化について 

ア．今後の児童及び生徒数の状況では、上記（１）②ウの要望により、再編対象人数２

０人から１５人に改められたとしても、６年後の平成３３年度からは、地元中学卒業

生だけでは、１５人を確保することが厳しい状況にあることが資料で示されていま

す。同様に、存続検討委員会においても、町立化の意見があったことが報告されてい

ます。地元に高校がなくなったときの保護者・生徒の経済的な負担増、町内人口の流

失に繋がる危惧、教員及び家族の転出による町税と地元消費の減少など、その影響は

非常に大きなものがあります。今回の資料では、町立高校の事例として、二間口・普

通科では、収入から費用を差し引き９，７００万円の赤字としています。しかし、本

委員会としては前述したような影響も含め、地元から絶対に高校をなくしてはならな

いとの決意を町民に明らかにし、必要な検討資料を早めに整理のうえ、議会と町民に

示すことが非常に重要であると考えます。 

② 高校の定時制について 

ア．高校存続対策の一つとして、昼間定時制の転換を検討するための資料を示していた

だきたい。 

 

（３）総括意見 

 高校の存続対策については、本資料にもあるように、議会としても強い危機感を持ち町

に提言も行いながら、平成２４年度から各種支援対策を進めています。これらの対策の効
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果もあり、平成２４年度以降は、現在まで入学者２０人以上の確保に結びついていると考

えます。しかしながら、上記（２）①に記述しているように、少子化の影響は大きく、今

後において支援対策を充実・強化しても入学者を２０人ないし１５人を確保することは、

非常に困難と判断せざるを得ません。 

 以上から、将来とも福島町に高校を存続するという強い決意を明らかにし、上記論点で

整理した「短期的な視点」と「中期的な視点」を多面的に精査していただき、町民、保護

者と協働し大きな力となる運動を展開し、将来を担う子供たちが地元で安心して高等教育

を受けることができる教育環境の整備に向けて取り組む施策を示していただくことを強く

期待します。 

 

 

３ 所管関係施設・事業等の町内視察について（H27.10.29） 

●調査目的 

本委員会が所管する関係施設・事業等の課題や問題点を把握するための町内視察を実施

しました。午前中に、原石処分地、総合体育館改修事業、パークゴルフ場改修事業、情報

系サーバー・業務用パソコン更新事業を視察調査したものです。 

 

●論点とした調査項目 

（１）財産処分（原石売払い）について 

  現在、吉岡砕石工業（株）と契約している物品（原石）売払契約については、平成１

２年４月１日から平成３２年３月３１日までの２０年間とし、この間これまでに２回の

変更契約をしてきたところであり、現契約に基づく採取可能な原石数量（残数）は１８

０，９３７㎥となっています。 

  当該事業者は、現契約とは別に将来的な原石採取計画を検討しており、新たな原石採

取と今後の作業工程等を検討するための試掘調査を実施しています。試掘調査の結果

は、現在の残置森林帯の一部を松前町側に移動し、残置森林帯からの採取を計画する内

容で、松前町側の土地所有者である北海道（渡島総合振興局西部森林室）とすでに協議

が整っているとの内容です。 

  町においては、さらに当該事業者としっかり協議したうえで、今後の原石採取計画に

ついて詳細な説明をしていただきたい。 

 

（２）情報系サーバー・業務用パソコン更新事業について 

  現在の情報系サーバー及び業務用パソコンの多くは平成２１年度に導入されたもので

あり、それぞれ耐用年数が経過し不具合が生じる時期を迎えています。これまで幸いに

して大きなトラブル等もなく運用してきたところですが、機器の更新に当たっては、業

務に支障が生じることのないよう、慎重に進めていただきたい。 

 

（３）各種大会参加費用助成金について 
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  今回示された資料によると、町が補助金を支出している団体（福島町中学校体育連盟）

から大会参加に係る３割負担分を当該団体が負担しているというケースが見受けられ、

町が実質１０割補助していると思われる支出のあり方について疑問に思う点があります。 

  ３割負担部分については、今後、これから第５次福島町総合計画の修正策定作業を議

論していく中で、家族に負担のかからない方向でサポートし、人材育成の中で対応した

いとのことであるが、一定の方向性が見えた段階で説明していただきたい。 

 

（４）総合体育館の備品について 

今回の総合体育館耐震等改修工事に伴い、体育館が新しくなると思っている町民もいる

ため、業者に協議し、出来る限り、内装や玄関タイル等の補修を行うとの説明であった 

たが、これまで総合体育館に備え付けの備品関係（ロビーに設置のソファーやテーブルな 

たが、ど）も併せてリニューアルに向けた取り組みを期待します。 

（５）総括意見 

公共事業は地元業者を育てる視点もあります。町の経済を考えてのＪＶも理解するが、

今のような形でのＪＶが良いのか、業者のランク付けを含め再考する時期に来ていると考

えます。 

また、論点とした事項の中にも、第５次福島町総合計画に密接に関係する事業もあるこ

とから、本委員会の意見を十分に精査のうえ、関係者・地域住民とも協議しながら第５次

福島町総合計画の策定を進めていただきたい。 

 

 

４ 行政評価（事務事業評価について）（H26.10.29） 

●調査目的 

町では、まちづくり基本条例第２０条第２項の規定に基づき行政活動を点検し、改善

を図るため、平成２６年度一般会計決算による行政評価（事務事業評価）を実施し、議会

基本条例第１０条第２項の規定による決算説明資料として議会に提出しています。議会の

チェック機能の強化と併せて翌年度の予算へ反映させることを目的に、それぞれの事務事

業について議会としての評価を実施したものです。 

 

●評価方法 

 議会による行政評価（事務事業評価）要綱に基づき、全議員が各事務事業の内容を総合的

に判断した４段階評価を行い、「議会の最終評価」と総合的な説明を加えて「議会評価」と

しています。 

 なお、平成２６年度までの評価方法は、全議員が行政と同様の評価シートにより点数化

し、全議員の評価点数を平均化し、評価表に基づき行政と同様にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階に

より決定していましたが、昨年度の両常任委員会において評価方法の見直しを検討し、平成

２７年度からは評価点数ではなく、行政で評価した内容と議員が認識している評価対象事業

の内容を総合的に判断し、「◎」十分評価できる、「○」概ね評価できる、「△」やや不

足、「▲」不足の４段階評価としたものです。 
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●評価結果 

評価した８件のうち、議会の最終評価及び説明は、下表のとおりです。 

 

◆平成２７年度 議会による行政評価（事務事業）結果表 

 

事務事業名 

町の評価内容 議会の評価 

必要性 

＋ 
有効性 

達成度 

＋ 
効果性 

項目別 

点 数 
評 価 

一次 

評価 

二次 

評価 

最終 

評価 
評価 説    明 

№１ 

町民運動対策費 
６ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

青少年問題について全町的に認

識できるような講演会等の事業

も必要でないか。 

№２ 

生活館等管理費 
６ ３ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

公共施設維持保全計画の基本方

針に基づき、町内会と充分協議

した中で、しっかり方向性を決

め、町民に示すことが必要で

す。 

№３ 

災害対策費 
６ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ◎ 

戸別受信機の使用状況とメンテ

ナンスの継続が必要です。 

№22 

私立学校振興費 
５ ３ Ａ Ａ Ａ Ａ ◎ 

幼児教育の充実が図られてい

る。 

№23 

成人教育費 
７ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

異世代間の交流が図られている

が、引き続き町民ニーズの把握

をし、リーダーの養成をきちん

とすることが必要です。 

№24 

青年教育費 
５ ３ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

青年が交流できるような事業を

把握し、各団体青年部との話し

合いの場を設けるなど、新たな

事業展開が必要ではないか。 

№25 

少年教育費 
５ ３ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

子どもは地域の宝であり、現在

の事業に住民が参画する体制づ

くりを検討する必要がある。 

№26 

町民プール運営費 
６ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

管理・運営は良くなった。学校

教育での活用を検討すべきであ

る。無料化については、方向性

をきちんと示すべきである。 

 

 

５ その他所管に関する事項について（H28.2.24） 

（平成２８年度予算に関連した条例制定及び条例の一部改正等について） 

 

●調査目的 

本調査は、平成２８年度予算が第５次福島町総合計画の初年度となる予算であり、鳴

海町長が就任されての本格予算編成となることから、平成２８年度の予算編成において、

新年度予算に関連した条例の制定及び条例の一部改正等が必要な条例等についての内容等

を調査したものです。 
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●調査の論点と意見 

（１）行政不服審査法の改正に伴う条例制定等について 

 行政不服審査法等の法改正が平成２８年４月１日に施行されることに伴い、関連する新

規２条例及び一部改正６条例についての条例制定及び一部改正に関しては、特に問題はな

いと考えます。 

 なお、福島町行政不服審査会条例（案）の運用にあたって、第３条における審査会委員

の委嘱については、条文の規定に、「法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうち

から町長が委嘱する。」とあり、町内での法務従事者や官公庁退職者等の委嘱を行うこと

も予想されるが、その専門性に鑑み、渡島町村会等へ依頼し、町外からの優れた識見を有

する者の委嘱の検討も必要と考えます。 

また、事件ごとに審査会を設置し、その都度、委員の委嘱を行うとのことであるが、予

め想定される事件ごとに委嘱者の選定を行っておくなどの措置が必要であると考えます。 

 

（２） 旅費日当の改正について 

 旅費日当については、従前の財政健全化計画等に基づき近隣三町に比べ低く抑えてきた

が、管内の状況を勘案し、町外旅費日当を１千円から２千円に引き上げる改正は、妥当で

あると考えます。 

 

（３）機構の再編について 

 平成１７年度に従来の課・係制からグループ制へ大幅な見直しを行い、人口減少を踏ま

えながらその都度、機構の見直しを行ってきたが、今般の機構再編は、グループ制を廃止

し、課・係制への移行等、行政のスリム化や事務処理の迅速な対応ができる体制を構築す

る基本的な考え方のもとに、行うものであり、内容については、概ね了承します。 

 

①臨時職員の配置状況について 

 臨時職員の雇用については、知内町で行われている準職員への処遇改善や、雇用期間の

限度を定めての公募による採用等、より良い組織体制を構築されたい。 

 

②機構再編以外での具体的な方策について 

 今回の機構再編に伴う、基本的な考え方である行政コストの削減、行政のスリム化、高度

化・多様化する行政ニーズに対応する事務処理に迅速な対応ができる体制の構築のために

示された機構再編以外での具体的な方策についての委員会意見は、次のとおりです。 

 

ア．職員研修の充実 

 職員一人ひとりの能力向上を図るため、職階・職種別の研修のほか、北海道との派遣

交流等を実施するとのことであるが、近年、町外からの新規採用者が多くなっており、

体験に勝る学習はないことから、町に慣れ親しむための町民とのコミュニケーションの

取り方などの研修や関係団体の若手職員との交流、友好市町との職員交流など、職員研

修の更なる充実を図られたい。 
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 イ．人事評価の実施について 

  平成２８年度から人事評価制度が導入・実施されることから関係団体と協議を進め、

適正な運用を図るとのことであるが、人事評価制度の趣旨に鑑み、勤勉手当等へ反映さ

れるための対応を早急に整えていただきたい。 

 

（４） 定員管理適正化計画の見直しについて 

 第４次福島町職員定員適正化計画の見直しについては、新たな執行体制による機構再

編、退職予定者全員の再任用を基本とすることや、人口減少が続く中での職員の削減方針

は理解します。 

なお、専門的な技術職の職員については、広く募集を行うなど関係機関と連携し、早め

の確保を図られたい。 

 

（５） 再任用職員の給料表について 

 特に意見なし 

 

 

（２）経済福祉常任委員会 

１ 所管関係施設・事業等の町内視察について（H27.10.30） 

●調査目的 

本委員会が所管する関係施設・事業等の課題や問題点を把握するための町内視察を実施

しました。午前中に、多面的機能支払交付金事業、三岳団地遊具設置事業、林業専用道月

崎線開設事業、町道吉野館崎線整備事業、吉岡総合センター整備事業、町道平和橋１号線

整備事業、橋梁長寿命化事業、鏡山公園整備事業を視察調査したものです。 

 

●調査の論点と意見 

１．農林課農林グループ 

（１）多面的機能支払交付金事業について 

  多面的機能支払交付金制度を活用しての公共施設である水路、農道等の維持補修等を

行うことは、町の維持補修費の削減につながるため、今後も国庫交付金制度を大いに活

用すべきと思います。 

  なお、制度内容の説明が不足していたので、事業の対象が個人所有の農用地畔等の草

刈りや水路の泥上げ等まで対象となるのか、組織の経営内容、組織の構成員が作業員と

なった場合の日当の支払いなどは、どのようになっているのか、詳細な制度の内容を明

示していただきたい。 

（２）林業専用道月崎線開設事業について 

  提出された資料の図面等が見づらく、分かりづらいので工夫を願いたい。 
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今後の資料作成に当たっては、事業場所や事業の目的、理由等を簡潔明瞭に記載願い

たい。 

（３）地域おこし協力隊事業（農林部門）について 

  地域おこし協力隊の制度は、定住対策の一環であり、雇用期間終了後も営農により定

住していくための研修や対策を進めていただきたい。 

 

２．水産商工課商工観光グループ 

（１）鏡山公園整備事業について 

  土俵周りの絨毯が破損しているので、今回の工事に合わせて改修の検討をしていただ

きたい。 

（２）地域おこし協力隊事業（観光部門）について 

  観光部門の協力隊については、平成２７年１０月から NPO 法人の設立に向けた取り組

みを進めるとのことであるが、議会においてもこれまで NPO 法人の必要性を説き、その

設立に向けた行政の支援を行うよう提言しています。難しい課題であるが、協力隊を中

心に NPO 法人の設立に向け鋭意作業を進めていただきたい。  

 

３．建設課建設水道グループ（建設） 

（１）三岳団地遊具設置事業について 

  特になし 

（２）町道吉野館崎線整備事業について 

  高齢化が進む中で、町民自らが側溝等の清掃を行うことが難しくなっている状況か

ら、計画的に整備後の側溝等の清掃を実施していただきたい。 

（３）町道平和橋１号線整備事業について 

  特になし 

（４）橋梁長寿命化事業について 

  特になし 

 

４．住民生活課支所グループ 

（１）吉岡総合センター整備事業について 

  吉岡総合センターの利活用については、未だに具体的なソフト展開が示されておらず

憂慮致します。施設を有効活用するためには横断的な関係課の協議が必要だと思います

し、吉岡総合センターを吉岡地区だけの施設としないためにも、全町的に利活用される

よう町内会や各種サークル等と協議・検討を早急に進めていただきたい。いずれにして

も、町民の自主的な展開が肝要であり、第５次福島町総合計画の修正策定作業で取り組

んでいただきたい。 

また、説明の中で、NPO 法人や社会福祉協議会の事務所としての利用、人材育成の拠

点施設としての利用を検討しているとのことでしたが、吉岡総合センターが吉岡地区の

拠点施設として全町民に有効に利活用されるよう期待します。 
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５．保健福祉課保健福祉グループ 

（１）吉岡温泉ゆとらぎ館の運営等について 

吉岡温泉の雨漏りについては、何度も専門業者による調査を行い修繕しているが、未

だ雨漏りが解消されていない。 

  一案として、地元建築業者においても後継者が育ってきている状況から、地元業者の

後継者にチャンスを与える意味においても、雨漏りの原因調査を依頼しては如何か。 

  吉岡健康保養センターの改修、新築の方向性については、結論を出す時期に来ている

と思うので、第５次総合計画の修正策定作業において維持管理経費などを比較検討し、

方向性を示していただきたい。 

 

６.全般意見 

公共事業は地元業者を育てる視点もあります。町の経済を考えてのＪＶも理解するが、

今のような形でのＪＶが良いのか、業者のランク付けも含め再考する時期に来ていると考

えます。 

なお、提出された資料（特に図面）においては、誰が見ても場所や事業の目的等がわか

るよう資料に書き込む形で調整していただきたい。 

また、論点とした事項の中にも、第５次福島町総合計画に密接に関係する事業もあるこ

とから、本委員会の意見を十分に精査のうえ、関係者・地域住民とも協議しながら精力的

に計画の策定を進めていただきたい。 

 

 

２ 行政評価（事務事業評価について）（H27.10.30） 

●調査目的 

町では、まちづくり基本条例第２０条第２項の規定に基づき行政活動を点検し、改善

を図るため、平成２６年度一般会計決算による行政評価（事務事業評価）を実施し、議会

基本条例第１０条第２項の規定による決算説明資料として議会に提出しています。議会の

チェック機能の強化と併せて翌年度の予算へ反映させることを目的に、それぞれの事務事

業について議会としての評価を実施したものです。 

 

●評価方法 

 議会による行政評価（事務事業評価）要綱に基づき、全議員が各事務事業の内容を総合的

に判断した４段階評価を行い、「議会の最終評価」と総合的な説明を加えて「議会評価」と

しています。 

 なお、平成２６年度までの評価方法は、全議員が行政と同様の評価シートにより点数化

し、全議員の評価点数を平均化して、評価表に基づき行政と同様にＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄの４段階

により決定していましたが、昨年度の両常任委員会において評価方法の見直しを検討し、平

成２７年度からは評価点数ではなく、行政で評価した内容と議員が認識している評価対象事
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業の内容を総合的に判断し、「◎」十分評価できる、「○」概ね評価できる、「△」やや不

足、「▲」不足の４段階評価としたものです。 

 

●評価結果 

評価した１８件のうち、議会の最終評価及び説明は、下表のとおりです。 

 

◆平成２７年度 議会による行政評価（事務事業）結果表 

 

事務事業名 

町の評価内容 議会の評価 

必要性 
＋ 

有効性 

達成度 
＋ 

効果性 

項目別 
点 数 
評 価 

一次 

評価 

二次 

評価 

最終 

評価 
評価 説    明 

№４ 

社会福祉費 
７ ４ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

引き続き高齢者や低所得者の生活安定

と社会福祉業務全般について適切に執

行願いたい。 

№５ 

戦没者追悼式事業費 
５ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

遺族会とも協議のうえ、戦争のない平

和への誓いを全町的に行う行事として

新たな展開の検討が必要です。 

№６ 

社会福祉総務費 
６ ３ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

社会福祉業務全般について適切に執行

願いたい。 

№７ 

安心生活創造事業費 
８ ４ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

見守り台帳登録者をさらに増やすよう

努力願いたい。 

№８ 

介護予防・生活支援事

業費 
７ ３ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

高齢者が増えたことから引き続き利用

者サービスの充実に向けた検討が必要

です。 

№９ 

予防費 
７ ３ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

特定検診の重要性を町民に周知すると

ともに、引き続き受診率アップに向け

た検討が必要です。 

№10 

子宮頸がん等ワクチン

接種事業費 
７ １ Ｂ Ａ Ａ Ａ ○ 

リスクを丁寧に説明したうえで、慎重

に対応されたい。 

№11 

老人保健費 
７ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

リハビリ環境を充実するための検討が

必要です。 

№12 

女性特有のがん検診推

進事業費 
７ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ◎ 

更なる受診率の向上に期待します。 

№13 

農業施設維持管理費 
５ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

現状をきちんと確認したうえで、適切

な維持管理に努めていただきたい。 

№14 

民有林振興事業費 
５ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ △ 

森林組合の経営状態に不安要素があ

り、森林整備の抜本的な検討が必要で

す。 

№15 

漁港管理費 
５ ３ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

漁業者が安心して利用できるよう維持

管理に努めていただきたい。 

№16 

労働諸費 
９ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

福島町職業援護相談所のあり方を含め

て抜本的な事業の見直しが必要です。 

№17 

商工振興費 
７ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

プレミアム付商品券発行事業について

の検証を示していただきたい。また、

商工会経営改善普及事業の更なる推進

に期待します。 

№18 

地場産業開発研究事業

費 
６ １ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ △ 

活動内容（実績）が見えにくいので効

果的な活動の展開に期待します。 

№19 ７ ２ Ａ Ａ Ａ Ａ △ 
情報発信が不足している。イベントも

含めて積極的な施設の利活用を考え、
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青函トンネル記念館管

理運営費 

斬新的な集客体制の整備に期待しま

す。 

№20 

道路維持費 
７ ４ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

最低補償制度（除排雪）の再検討と町

民の除雪体制に対する協力意識の醸成

が必要です。 

№21 

住宅管理費 
５ ３ Ａ Ａ Ａ Ａ ○ 

今後とも適切な管理運営に努められた

い。 

 

３ 企業振興条例の実施状況等について（H27.11.16） 

●調査目的 

本委員会は、平成 26 年 4 月 1 日に施行された企業振興条例に基づく補助金の交付状況

及び補助対象事例の確認等を調査したものです。 

また、当該条例は、平成 29 年 3 月 31 日限りで、その効力を失うことから条例の施行期

限後の町の対応等について、その考え方を確認したものです。 

 

●調査の論点と意見 

（１）助成金の交付状況について 

 企業振興条例の制定にあたっては、各年度１億円の助成金の財源を見込み、町内事業者

の設備投資、雇用促進及び町内経済の活性化を目的としていましたが、助成金の交付執行

状況は、３割程度に留まっています。 

 時限立法としての本条例が失効する平成 28 年度までの約１年半において、農業部門等

への新規投資の喚起や業種毎の設備投資等の内容を精査、検証し、企業振興条例による町

内業者の更なる振興と町内経済の活性化に努力されることを期待します。 

 

（２）条例、規則の一部改正について 

 助成金の返還事例（２事業者）についての町の説明は、いずれも自主返納であり、条例

第１０条による違約加算金は、徴収しないとのことでしたが、条例第９条（助成の取消

等）、第１０条（違約加算金）の条文の解釈からして疑義が残ります。 

条文に不備があり、様々な事例に対応するため、町長の裁量により決定できるよう条文

を整理し、早急に条例、規則を改正すべきことを指摘しておきます。 

また、条例施行から約 1 年 6 ヵ月が経過し、車両等を目的以外に使用し、自主返納され

た事例も発生していることから、町では、目的外使用を防止する手段として、事業用乗用

車に「福島町企業振興条例助成事業」の表示を義務付けるとのことですが、町広報誌等に

より、助成金の交付内容、金額等を掲載し、広く町民に周知することも必要であると思い

ます。 

 

【総括意見】 

 企業振興条例は、地元中小企業の振興により、地域経済の発展及び雇用の場の確保・拡

大を図ることを目的とし、施行後約 1 年半が経過しました。 

これまでの投資実績は、約 2 億 2,600 万円、助成額では 6,677 万 1 千円となっており、

平成 27 年 9 月 30 日現在で 38 件の利用がありました。 
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しかし、そのうち助成上限額 300 万円以上（投資額 900 万円以上）は 7 件に留まってお

り、少額の投資額に対しても助成できるよう助成対象額の引き下げを求める旨の意見もあ

ります。 

 企業振興条例は、平成 29 年 3 月 31 日で失効しますが、今後、残された期間において 1

件でも多く利用され、地域経済の振興につながるよう制度内容を広報等で再度周知すべき

であると考えます。 

 また、町では、これまでの状況を踏まえ、当該条例の失効後の企業振興策については、

平成 28 年度中に各業種に合わせた支援の強弱を考えた制度設計を行い、平成 29 年度以降

に恒久的な条例を制定し、新たな施策において、地元企業を支援していくとの説明でし

た。 

現在は、地元企業に後継者として働く方も見受けられるようになっていますので、次の

世代を担う若者の声をまちづくりに反映させるため、町内で働く若者の意見を聴く機会を

設定していただきたいと思います。 

これからの福島町を担う若者にチャンスを与え、積極的にまちづくりへ参画してもらう

機会を設ける等、まちづくりへの参画意識を醸成し、現場で働く町民がより利用しやす

く、より大きな効果を生む制度となることを強く期待します。 

 

 

（３）特別委員会 

 

１ 第 5 次福島町総合計画の策定に関する調査特別委員会 

●開催日 

 ・H26 3/14・5/19・10/17・11/28・12/18・1/15・1/23・2/13・2/20・3/4 

 ・H27 5/1・5/15・5/22・6/5・6/12・6/19  延べ 16 回開催  

●調査目的 

 町は、「まちづくり基本条例」において、当該条例の目的及び目標に基づくまちづくり

の具現化に向けて総合計画の策定を規定し、町政運営を進めています。 

町政の基軸である現総合計画が平成２６年度で終了することから、その実行性を高める

などの必要性を重視して、平成２５年度に「福島町総合計画の策定と運営に関する条例」

を制定しています。町では当該条例に基づき、平成２７年度から始まる第５次福島町総合

計画策定（以下「５次計画」とする。）の業務を進めてきました。しかし、関連する各種

個別計画の遅れから総合計画との整合性を図ることが平成２６年度中には間に合わないと

町は判断し、策定期間を１年延長して平成２８年度を初年度とする期間に変更し策定作業

を進めています。議会としても、このような経緯等を踏まえ、議会基本条例の目的にある

「わかりやすく町民が参加する議会」、「しっかりと討議する議会」、「町民が実感でき

る政策を提言する議会」の実践として、本特別委員会を設置し、実質１５回にわたり調査

したものです。 
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●開催状況及び調査内容 

（１）第１回目 平成 26 年 3 月 14 日（金）開催 

正・副委員長の互選。 

（２）第２回目 平成 26 年 5 月 19 日（月）開催 

基本構想（案）等について、資料に基づき質疑及び意見交換を行いました。また、委 

員長に一任された論点整理の内容を行政側に手交しました。 

（３）第３回目 平成 26 年 10 月 17 日（金）開催 

５次計画策定の考え方、現在進めている手法、今後の進め方、パブリックコメントの考

え方、策定スケジュール等について、資料に基づき質疑及び意見交換を行いました。ま

た、委員長に一任された論点整理の内容を行政側に通知しました。 

（４）第４回目 平成 26 年 11 月 28 日（金）開催 

第３回会議の論点整理した内容に対する考え方と福島町公共施設維持保全計画及び第

６次福島町社会教育中期計画について、資料に基づき質疑及び意見交換を行いました。 

（５）第５回目 平成 26 年 12 月 18 日（木）開催 

第４回会議の論点整理した内容に対する考え方と福島町地域防災計画（改定版）につ

いて、資料に基づき質疑及び意見交換を行いました。また、委員長が整理した整理内容を

行政側に通知しました。 

（６）第６回目 平成 27 年１月 15 日（木）開催 

第５回会議の論点整理した内容に対する考え方について、資料に基づき質疑及び意見

交換を行いました。また、委員長が整理した整理内容を行政側に通知しました。 

（７）第７回目 平成 27 年１月 23 日（金）開催 

福島地域マリンビジョン計画、第４次定員管理適正化計画及び漁業振興施設建設に対

する補助について、資料に基づき質疑及び意見交換を行い、今後の開催日程を確認しま

した。また、委員長が整理した整理内容を行政側に通知しました。 

（８）第８回 平成 27 年 2 月 13 日（金）開催 

第４次福島町総合計画（以下「４次計画」とする。）の変更、福島町まちづくり行財政

プランの変更及び第７回会議で調査した第４次定員管理適正化計画の変更について、資

料に基づき質疑及び意見交換を行いました。また、委員長が整理した整理内容を行政側

に通知しました。 

（９）第９回 平成 27 年 2 月 20 日（金） 

福島町第２期地域福祉計画、子ども・子育て支援事業計画、福島町第４期障がい福祉

計画の決定について、資料に基づき質疑及び意見交換を行いました。また、委員長が整

理した整理内容を行政側に通知しました。 

（10）第 10 回 平成 27 年 3 月 4 日（水） 

  第４次福島町定員管理適正化計画、第４次福島町行政改革大綱、福島町森林整備計画

について、資料に基づき質疑及び意見交換を行いました。また、委員長に一任された論点

整理の内容を行政側に手交しました。 

（11）第 11 回 平成 27 年 5 月１日（金） 

本委員会の開催日程の見直しの確認、基本計画（案）第１章の途中まで、資料に基づき

質疑及び意見交換を行いました。また、委員長に一任された論点整理の内容を行政側に手

交しました。 
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（12）第 12 回 平成 27 年 5 月 15 日（金） 

  今後の５次計画の策定スケジュールの確認、５月１日開催に係る論点整理に対する対

処方針等及び基本計画（案）第２章の途中まで、資料に基づき質疑及び意見交換を行いま

した。また、委員長に一任された論点整理の内容を行政側に手交しました。 

（13）第 13 回 平成 27 年 5 月 22 日（金） 

  基本計画（案）の第４章まで、資料に基づき質疑及び意見交換を行いました。また、委  

員長が整理した内容を行政側に通知しました。 

（14）第 14 回 平成 27 年 6 月 5 日（金） 

  基本計画（案）第５章と第 11 回及び第 12 回会議に係る論点整理に対する対処方針等

並びに前期実施計画・展望計画（案）の途中まで、資料に基づき質疑及び意見交換を行い

ました。また、委員長に一任された論点整理の内容を行政側に手交しました。 

（15）第 15 回 平成 27 年 6 月 12 日（金） 

  第 14 回会議の前期実施計画・展望計画（案）の残りと第２次福島町行財政推進プラン

（案）について、資料に基づき質疑及び意見交換を行いました。また、委員長に一任された 

論点整理の内容を行政側に手交しました。 

（16）第 16 回 平成 27 年 6 月 19 日（金） 

  基本計画（案）の目標とする指標の数値及び設定の考え方、基本構想（案）及び基本計 

画（案）の修正版について、資料に基づき質疑及び意見交換を行い、調査を終了しまし

た。 

 

●調査の論点と意見 

（１）５次計画策定を１年間延長したことについて 

 １年間延長した大きな理由は、前文に記述していますが、一部の町民にあっては、何かし

ら議会の要因により延長したと誤解している節もあるので、今後の町民参画（町民説明会、

パブリックコメント）の機会において、行政として１年延長したことの理由を正確に説明

していただきたい。 

 

（２）基本構想（案）について 

 ４次計画のまちづくりテーマを「豊かな自然 たくましい産業 快適で心なごむ町 ふ

くしま」に設定し、サブテーマを「住民参加のまちづくり」、「共に育み、助け合うぬくも

りのあるまちづくり」と置き、構想達成のための重点目標を、①雇用を支える産業の活性化

と掘り起こし、②健康で快適に暮らせる環境の創出、③情報の共有と町を支え・育てる人づ

くりとしています。５次計画では、まちづくりテーマを「力を合わせ 新たな時代を築き 

次代につなぐ福島～継承・変革・創造」とし、５つの基本方向を設定しています。それぞれ

の時代に即してテーマを定めて、その達成に向けた目標を設定し進めることは理解します。

しかし、大事な点は、継続している町政運営においては、４次計画テーマの充実度、サブテ

ーマの浸透度、重点目標の達成度の検証及び分析内容を基本構想中に簡潔に記述し、この

ことを踏まえた中で５次計画の基本構想を策定したことを議会と町民が容易に理解できる

ように整理することが必要と考えます。 
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（３）基本計画（案）について 

 議会では、「議会基本条例」及び「総合計画の策定と運用に関する条例」に基づき、総合

計画の策定段階から積極的に関わることを重視しております。このため、４次計画の施策

体系ごとに現状を認識し、課題とすべき内容を、両常任委員会における討議を重ね、全員協

議会を得て、５次計画の目標や主要施策への反映を願い、議会の総意として平成２５年１

２月に提言書として町長に提出しました。具体的には、４次計画の４０小項目に対する８

３の課題項目を設定し、それぞれの解決に向けた方策等の考え方をまとめたものとなって

おります。加えて、平成２６年９月 1 日に実施した５次計画のパブリックコメントに付し

た「基本計画（案）」に対して、両常任委員会の所管事務調査として、①課題・施策で注意、

確認する内容、②議会提言の反映状況の確認、③目標の見える化（数値を目標とした項目の

提案）をまとめ委員会意見書として行政に提出しております。行政では、これらの内容を受

け５次計画の作業部会並びに策定委員会において十分に議論し基本計画（案）を整理し、ま

とめたことは理解します。折しも、昨年から国が重点政策として進めている「地方創生」に

関する地方版総合戦略の策定と５次計画策定時期が重なりましたが、行政は早い段階で福

島版総合戦略の策定については、５次計画の策定後に進める方針に決定しています。「地方

創生」は、将来に亘り福島町として存続していくために極めて重要な指針であると認識し

ています。町の最上位の計画である総合計画の策定に当たり、「地方創生」の理念と方向性

をきちんと踏まえた中で基本計画を整理し、まとめていくことが大切だと考えます。残念

ながら、今回示された基本計画（案）はこの視点に欠けていると認識しています。国では、

地方創生の推進に当たり、これまでの施策展開を検証した反省点の分析に基づき、人口減

少の克服と地方創生を確実に実現するため「まち・ひと・しごと創生」政策５原則を定めま

した。具体的には、①自立性、②将来性、③地域性、④直接性、⑤結果重視としています。

特に⑤結果重視の考え方は、効果検証の仕組みを伴わないバラマキ型の施策は採用せず、

明確なＰＤＣＡサイクルのもとに、短期・中期の具体的な数値目標を設定し、政策効果を客

観的な指標により検証し、必要な改善等を行うことにあるとしております。前述した議会

の「目標の見える化」は、まさしくこの考え方と同様のものと理解しています。行政におい

て、基本計画（案）の目標に向かう具体的な指標を数値化し設定したことは、大いに評価し

たいと思います。５次計画の策定を契機に、まちづくり項目ごとに明確な数値目標と施策

ごとの進捗状況を検証するための重要業績指標（ＫＰＩ）を設定し、施策効果の検証と必要

な改善を行うことを念頭に置き、基本計画をまとめていくことが必要と考えます。 

 

（４）前期実施計画の財政見通しについて 

 前期実施計画期間内における財政調整基金（以下「基金」とする。）の繰入額を７億１，

１００万円とし、前期実施計画期間の最終年度末（平成３１年度）の残高を１０億９，５０

０万円と見込んでいます。 

 この残高は、平成２７年度以降の推計を当初予算ベースから決算見込みベースに変更し

たことにより、前回（平成２７年１月時点）の見込みに比べ４億３，３００万円の増となっ

ています。また、町の財政運営の基本方針である、計画期間終了年度末（平成３５年度）基

金残高を同年度標準財政規模の３０％以上を確保することとし、その額を５億９，０００

万円と推計しています。このため、大まかな後期実施計画への基金繰入可能額を５億円程

度としています。この金額を５次計画前期実施計画と比較すると２億１，１００万円の減

（29.7％）となり、後期実施計画の策定と財政計画にあっては、相当に厳しい状況に置かれ
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るものと思慮します。これらのことから、「第２次福島町まちづくり行財政推進プラン」を

決定し、当該計画に基づき健全で持続可能な行財政の運営に取り組んでいただきたい。 

 

（５）前期実施計画・展望計画（案）について 

 前期実施計画（案）の事業件数は１１２件で、うち新規事業が７３件となっています。事

業費の総額は３９億４，７４５万円で、うち一般財源を１３億３，１６０万円と計画してい

ます。４年間の平均額で見てみると、単年度３億３，２９０万円となっています。また、地

方債の発行総額は、１６億９，０９０万円で、同じく４年間の平均額では、４億２，２７２

万５千円となります。いずれも、相当高額であり、事業実施の成果として町民の福祉向上の

実現に結びつけなければならないことは当然のことです。５次計画では、基本計画の目標

設定に当たり文言での目標に加え、４次計画ではなかった具体的な指標を盛り込んでおり、

実施事業についても、活動指標を設定しています。このことにより、各施策と個別事業の目

標が明確になり、各段階における取り組みの検証と個別事業等の見直し、精度の向上に繋

がるものであり、本委員会としても、この目標設定及び活動指標の設定については、評価す

るものです。 

一方、展望計画（案）の事業件数は８８件で、事業費が未定のものもあるが、その総額は、

３０億２，１４０万円と計画しています。行政においても、上記（４）の財政見通しと関連

して、展望計画の精査の必要性を十分に認識し、町内と国及び北海道の動向を的確に把握

し、効率的で効果的な後期実施計画の策定に向け、慎重に取り組むことを願います。 

なお、総合計画の策定と運用に関する条例第５条において、総合計画は基本構想、基本計

画、実施計画で構成し、議決対象としています。さらに、同条例第１３条では、町が進める

政策等は、総合計画に基づき予算化することを原則とするとしています。ここでいう政策

等が、この実施計画（案）となりますが、全体事業件数が１１２件（うち新規事業７３件）

あり、この全事業について、詳細に確認し、適否を判断することは、不可能であったと考え

ています。実施計画を議決する意義は、あくまでも基本構想及び基本計画に基づく、具体的

な政策メニューの把握（確認）と財政見通し（計画）をきちんと見極めるためにあります。

以上から、本委員会において実施計画（案）の全事業の執行（予算化）を容認するというこ

とではなく、具体的な政策推進過程や予算計上の段階において、さらに議論して決定して

いくものであることを確認しておきます。 

 また、実施計画（案）の政策等調書・総合計画事業進行管理表において、事業計画（規模、

数量、品名等）の記載内容が不十分なものが多くあるので、きちんと精査し正確に記載する

必要があると考えますし、計画額の積算についてもより精度を上げ正確を期すよう努力願

います。 

 

（６）関連する個別計画（案）について 

 関連する個別計画の調査は全部で１１件となっています。そのうち議決の必要な計画は

「福島町まちづくり行財政推進プラン」他５件、議決を要しない計画は「第４次定員管理適

正化計画」他４件です。各計画については、それぞれの調査において、その都度、委員長の

論点整理等として書類で町に通知しているので、その内容を精査のうえ、計画策定と実施

へ鋭意努力されることを期待します。 
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調査意見 

最初に、町の最上位の計画である「第５次福島町総合計画」が、本来の計画期間を１年延

長して策定に至った経緯を行政は重く受け止め、今後の行政運営に万全を期して進めてい

ただきたい。 

１５回に亘る調査では、基本構想、基本計画、実施計画及び関連する個別計画のそれぞれ

の（案）を確認しました。特に、国の少子高齢化に伴う人口減少に対応した重点政策の「地

方創生」への取り組み、各種公共施設の老朽化等への対応は喫緊の課題です。これらに対応

した施策を実施・実現するための財政状況は、平成１８年度からスタートした「福島町自立

プラン」とそれに続く平成２２年度からの「福島町まちづくり行財政推進プラン」と受け継

がれ、財政調整基金及び目的基金の一定額を維持してきました。 

本委員会としては、今後、地方自治体を取り巻く環境が益々厳しくなることを意識し、行

財政経営の基本となる「最小の経費で最大の効果」を忘れること無く、５次計画の各施策の

目標達成に向けて、ＰＤＣＡサイクルのもと、効果の検証と必要な改善に取り組んでいた

だき、適切な財政運営と関連する個別計画の確実な推進に努められることを強く期待しま

す。 

なお、まちづくりのテーマを「力を合わせ 新たな時代を築き 次代につなぐ福島～継

承・変革・創造」としているが、人口減少、少子高齢化に歯止めがきかず、国が求める自主

自立の「地方創生」を最重要課題として熟慮しなければならない状況下で、目指すべき福島

町の将来像を明確に示していただけなかったことは非常に残念です。本委員会における一

連の調査（質疑・意見交換）においても、特に「変革・創造」を実感させる議論には至らず、

計画策定に向けた考え方や取り組み姿勢としての熱意や視点が希薄であったことを指摘し

ておきます。 

以上、最終の調査報告とする。 

 

 

2 福島町総合戦略に関する調査特別委員会 

●開催日 

 ・H27 11/30・12/1・12/2・12/3  延べ 4 回開催  

●調査目的 

 町では、「まち・ひと・しごと創生法」に基づく、少子高齢化の進展に的確に対応し、

人口の減少に歯止めをかけるとともに、地域で住みよい環境を確保し、将来にわたって活

力ある福島町を維持していくために、「福島町人口ビジョン・総合戦略」の策定を進めて

いる。 

議会としては、議会基本条例の目的にもある「わかりやすく町民が参加する議会」、

「しっかりと討議する議会」、「町民が実感できる政策を提言する議会」を実践する取り

組みとして、その内容等を集中的に調査・審議するため本特別委員会を設置し、４回にわ

たり調査した。 

また、町では、鳴海町長の公約に基づく施策を盛り込んだ第５次福島町総合計画（案）

の改訂を行ったとのことであり、町の諸計画の最上位に位置する第５次福島町総合計画と

「福島町人口ビジョン・総合戦略」との整合性が図られているか、さらに、議会として

「第５次福島町総合計画策定に関する調査特別委員会」において調査し、すでに平成２７
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年６月２２日付けで委員会意見を提出しているので、「目指すべき福島町の将来像が明確

に明示されているか」、改訂案の内容等を併せて調査した。 

 

●開催状況及び調査内容 

（１）第１回目 平成 27 年 11 月 30 日（月）開催 

「福島町人口ビジョン・総合戦略（案）」と「第５次福島町総合計画（改訂案）」のこ

れまでの策定経過及び第５次福島町総合計画等に関連し、新たに制定しようとする条例

（案）①福島町人財育成基金条例（案）について、資料に基づき質疑及び意見交換を行

った。 

（２）第２回目 平成 27 年 12 月 1 日（火）開催 

第５次福島町総合計画等に関連し新たに制定しようとする条例（案）②福島町公の施

設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（案）、③福島町空家等の適正管理に関する

条例(案)、④福島町がんなんかに負けない基本条例(案)について、資料に基づき質疑及び

意見交換を行い、委員会としての意見の取りまとめを行った。 

第５次福島町総合計画基本構想（改訂案）、第５次福島町総合計画基本計画（改訂

案）第１章産業の再生による雇用の創出・次世代を担うリーダー等の育成（産業・人材

育成）について、資料に基づき質疑及び意見交換を行った。 

（３）第３回目 平成 27 年 12 月 2 日（水）開催 

第５次福島町総合計画基本計画（改訂案）第２章町民の安心安全な暮らし・がん予防

対策の充実（保健・医療・福祉）、第３章豊かな環境と若者等の定住対策・子育て環境の

充実（生活環境・定住対策）、第４章学び合い、たくましい人を育てる（教育・文化）、

第５章協働のまちづくり・行財政運営の充実(住民活動・行財政)について、資料に基づき

質疑及び意見交換を行った。 

（４）第４回目 平成 27 年 12 月 3 日（木）開催 

第５次福島町総合計画前期実施計画・展望計画（改訂案）について、各章ごとに資料

に基づき質疑及び意見交換を行い、委員会としての意見の取りまとめを行った。 

福島町人口ビジョン・総合戦略(案)について、資料に基づき質疑及び意見交換を行い、

委員会としての意見の取りまとめを行った。 

第２次福島町まちづくり行財政推進プラン(改訂案)について、資料に基づき質疑及び

意見交換を行い、委員会としての意見の取りまとめを行った。 

 

●調査の論点と調査意見 

（１）総合計画等に関連し新たに制定しようとする条例（案）について 

  町長が所信表明した重点施策の具現化に向けた取り組みとして、新たに制定しようと

する４条例については、基本構想（改訂案）で示された重点施策を展開するうえで必要な

条例制定と理解する。 

新たに制定しようとする４条例について、以下のとおり本委員会の意見を述べる。 

 

①福島町人財育成基金条例（案）について 

基金造成の財源として、過疎対策事業債(ソフト) (以下：過疎債)の第１次申請分を充て、
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今まで充当していた過疎債事業については、超過分の過疎債による財源措置をする方針と

のことですが、近年、各市町村においても、過疎債の活用により人口減少対策を行ってお

り、全道枠での過疎債が不足している現状では、超過分の起債枠の確保は厳しい状況であ

ると考える。 
過疎債の超過分の確保に向けた要望活動を積極的に行うことを強く希望する。 

また、基金を支消する事業選定や町民等への助成に関する内容等の要綱整備は、平成２

８年６月末を目途に整備し、平成２８年度途中から本格運用するとのことだが、要綱整備

に当たっては、町内企業、関係団体と十分協議され福島町の将来を担う人財育成が確実に

行われることを期待する。 

なお、道立福島商業高等学校の存続対策に係り新たに示された支援策の６項目について

は、特別委員会開催中に委員間討議を行い、早急に実施すべき支援策であるとの意見に集

約された、各方面へこれまでの支援策や新たな支援策のＰＲを早急に実施し、入学生２０

名が確保されることを期待する。 

 

②福島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例（案）について 

公共施設の指定管理者を担う法人(ＮＰＯ等)の設立に向けて精力的に取り組みを進める

とのことだが、制度導入に向けたスケジュールが制度導入計画の検討から始まり指定管理

者による管理運営が平成３０年４月から実施予定となっているので、隣町の先進事例等を

基に十分検討され、早期に指定管理者制度を実施できるよう努力されたい。 

また、制度導入計画の検討に当たっては、対象施設の選定や委託料の積算、管理・運営方

法など資料を精査し当議会に提示されたい。 

 

③福島町空家等の適正管理に関する条例（案）について 

福島町空家等の適正管理に関する条例（案）制定に関し、町内の空家等を調査した結果

は、示された資料から空家件数が３５９件で特定空家が９５件となっている。 

特定空家の周辺住民からは、飛散など不安の声が多く寄せられている状況であり、早急

に空家管理台帳を整備し、所有者等を特定し、条例に基づく指導、助言及び勧告を実施する

事を期待する。 

また、定期的に町内会長等と協議し、空家管理台帳を更新するなど、特定空家の発生を

未然に防ぐため早い段階での指導、助言を期待する。 

完全に空家及び年に数回しか管理者が来ない空家も相当数あるので、空き家バンク等へ

の登録を促し、移住者への定住対策に繋げることを期待する。 

福島町町内会連合会会員８名をもって構成する審議会の審議事項である第９条に規定す

る代執行に関することは、審議会委員の負担が大きいと思慮されるので審議内容の再検討

を期待する。 

 

④福島町がんなんかに負けない基本条例（案）について 

道内での条例制定が少ない中で、がん予防の普及啓発活動の強化など、予防医療に重点

を置いた「福島町がんなんかに負けない基本条例」の制定は大変良いと思慮する。 

条例の目的である町民の大切な命を守るとともに、がんなんかに負けない社会の実現に



 
 

55 
 

向けて、がん予防の普及啓発活動の強化を図り、各種がん検診の受診率の向上に取り組む

ことを期待する。 

 

（２）第５次福島町総合計画（改訂案）について 

平成２７年６月２２日付け「第５次福島町総合計画策定に関する調査特別委員会」にお

ける調査での委員会意見は、「目指すべき福島町の将来像が明確に示されていない。」との

内容であったが、改訂案については、町長の所信表明や前体制からの引き継ぎによる懸案

事項が整理され、８年後の目指す福島町の姿が明確になり、第５次福島町総合計画（改訂

案）は概ね了承するが、委員との意見交換や町民説明会、パブリックコメント等での町民の

意見を十分取り込み、まちづくり基本条例の理念である協働のまちづくりへ向け取り組ん

でいただき、より良い計画となることを期待する。 

 

①基本構想（改訂案）について 

前文にも記述したが、町長の所信表明や前体制からの引き継ぎによる懸案事項を整理し

た重点５項目に基づく改訂案は、８年後の目指す方向が明確になったと思慮する。 

また、財源の確保と適切な運用において、８年後の財政調整基金残高を１０億円に設定

し、財政運営を行う決意は、町民の負託に応え、将来を担う子ども達に負担を残さないとす

る、町長の執行者としての強い意志を感じた。 

今住んでいる私たちから、これから生まれてくる子ども達を、新たな時代に繋げていく

まちづくりに期待する。 

 

②基本計画（改訂案）について 

基本構想（改訂案）を受けて改訂された基本計画（改訂案）については、まちづくり項目

の位置づけ（施策の大綱）が、重点５項目及び懸案事項により整理され、それぞれのまちづ

くり項目施策となっているが、平成２８年度中に制度設計を行うものや前期計画期間に方

向性を決定する施策もあるので、町民の考えをしっかりと取り入れた制度設計を期待する。 

 

③前期実施計画・展望計画（改訂案）について 

基本構想（改訂案）での財源確保と適切な運用の基本方針のもと、８年後の財政調整基金

残高１０億円を目標とした実施計画の見直しでは、前期実施計画で６億３，９００万円の

減額となっているが、吉岡温泉整備事業、老人福祉施設整備事業や各学校改修事業などの

懸案事業を、前期４年間で方向性を決めるとして展望計画へ移行しているが、いずれも早

期に実施すべき事業であり、展望計画に移行した他の事業、精査により削除した事業や修

正事業とともに、町民説明会等での説明をしっかりと行い、早急に方向性を示すことを期

待する。 

なお、平成２７年６月２２日付けで「第５次福島町総合計画策定に関する調査特別委員

会」の意見として前期実施計画・展望計画（案）についての意見を提出しており、実施計画

（改訂案）に関する本委員会の意見は、その意見を踏襲する。 

前回も指摘しているが、総合計画の策定と運用に関する条例第５条において、総合計画

は基本構想、基本計画、実施計画で構成し、議決対象としている。 
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さらに、同条例第１３条では、町が進める政策等は、総合計画に基づき予算化することを

原則とするとしている。ここでいう政策等が、この実施計画（改訂案）となるが、全体事業

件数が１１２件（うち新規事業７４件）あり、この全事業について、詳細に確認し、適否を

判断することは、不可能であったと考える。 

実施計画を議決する意義は、あくまでも基本構想及び基本計画に基づく、具体的な政策

メニューの把握（確認）と財政見通し（計画）をきちんと見極めるためにある。以上から、

本委員会において実施計画（改訂案）の全事業の執行（予算化）を容認するということでは

なく、具体的な政策推進過程や予算計上の段階において、さらに議論して決定していくも

のであることを確認する。 

また、今回の調査特別委員会では、実施計画（改訂案）の政策等調書・総合計画事業進行

管理表の資料の提示はなかったが、前回の意見として、「事業計画（規模、数量、品名等）

の記載内容が不十分なものが多くあり、きちんと精査し正確に記載する必要があると考え

る。」との意見を出しており、計画額の積算についてもより精度を上げ正確を期すよう努力

願いたい。 

 

（３）福島町人口ビジョン・総合戦略（案）について 

福島町人口ビジョン（案）では、国及び北海道の方針を勘案し、2040年（平成52年）を

目標とする推計人口は2,200人台を維持するとしている。 

これは、「社人研」推計より約230人の人口減少を抑えた推計となっているが、当町にお

ける現状の合計特殊出生率を考慮した場合、国の長期ビジョンにおける合計特殊出生率に

準拠した出生率の適用は、適正であるとは思えないが、総合戦略の政策誘導による目標人

口との説明であり、今後の町の人口減少対策に期待する。 

総合戦略（案）では、町の最上位計画である「第５次福島町総合計画」（改訂案）の基本

計画（改訂案）の主要施策の中から人口減少を抑制するうえで関わりの深い施策が「総合戦

略」として位置づけられており総合計画との整合性は図られているものと思慮する。 

総合戦略（案）については、日程の都合上、地方創生推進会議で審議されておらず、文書

により今後の作業日程と作業部会でまとめた「福島町人口ビジョン・総合戦略の課題及び

考えられる施策の一覧表」を委員に送付、周知しているとのことであるが、国の策定指針で

は、地域性を重視し地域の実情に沿ったものとすることを期待しており、住民代表や産業

界・行政機関・大学・金融機関・労働団体で構成する推進組織で審議することが重要である

としている。意見交換で基本目標４の「まちを訪れる人を増やし、交流や移住を促進する」

対策強化の意見も出されており、それらの内容も精査のうえ、今後、地方創生推進会議によ

る審議意見や町民説明会による町民の考えを十分に取り込み目標人口の達成に向けて、よ

り良い計画策定と実施へ鋭意努力されることを期待する。 

 

（４）第２次福島町まちづくり行財政推進プラン（改訂案）について 

第２次福島町まちづくり行財政推進プラン（改訂案）は、６月時点での（案）について平

成２６年度決算による時点修正を行い、基本構想（改訂案）における５つのまちづくり目標

の設定に沿い、新たな対策として保育料等の無料化を盛り込んだ基本方針としており、第

５次福島町総合計画（改訂案）とも整合性が図られていると思慮する。 
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前期実施計画・展望計画（改訂案）の修正に伴う財政推計においても保育料等の無料化に

よる財源の減少額の影響も感じられない財政推計となっている。 

今後とも、国の施策や経済状況を的確に把握しながら、財政推計の見直しを適確に行い

健全な行財政運営が維持されることを期待する。 

 

（５）むすび                                   

今回の特別委員会は、議会として既に「第５次福島町総合計画策定に関する調査特別委 

員会」(平成２７年６月１９日終了：同２２日報告書手交)としての意見を示している状況

の中で、１０月５日にスタートした鳴海新町長の公約を反映した「総合計画の改訂と関連

条例」、合わせて調整された「福島町人口ビジョン・総合戦略」、「第２次福島町まちづく

り行財政推進プラン」との整合性について内容等を調査した。 

新町長就任後の短期間で集中的にまとめられた努力は評価する。今後とも、町のシンク

タンクである町職員が、活発な意見を交わし情報を共有し一丸となって町のビジョン達成

に努力されることを期待する。 

前回に指摘した「目指すべき福島町の将来像が明確に明示されているか」については、町

長公約を盛り込んだ一定の計画が示されており評価する。 

各案件についての論点と調査意見・課題は上記に示したとおりだが、計画(算定)根拠と

なる資料の精度には疑義が残る案件もあり、執行にあたってはさらに両基本条例の根幹で

ある「協働」の精神を意識し、住民視点に立ったきめ細かな検討を希望する。 

さらに、前回も指摘した事項であるが、地方自治体を取り巻く環境が益々厳しくなるこ

とを認識し、行財政経営の基本となる「最小の経費で最大の効果」を忘れること無く、第５

次総合計画・総合戦略の各施策の目標達成に向けて、引き続きＰＤＣＡサイクルのもと、効

果の検証と必要な改善に積極的に取り組み、適切な財政運営と関連する個別計画の確実な

推進に努められることを強く期待する。 

 

 

（４）広報・広聴常任委員会 

 

開催日 調 査 事 項 等 部会名 

H27.5.7 

「町内会連合会と議員の懇談会」 

(1)議会評価について 

(2)常任委員会・特別委員会の活動概要 

(3)町長提出議案の議決状況 

(4)第 5 次福島町総合計画策定の進捗状況 

(5)地方創生の概要と町の取組状況 

(6)議員評価 

(7)意見交換 

・参加人数（30 人） 

 町内会 20 人、特別職・管理職 10 人、 

全体で対応 

1 回 1 会場（30 人参加）・意見総数 19 件   
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（５）議会運営委員会 

 

回数 開 催 日 調 査 事 項 等 

１ Ｈ27.4.7 ○定例会 4 月会議運営の決定 

２ Ｈ27.4.16 

○平成 27 年度議会評価の決定及び議員評価の確認 

○議会基本条例の見直し検討による行動計画の確認 

○議会基本条例諮問会議への諮問事項 

○町内会連合会と議会の懇談会 

○定例会 4 月会議の反省事項 

３ Ｈ27.4.23 ○定例会 4 月第 2 回会議運営の決定 

４ Ｈ27.5.20 

○議会だより第 105 号の編集 

○定例会 4 月第 2 回会議の反省事項 

○町内会連合会と議会の懇談会の総括 

○平成 27 年度版議会白書の作成報告 

○議会諮問会議の調査審議等の結果 

５ Ｈ27.5.29 ○定例会 5 月会議運営の決定 

６ Ｈ27.6.15 ○定例会 6 月会議運営の決定 

７ Ｈ27.6.30 
○定例会 6 月会議の反省事項 

○改選に向けた対応 

８ Ｈ27.7.23 ○議会だより第 106 号の編集 

９ Ｈ27.7.30 ○定例会 8 月会議の再開 

10 Ｈ27.8.3 ○定例会 8 月会議運営の決定 

11 Ｈ27.9.8 
○定例会 9 月第 2 回会議運営の決定 

○議会による行政評価（事務事業評価） 

12 Ｈ27.9.28 
○議会基本条例の見直し検討 

○定例会 9 月第 2 回会議の反省事項 

13 Ｈ27.10.5 ○定例会 10 月会議運営の決定 

14 Ｈ27.10.21 ○定例会 10 月第 2 回会議運営の決定 

15 Ｈ27.11.16 ○定例会 11 月会議運営の決定 

16 Ｈ27.11.20 

○議会だより第 107 号の編集 

○定例会 10 月会議の反省事項 

○定例会 10 月第 2 回会議の反省事項 

○定例会 11 月会議の反省事項 

17 Ｈ27.12.7 

○定例会 12 月会議運営の決定 

○説明員（会計管理者）の対応 

○議会基本条例諮問会議の答申に対する検討 

○議会映像設備新設事業 

18 Ｈ27.12.22 

○議会基本条例見直し検討による行動計画書 

○定例会 12 月会議の反省事項 

○議会ホームページのトップ画面（案） 
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19 

Ｈ27.1.21 ○定例会 1 月会議運営の決定 

Ｈ27.1.21 

○議会だより第 108 号の編集 

○定例会 1 月会議の反省事項 

○夜間議会開催要項 

○平成 28 年度議会費の当初予算 

○議会ホームページのトップ画面（案） 

○議会基本条例諮問会議委員の委嘱 

20 Ｈ27.2.23 ○定例会 2 月会議の運営 

21 Ｈ27.3.2 

○定例会 3 月会議運営の決定 

○定例会 3 月第 2 回会議運営の決定 

○定例会 2 月会議の反省事項 

22 Ｈ27.3.23 
○定例会 3 月第 2 回会議の反省事項 

○一般質問等答弁事項進捗状況調査状況調書 

23 Ｈ27.3.30 ○定例会 3 月第 3 回会議運営の決定 
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３．議会の活性度 
              
（１）一般質問者数 

定例に再開する本会議ごとに一般質問者数をまとめた。前年に比べて、延人数で 5 名、

質問項目で 5 件減っている。 

■一般質問者の状況  
区 分 質 問 者 ・ 質 問 事 項 

6 月 
○滝川明子 ①国民健康保険の保険者支援金を活用して国民健康保険税の引下げを 

○川村明雄 ①定住及び産業活性化制度の実効性を高める対策について 

9 月第 2 回 ○滝川明子 ①「新学校図書館整備５カ年計画」の地方財政措置について 

12 月 

○滝川明子 ①学校給食での使用米を増やしませんか 

○杉村志朗 ①快適な生活環境について 

○木村 隆 ①トンネル記念館を福島町歴史発見館（仮称）にコンセプトチェンジして 

リニューアルオープンを 

3 月第 2 回 

○熊野茂夫 ①福島商業高等学の存続について 

      ②当町における幼児教育及び、小中学校教育の現状と今後について 

○杉村志朗 ①海峡横綱ビーチ（月崎）の活用と岩部海岸を含めての観光客誘致について 

○佐藤孝男 ①桧倉川頭首工について 

      ②「福島音頭」の復活とアピールについて 

○滝川明子 ①マイナンバーについて 

○川村明雄 ①魅力ある福島商業高等学校の存続対策について 

○平沼昌平 ①町長公約、４点の条例の目標値と検証の方向性について 

      ②福島町内出土の縄文土器に対する今後の対応と保管管理及び活用、更に、 

       町民周知と情報共有について 

 

 

■議員別の一般質問件数（Ｈ27.4～Ｈ27.8）                     単位：件 
平沼 加藤 佐藤 滝川 花田 木村 藤山 川村 熊野 平野 溝部 合計 

０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ２ 

 

■議員別の一般質問件数（Ｈ27.9～Ｈ28.3）                   単位：件 
杉村 滝川 川村 花田 木村 平沼 佐藤 熊野 平野 溝部 合計  

２ ３ １ ０ １ ２ ２ ２ ０ ０ １３  

 

○資料１－１ 年度別の一般質問件数（定例に再開する本会議）         単位：件 

年度 
６月 ９月 １２月 ３月 計 

人員 件数 人員 件数 人員 件数 人員 件数 延人数 件数 

２７ ２ ２ １ １ ３ ３ ６ ９ １２ １５ 

２６ ４ ５ ６ ６ ３ ４ ４ ５ １７ ２０ 

２５ ５ ６ ７ ９ ３ ３ ６ ８ ２１ ２６ 

２４ ４ ７ ５ ６ ３ ４ ７ １１ １９ ２８ 

２３ ５ ６ ６ １１ ５ １２ ５ ８ ２１ ３７ 

２２ ４ ５ ５ ８ ３ ５ ６ １０ １８ ２８ 

２１ ４ ６ ４ ８ ３ ６ ４ ６ １５ ２６ 

２０ ４ ７ ４ ７ ３ ６ ４ ８ １５ ２８ 
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○資料１－２ 他議会との比較資料（一般質問）                 単位：人、町村数、％ 

項   目 延人数 1 会議平均 対面式 一問一答 時間 回数 

福島町議会 12.0 3.0 ○ ○ － － 

渡島管内町村平均 17.3 4.3 
9 

 (100.0) 

9 

(100.0) 

5 

(55.6) 

3 

(33.3) 

全道町村平均 17.3 4.3 
127 

(88.2) 

115 

(79.9) 

94 

(65.3) 

55 

(38.2) 

全国町村平均 24.6 6.2 
741 

(79.8) 

700 

(75.4) 

734 

(79.1) 

287 

（30.9） 

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月１日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 

 

（２）質疑者数 

それぞれの会議ごとに単純に質疑及び意見交換の有無をまとめた。なお、各会議の議

長、委員長は質疑者に含まれていない。 

 

【定例に再開する本会議】                            単位：人、回、％ 

区 分 議員数 議案件数 
質疑・意見交換の状況 質問率 

（議長を除く） 実人数 延べ回数 

6 月 11 9 6 36 60.0 

9 月第 2 回 10 25 7 36 77.8 

12 月 10 19 9 69 100.0 

3 月第 2 回 10 39 6 59 66.7 

平 均 10.3 23.0 7.0 50.0 ― 

 

【定例に再開する以外の本会議】                   単位：人、回、％ 

区 分 議員数 議案件数 
質疑・意見交換の状況 質問率 

（議長を除く） 実人数 延べ回数 

4 月 11 1 7 40 70.0 

4 月第 2 回 11 8 0 0 0.0 

5 月 11 2 1 2 10.0 

8 月 11 1 0 0 0.0 

9 月 10 1 0 0 0.0 

10 月 10 1 0 0 0.0 

10 月第 2 回 10 4 1 1 11.1 

11 月 10 2 3 3 33.3 

1 月 10 3 2 4 22.2 

2 月 10 9 7 37 77.8 

3 月 10 2 7 16 77.8 

3 月第 2 回 9 4 2 5 22.2 

平 均 10.3 3.2 2.5 9.0 ― 
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【常任委員会】 

① 総務教育常任委員会                           単位：人、回、% 

区 分 委員数 調査件数 

質疑・意見交換の状況 質問率 
（委員長を

除く） 
委 員 委員外議員 

実人数 延べ回数 実人数 延べ回数 

①Ｈ27.5.21 6 1 5 38 ― ― 100.0 

②Ｈ27.6.16 6 1 5 20 ― ― 100.0 

③Ｈ27.9.15 6 1 0 0 ― ― 0.0 

④Ｈ27.10.29 6 2 3 14 ― ― 60.0 

⑤Ｈ27.12.15 6 6 0 0 ― ― 0.0 

⑥Ｈ28.2.24 6 1 5 33 ― ― 100.0 

平均 6.0 2.0 3.0 17.5 ― ― ― 

 

② 経済福祉常任委員会                       単位：人、回、% 

区 分 委員数 調査件数 

質疑・意見交換の状況 質問率 
（委員長を

除く） 
委 員 委員外議員 

実人数 延べ回数 実人数 延べ回数 

①Ｈ27.9.16 6 1 0 0 ― ― 0.0 

②Ｈ27.10.30 6 2 4 20 ― ― 80.0 

③Ｈ27.11.16 6 1 5 26 2 8 100.0 

④Ｈ28.2.23 6 2 1 1 ― ― 20.0 

平均 6.0 1.5 2.5 11.8 2.0 8.0 ― 

 

【特別委員会】                           単位：人、回、% 

区 分 議員数 議案件数 

質疑・意見交換の状況 質問率 

(委員長を除

く) 
実人数 延べ回数 

第５次福島町総合計画策定に

関する調査特別委員会（6 日） 
11 1 10 303 100.0 

福島町総合戦略に関する調査

特別委員会（4 日） 
10 1 9 230 100.0 

決算審査（2 日） 10 8 8 49 88.9 

予算審査（3 日） 10 17 9 138 100.0 

平 均 10.3 6.8 9.0 180.0 ― 

 

○資料１－３ 他議会との比較資料（質疑）              単位：町村数、％ 

項   目 
質    疑 

対面式 一問一答 時間 回数 

福島町議会 ○ ○ － － 

渡島管内町村 
9 

(100.0) 

2 

(22.2) 
－ 

8 

(88.9) 

全道町村 
102 

(70.8) 

43 

(29.9) 

12 

(8.3) 

114 

(79.2) 

全国町村 
565 

(60.9) 

309 

(33.3) 

122 

(13.1) 

806 

（86.9） 

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月１日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 
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（３）討論者数 

  

【定例に再開する本会議】 

全４会議ありましたが、討論はありませんでした。 

 

【定例に再開する以外の本会議】 

全 12 会議がありましたが、討論は 1 件でした。  

区 分 議  案  名 反 対 賛 成 

8 月 
発議第 1 号 
佐藤卓也町長の不信任決議 

（1 人） 
滝川議員 

― 

 

（４）討議者数 

  定例に再開する本会議及び定例に再開する以外の本会議の全てにおいて、討議はありませんでした。 

 

【定例に再開する本会議】                              単位：人、回、％  

区 分 議員数 議案件数 
討議の状況 討議率 

（議長を除く） 実人数 延べ回数 

6 月 11 9 0 0 0.0 

9 月第 2 回 10 25 0 0 0.0 

12 月 10 19 0 0 0.0 

3 月第 2 回 10 39 0 0 0.0 

平 均 11.0 23.0 0 0 ― 

 

【定例に再開する以外の本会議】                   単位：人、回、％ 

区 分 議員数 議案件数 
討議の状況 討議率 

（議長を除く） 実人数 延べ回数 

4 月 11 1 0 0 0.0 

4 月第 2 回 11 8 0 0 0.0 

5 月 11 2 0 0 0.0 

8 月 11 1 0 0 10.0 

9 月 10 1 0 0 0.0 

10 月 10 1 0 0 0.0 

10 月第 2 回 10 4 0 0 0.0 

11 月 10 2 0 0 0.0 

1 月 10 3 0 0 0.0 

2 月 10 9 0 0 0.0 

3 月 10 2 0 0 0.0 

3 月第 3 回 10 4 0 0 0.0 

平 均 10.3 3.2 0 0 ― 
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（５）議会提案件数 

【定例に再開する本会議】   

条例一部改正 3 件、意見書 6 件の計 11 件が提案されました。 

           単位：件 

区  分 6 月会議 9 月第 2 回会議 12 月会議 3 月第 2 回会議 計 

内容・件数 
1 

意 見 書  1 

2 

条例一部改正 1 

意 見 書  1 

2 

意 見 書  2 

4 

条例一部改正 2 

意 見 書  2 

9 

条例一部改正 3 

意 見 書 6 

 

【定例に再開する以外の本会議】 

  決議 1 件、条例一部改正 1 件の計 2 件が提案されました。 

                                   単位：件 

区  分 4 月会議 4 月第 2 回会議 5 月会議 8 月会議 9 月会議 10 月会議 10 月第 2 回会議 

内容 

件数 
―  ― ― 

1 

決 議 1 
― ― ― 

 

区  分 11 月会議 1 月会議 2 月会議 3 月会議 3 月第 3 回会議 計 

内容 

件数 
― 

1 

条例一部改正1 
  

 2 

決  議 1 

条例一部改正1 

 

○資料１－４ 他議会との比較資料                            単位：件 

項   目 町村長提出 議長・議員提出 委員会提出 合 計 

福島町議会 119 1 10 130.0 

渡島管内町村平均 95.6 17.1 5.0 112.4 

全道町村平均 88.5 15.1 8.7 104.3 

全国町村平均 87.1 7.6 1.6 96.3 

 ※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月１日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 

 

 

（６）文書質問 

文書質問は 3 人の議員で 5 件あり、詳細は次のとおりです。 

 

質 問 者 質 問 項 目 受付年月日 答弁年月日 

川 村 明 雄 ①子育て世代に対する中古住宅の取得及びリフォー

ム補助対策（定住及び少子化対策の一環）を。 
H27.4.16 H27.4.23 

滝 川 明 子 ①防災行政無線について H27.5.22 H27.5.28 

熊 野 茂 夫 ①各町内会の街灯等の電気料金の負担状況について H27.6.11 H27.6.17 

滝 川 明 子 ①学校の暖房を早期に入れては H27.10.22 H27.10.30 

川 村 明 雄 ①蝦夷ヶ沢線の道路[坂道]の改良問題について H27.11.11 H27.11.20 

延べ人数 5 人 

（実人数 2 人） 
5 件 
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（７）審査付託の件数  

【定例に再開する本会議】 

  付託は各会計の決算認定と各会計の当初予算及び関連条例等で 25 件ありました。 

                                    単位：件 

区分 6 月会議 
9 月第 2 回会議 

（決算） 
12 月会議 

3 月第 2 回会議 

（予算） 
計 

件数 0 8 0 17 25 

 

【定例に再開する以外の本会議】    

 付託はありませんでした。 

                               

（８）会議開催日数・時間  

①【定例に再開する本会議】                     単位：日、時分 

区分 6 月会議 9 月第 2 回会議 12 月会議 3 月第 2 回会議 計 

日数 1 2 2 3 8 

時間 5:22 7:01 9:53 16:17 29:33 

 

②【定例に再開する以外の本会議】                  単位：日、時分 

区分 4 月会議 4 月第 2 回会議 5 月会議 8 月会議 9 月会議 

日数 １ 1 1 1 1 

時間 3:54 1:07 0:35 0:15 1:53 

 

区分 10 月会議 10 月第 2 回会議 11 月会議 1 月会議 2 月会議 

日数 1 1 1 1 1 

時間 0:37 1:14 0:45 0:28 6:30 

 

区分 3 月会議 3 月第 3 回会議 計   

日数 1 1 12   

時間 1:15 0:52 19:25   

 

③ 総務教育常任委員会                          単位：日、時分 

月日 5/21 6/16 9/15 10/29 12/15 2/24 計 

日数 1 1 1 1 1 1 6 

時間 4:58 2:00 0:21 6:18 0:53 4:53 19：23 
 

 

④ 経済福祉常任委員会              単位：日、時分 

月日 9/16 10/30 11/16 2/23 計  

日数 1 1 1 1 4  

時間 0:05 6:48 4:09 0:57 11:59  
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 ⑤ 広報・広聴常任委員会  単位：日、時分 

月日 5/7 計      

日数 1 1      

時間 2:03 2:03      

 

⑥ 議会運営委員会                         単位：日、時分 

月日 4/7 4/16 4/23 5/20 5/29 6/15 6/30 7/23 7/30 8/3 9/8 9/28 10/5 

日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

時間 0:05 1:33 0:12 1:50 0:05 0:19 1:25 1:25 0:09 0:05 0:35 5:53 0:05 
 

   

月日 10/21 11/16 11/20 12/7 12/22 1/21 1/21 2/23 3/2 3/23 3/30 計 

日数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 

時間 0:16 0:10 1:58 2:00 1:28 0:10 1:26 0:14 1:00 1:18 0:08 23:49 

 

⑦ 特別委員会                           単位：日、時分 

区  分 
第 5 次福島町総合計 

画策定に関する調査 

福島町総合戦略 

に関する調査 
決算審査 予算審査 計 

日  数 6 4 2 3 15 

時  間 28:32 24:28 6:35 14:06 73:41 

 

⑧ 全員協議会   単位：日、時分 

月   日 12/16 計      

日   数 1 1      

時   間 1:14 1:14      

 

○資料１－５ 他議会との比較資料                 単位：回、日、人、 

※福島町は通年議会。町村議会実態調査：平成27年7月1日より抜粋。（調査対象：928町村議会） 

 

○資料１－６ 他議会との比較資料（休日・夜間議会、模擬議会等）   単位：町村数、（％） 

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。 

区   分 
定 例 会 臨 時 会 計 

回数 日数 傍聴者 回数 日数 傍聴者 回数 日数 傍聴者 

福島町議会 1.0 20.0 67.0 ― ― ― 1.0 20.0 67.0 

渡島管内町村平均 4.0 10.0 47.1 4.4 4.6 13.1 8.4 14.6 77.2 

全道町村平均 4.0 9.9 42.4 4.2 4.3 5.2 8.2 14.1 45.2 

全国町村平均 4.0 13.2 69.4 3.2 3.6 8.1 7.2 16.8 77.5 

区  分 
休日開催 夜間開催 模擬議会等 

有無 平均日数 有無 平均日数 女性 こども その他 懇談会等 

福島町議会   ○ 1.0    ○ 

渡島管内町村 
1 

(11.1) 

1 

(1.0) 

2 

(22.2) 

2 

（1.0） 

 3 

(33.3) 

 6 

（66.7） 

全道町村 
6 

(4.2) 

6 

（1.0） 

8 

(5.6) 

11 

（1.4） 

1 

（0.7） 

13 

(9.0) 

4 

(2.8) 

63 

（43.8） 

全国町村 
32 

(3.4) 
1.3 

18 

(1.9) 
1.8 

7 

(0.8) 

150 

(16.2) 

11 

(1.2) 

346 

(37.3) 
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○資料１－７ 他議会との比較資料．議会活性化の取り組み（組織の整備） 

  単位：町村数、（％） 

区  分 
活性化の制度・組織 地方自治法 96 条第 2 項による議決事件の追加 

基本 

条例 

専門的 

知 見 

活性化 

組 織 

町村の 

基本計画 

各種施策 

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ 

重要な私 

法上の契約 

公社等への 

議会の関与 

名誉町村 

民の決定 
その他 

福島町議会 ○ ○  ○ ○    ○ 

渡島管内町村 
4 

(44.4) 

2 

(22.2) 

2 

(22.2) 

2 

(22.2) 

1 

(11.1) 

 

 

 

 

1 

（11.1） 

4 

(44.4) 

全道町村 
20 

(13.9) 

2 

(1.4) 

34 

(23.6) 

36 

(25.0) 

8 

(5.6) 

 

 

6 

(4.2) 

18 

(12.5) 

52 

(36.1) 

全国町村 
246 

(26.5) 

9 

(1.0) 

223 

(24.0) 

216 

(23.3) 

50 

(5.4) 

5 

(0.5) 

19 

(2.0) 

100 

(10.8) 

202 

(21.8) 

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 
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４．議会の公開度 

 

（１）委員会の公開 

平成 16 年に委員会条例を改正し、全て「公開」とした。平成 21 年に議会基本条例を制

定し、全ての会議を原則公開にした。また、平成 27 年度からライブ中継及び録画配信も行

っている。 

（２）審議記録の公開 

・本会議・常任委員会・特別委員会は全文「会議録」を作成し、議会ＨＰで「公開」し

ている。 

 ・本会議・特別委員会・常任委員会・全員協議会等、議場で開催する会議については、

原則、ライブ中継及び録画配信をしている。 

 

○資料２－１ 他議会との比較資料（会議録の状況）         単位：日、町村数 

区   分 
調整期間 配布先 会議録の公開 

定例会 臨時会 議員 町村長 ＨＰで公開 HP は検索機能つき 

福島町議会 26.8   ○ ○  

渡島管内町村   4 8 6  

全道町村   18 133 75  

全国町村   314 832 506  

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 

 

（３）審議前の会議資料の公開 

 ・常任委員会・特別委員会の資料は全て「議会ＨＰ」で公開している。 

 ・本会議の議案等については、全て「議会ＨＰ」に掲載している。 

（４）議会経費の公開 

毎年度の決算認定後に、議会広報・議会ＨＰに公開している。なお、交際費・視察旅費は

詳細内容も示している。 

（５）視察報告の公開 

議員個人が提出した政務活動費の報告を含めて、「議会ＨＰ」に掲載している。なお、視

察参加者全員が提出している。 

（６）全員協議会の公開 

本会議同様、議場で公開している（参画者へ資料貸与）。また、ライブ中継及び録画配

信も行っている。 
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（７）会議公開の充実 

本会議場にインターネット中継設備を整備し、議会ライブ中継と録画映像を配信してい

る。平成 25 年度定例会 9 月会議よりＡＤＳＬ回線から光回線への変更により、課題とな

っていた映像の画質向上と一度にアクセスが集中することによる映像障害が解消された。 

また、平成 27 年 8 月に機器の更新を行い、録画映像に限りスマートフォンでの視聴も

可能となった、 
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５．議会の報告度 

（１）議会だよりの発行 

質疑等の掲載を増やしながら興味の湧く紙面作りに工夫を凝らし、ページ数も増やし、

親しまれ・読まれる議会だよりを目指し、発行している。 

 

○資料３－１ 他議会との比較資料（議会広報紙）   
                                     単位：町村数、

（％） 

区  分 単独発行 
町村広報 

に掲載 

作 成 組 織 等 
備   考 

条例に基づく委員会あり 条例なし 

常任委 議運 特別委 単行条例 規程 その他  

福島町議会 ○      ○   

渡島管内町村 
8 

(88.9) 

1 

(11.1) 

1 

（33.3） 

1 

(33.3) 

1 

(33.3) 
 

1 

(20.0) 

3 

（50.0） 

 

全道町村 
119 

(86.2) 

19 

(13.8) 

23 

(28.8) 

3 

(3.8) 

51 

(63.8) 

3 

(3.8) 

18 

(31.6) 

19 

(33.3) 

未発行は 6 町 

（4.2％） 

全国町村 
780 

(84.1) 

98 

(10.6) 

155 

(16.7) 

7 

(0.8) 

293 

(31.6) 

45 

(4.8) 

128 

(13.8) 

90 

(9.7) 

未発行は 50 町村

（5.4％） 

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 

 

（２）議会ホームページの運用 

平成 13 年 4 月より議会ホームページを開設し、会議録検索システムを活用した情報提

供（執行者側に更新を依頼する方式）。平成 15 年 12 月より、議会独自更新方式による公

開内容の充実と迅速化（行政視察報告、委員会資料等の事前公開）。平成 20 年 5 月より

議会独自の現行ドメインを取得して議会単独のＨＰ運用を開始。平成 21 年 12 月より議会

インターネット映像配信を開始（ライブ・オンデマンド）している。また、平成 28 年 3

月には議会ホームページをリニューアルし、より見やすい形となった。 

議会ホームページで提供している事項は以下のとおりである。 

 議長の挨拶、議会の概要・白書、一般質問等答弁事項進捗状況調査、議会の活性化（開

かれた議会づくりとして、議会・議員の評価、政務活動費、選挙公報の発行、本会議・委

員会の議案や調査資料等の事前公開など）、映像配信、本会議・協議会の概要（議決内

容、一般質問等）、委員会の概要、会議録、会議・行事予定、議会だより、視察受入れ状

況、議会例規集、議会用語集、リンク集等について詳細に掲載している。 

 

○資料３－２ 他議会との比較資料（議会中継・ホームページ）  
                                 単位：町村数、（％） 

区  分 実施 
実施のうち 

ライブ中継 

中継手段（重複回答） ホームページ 

インター 

ネット 
CATV 

有線 

放送 

庁内 

放送 
その他 

開設して 

いる 

開設して 

いない 

福島町議会 ○ ○ ○   ○  ○  

渡島管内町村 
5 

(55.6) 

2 

(22.2) 

2 

(22.2) 
  

5 

(55.6) 
 

9 

(100.0) 
 

全道町村 
69 

(47.9) 

33 

(28.4) 

18 

(15.5) 

4 

(3.4) 

1 

(0.9) 

49 

(42.2) 

10 

(8.6) 

119 

(82.6) 

25 

(17.4) 

全国町村 
548 

(59.1) 
144 108 185 18 332 43 

738 
(79.5) 

190 
(20.5) 
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※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 
 

（３）議会への各種報告 

①一部事務組合等に選出している議員の会議報告  

福島町議会から選出している渡島西部広域事務組合議会議員、渡島廃棄物処理広域連合

議会議員の議会報告を実施している。 
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６．住民参加度 

 

（１）議会報告会の開催 

平成 27 年度は、｢町内会連合会と議会の懇談会｣として開催 

1 会場 町内会長 20 人 管理職 10 人 議員 9 人 事務局 4 人 計 43 人 

  

（２）参画者への対応と参加度 

議案等全ての会議資料を閲覧に供している。 

 

【定例に再開する本会議】        
                                    単位：人 

区分 6 月会議 9 月第 2 回会議 12 月会議 3 月第 2 回議会 計 

人数 1 2 2 14 19 

 

【定例に再開する以外の本会議】                     単位：人  

区分 4 月会議 4 月第 2 回会議 5 月会議 8 月会議 9 月会議 10 月会議 10月第 2回会議 

人数 5 1 2 15 5 6 7 

 

区分 11 月会議 1 月会議 2 月会議 3 月会議 3 月第 2 回会議 計 

人数 2 1 2 1 1 48 

 

 

【総務教育常任委員会】                  単位：人 

月日 5/21 6/16 9/15 10/29 12/15 2/24 計   

人数 1 1 0 0 0 1 3   
 

 

 

【経済福祉常任委員会】          単位：人 

月日 9/16 10/30 11/16 2/23 計     

人数 0 0 2 0 2     
 

 

 

【議会運営委員会】                           単位：人 

区分 4/7 4/16 4/23 5/20 5/29 6/15 6/30 7/23 7/30 

人数 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 

区分 8/3 9/8 9/28 10/5 10/21 11/16 11/20 12/7 12/22 

人数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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区分 1/21 2/23 3/2 3/23 3/30 計    

人数 0 0 0 0 0 2    

 

 

【特別委員会】                       単位：人 

区分 

第 5 次福島町

総合計画策定

に関する調査 

福島町総合戦

略に関する調

査 

決算 予算 計  

人数 4 1 0 3 8  

 

 

【全員協議会】         単位：人 

区分 12/16 1/21 計     

人数 0 1 1     

 

○資料４－１ 他議会との比較資料（参画者）                単位：人 

区   分 
定 例 会 臨 時 会 計 

回数 日数 傍聴者 回数 日数 傍聴者 回数 日数 傍聴者 

福島町議会 1.0 20.0 67.0 ― ― ― 1.0 20.0 67.0 

渡島管内町村平均 4.0 10.0 47.1 4.4 4.6 13.1 8.4 14.6 77.2 

全道町村平均 4.0 9.9 42.4 4.2 4.3 5.2 8.2 14.1 45.2 

全国町村平均 4.0 13.2 69.4 3.2 3.6 8.1 6.2 16.4 77.5 

※福島町議会は地方自治法第 102 条の運用による通年議会。 

町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 

 

（３）休日･夜間議会の開催等  

◆夜間議会の開催 

町民懇談会などの強い要望で 19 年から試行的に「夜間議会」を開催し、21 年度からは

議会基本条例（第 7 条第 7 項）に基づき開催している。 

１．実 施 日  平成 28 年 3 月 10 日（木）平成 27 年度定例会 3 月第２回会議初日 

２．開催時間  午後 6 時～9 時 参画者 12 名 

３．実施内容  「一般質問」 6 人・9 項目のうち 6 人・6 項目を行った。 
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７．議会の民主度  

  

（１）一般質問の一問一答方式 

平成 12 年第 1 回定例会（3 月）から実施済み 

  

（２）対面方式 

 新庁舎建設時（平成 6 年 12 月から）から実施済み 

 

（３）一般質問の答弁書配付 

  平成 13 年第 3 回定例会（9 月）から実施済み 

 

（４）一般質問の回数・時間制限の廃止 

  平成 19 年 3 月、12 月、平成 20 年 3 月試行、平成 20 年 4 月から実施済み 

 

（５）議会における選挙 

 

 

 

○資料５－１ 他議会との比較資料（選挙） 
                                    単位：件数 

区   分 
議 長 副議長 選管委員 選管補充員 一部組合等 合  計 

投票 指薦 投票 指薦 投票 指薦 投票 指薦 投票 指薦 投票 指薦 

福島町議会 1  1   1  1 2  4 2 

渡島管内町村  1  
 

 
     1  2 

全道町村 15 6 14 9 4 9 5 20 6 58 44 111 

全国町村 221 69 205 91 25 155 25 166 93 615 569 1,096 

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 
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８．議会の監視度  

議会と長との関係は対等であり、制度的には、抑制均衡の原則がとられている。したが

って議会と長がそれぞれの機能を発揮することにより、公正かつ円滑な自治行政が推進さ

れるよう保障されている。しかし、実際の運営に当たっては、相対的に長の権限が強く、

制度的に議会の権能が抑制されている。議会が適正に活動し、その機能を十分発揮するた

め議会と長との関係において特に次のことに留意する必要がある。 

 

（１）長との適正な関係の維持 

議会は当該団体の重要な意思を決定し、執行機関を批判・けん制・監視する権限（役

割）が与えられていることを再確認し、いやしくも長とのなれあいに堕することがないよ

う自戒し、是々非々に徹する必要がある。 

 

（２）全員協議会の適切な運用 

 全員協議会は、議会内部運営上

の問題や行政上の重要事項等につ

いての協議や自主的な勉強会等に

とどめるべきである。前記以外の

全員協議会は、その運用によって

は本来の議会の審議を形骸化、空

洞化するばかりでなく、住民不在

の議会となる等多くの弊害が生じ

るおそれがあるので、適切な運用

を図る必要がある。 

 

（３）議会権能(けん制・批判・

監視等)の適切な遂行 

議会が、その与えられた権限を正しく行使することにより、正常な自治運営が確保され

るものである。しかし、執行権へ関与するようなことがあれば、議会本来の権限である審

議権、批判・監視権を放棄することになり、行政運営の前進を阻む場合も出てくるので、

十分注意する必要がある。 

 

（４）一般質問等答弁事項の追跡調査 

 本会議等における特別職の一般質問及び町長提出議案の答弁に対するその後の対応を調

査し公表することにより、町民への説明責任と監視を目的とした「福島町議会一般質問等

答弁事項進捗状況調査実施要綱」を制定し、平成 26 年度定例会 3 月会議より施行してい

る。 

○資料６－１ 他議会との比較資料（全員協議会等） 

単位：町村数（％） 

区   分 
全員協議会 

開催の有無 

福島町議会 ○ 

渡島管内町 
6 

（66.7） 

全道町村 
121 

（84.0） 

全国町村 
501 

（54.0） 

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。 

（調査対象：928 町村議会） 
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 ※ 追跡調査事項の詳細については、福島町議会ホームページに掲載しています。 

 ○平成 26 年度定例会 3 月会議分（平成 27 年 3 月開催） 

整理 
番号 

議員名 質問事項等 

1 熊野茂夫議員 企画財政課の業務 ～ 機構再編 

2 熊野茂夫議員 合併 60 周年記念事業の庁舎内議論 

3 川村明雄議員 館崎遺跡に関する町民への報告講演開催 

4 川村明雄議員 スキーの再普及の提案 

5 溝部幸基議長 土地開発基金の廃止 

6 溝部幸基議長 吉岡総合センターの管理運営 

7 木村 隆議員 福島町地域活用住宅助成事業の検討 

8 平沼昌平議員 校歌のＣＤ化について 

9 溝部幸基議長 留保財源の考え方について 

10 川村明雄議員 水道料金の見直しについて 

 

 ○平成 27 年度定例会 4 月会議分（平成 27 年 4 月開催） 

整理 
番号 

議員名 質問事項等 

11 平沼昌平議員 文化財保護費の旅費補正について 

 

 ○平成 27 年度定例会 3 月第 2 回会議分（平成 28 年 3 月開催） 

整理 

番号 議員名 質問事項等 

12 平沼昌平議員 福祉灯油の助成について 

13 熊野茂夫議員 
①オールイングリッシュの授業について 
②コミュニティスクールについて 

14 佐藤孝男議員 「福島音頭」の復活とアピールについて 

15 平沼昌平議員 子育て支援センターの空調設備について 

16 木村 隆議員 高齢者屋根雪下し費用助成事業費について 
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９．議会の専門度 

 

（１）政策立案・審議能力の向上強化 

地域主権時代の地方議員に期待される能力としては、特に政策形成や行政監視の面が重

要になってくる。そのために、次の点について改善を進めた。 

① 政策提言に繋がる一般質問 

 平成 25 年度定例会 3 月会議から平成 26 年度定例会 9 月会議までの一般質問を総務教

育・経済福祉常任委員会の所管に分類したものを参考に今後の対応を検討した結果、調査

項目の設定は行わなかった。 

 

② 議員研修の充実 

 政務活動費等による視察・研修成果を全議員が共有することを目的として報告会を開催

している。平成 27 年度は、議員会として、北海道立埋蔵文化財センターに視察に行きま

したが、議員全員での参加だったため、報告会の開催はありませんでした。また、改選に

伴い、政務活動費が 4 月から 8 月まで支給されなかったことなどにより、各議員での先進

地視察等がなかったことから、政務活動費による報告会もありませんでした。 

 

③ 議会による行政評価（事務事業評価）の実施 

 平成 26 年度一般会計決算に基づき町が実施した行政評価を議会においても実施した。

評価は 26 件（総務教育分 8 件、経済福祉分 18 件）の事務事業で、平成 27 年 10 月に実施

した。 

 

④ 第 5 次福島町総合計画の基本計画等への提言 

町が示した基本計画案に対する課題・施策で注意・確認が必要な項目及び昨年度議会で

提言した内容の反映状況の確認並びに目標の数値化をめざした項目を両常任委員会で調査

し、意見書をまとめ手交した。（H25.12 月） 

また、第 5 次福島町総合計画の策定に向け、「第５次福島町総合計画策定に関する調査

特別委員会」を設置し、16 回の会議を開催し慎重に調査しました。（H26.3 月～H27.6

月） 

 

（２）議決権範囲の拡大  

地方議会の政策形成能力や行政監視機能を高めるためには、これまでの首長との関係で

制約されていた議決権をはじめ権限全般の強化を図る必要がある。まず、議決権の範囲の

拡大について、15 項目に限定されている議会の議決事項（法第 96 条第 1 項）に、以下に

挙げる重要事項を追加するとともに、条例により定めることのできる議会の議決事項の条

文（同第 2 項）をもっと活用すべきである。 

・議決事項に福島町総合計画 他 12 の計画を追加 
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（３）所管事務調査の充実強化  

議会の政策立案能力を高めるとともに、議案審議に資するため、所管事務調査を綿密か 

つ積極的に行う必要がある。政党会派による調査体制が不十分な当町議会においては、こ

の調査の必要性が特に大きい。したがって、この権限を十分活用するよう努力する。 

なお、休会中の継続調査に当たっては、広範にして具体的な調査事項を決定し、活発か

つ積極的に運用する。 

 

○所管事務調査の件数 

                                   単位：件、日 

区    分 件  数 日  数 

総務教育常任委員会 １５ ６ 

経済福祉常任委員会 ６ ４ 

広報広聴常任委員会 １ １ 

議 会 運 営 委 員 会  ５１ ２４ 

  

 

○資料７－１ 他議会との比較資料（常任委員会等） 
単位：委員会、日 

区   分 
常任委員会 議会運営委員会 特別委員会 

設置数 延日数 
１委員会 

平  均 
有無 

延開催 

日数 
設置数 延日数 

１委員会 

平  均 

福島町議会 3.0 11.0 3.7 ○ 24.0 4.0 15.0 3.8 

渡島管内町村平均 2.3 22.1 8.4 
9 

(100.0) 
11.7 3.9 15.2 3.9 

全道町村平均 2.1 18.4 8.8 
143 

(99.3) 
11.7 3.1 14.1 4.5 

全国町村平均 2.4 7.6 3.2 
909 

(98.0) 
10.6 2.9 5.5 1.9 

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 
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１０．事務局の充実度  

 

（１）議場の整備充実 

「インターネット映像配信」はＡＤＳＬ回線から光回線に変更されたことにより、映像

の画質向上と同時アクセスによる映像障害等が解消された。今後は、議場におけるＩＴ機

器の利活用に向けた検討が必要である。 

（２）事務局の充実強化 

最大の課題である職員数の確保は、平成 15 年から会議録反訳の業者委託を廃止して、

臨時職員を雇用したことにより、会議録作成の迅速化と事務一般処理(監査委員事務局と

しても)効率化により概ね良好と言える。 

 なお、地域主権改革が進む中で、議会事務局に求められている「調査・立法機能の充

実」面からは、職員の能力を高めるための研修に一層力を入れる必要があるが、研修はあ

くまでも刺激に過ぎず、研鑚が必要不可欠である。 

 

○資料８－１ 他議会との比較資料（議会事務局） 

単位：人 

区  分 条例定数 実職員数 

福島町議会 3 4 

渡島管内町村平均 2.8 3.3 

全道町村平均 2.5 2.6 

全国町村平均 2.6 2.5 

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 
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１１．適正な議会機能  

 

（１）法規定以外の執行部付属機関への委員就任廃止 

法律に規定してない単独条例の委員会を改廃するなどして、平成 10 年から 16 年まで 12

委員会への議員の就任を廃止した。なお、現在は法律で規定している「青少年問題協議

会」「民生委員推薦会」「都市計画審議会」の 3 つの付属機関にだけ議員が就任してい

る。 

 

（２）適正な議会経費  

① 議会費 

◆ 決算額調べ                            
 単位：千円 

区  分 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 

議  会  費  34,116 49,978 47,815 46,732 47,851 50,244 

一 般 会 計  3,593,709 3,771,819 3,376,035 3,967,832 3,399,615 3,871,738 

議会費の割合 0.9％ 1.3 1.4 1.2 1.5 1.3 

摘   要  議員定数 12 人 議員定数 11 人     

注 1) 職員給与は「職員給与費」で計上  注 2) 平成 27 年度は当初予算額 

 
○資料９－１ 他議会との比較資料（27 年度当初予算）  
                                    単位：千円 

区  分 議会費 一般会計 構成比(%) 備    考 

福島町議会 50,385 3,871,738 1.3  

渡島管内町村平均 87,287 6,457,846 1.4 最低 50,467、最高 148,163 

全道町村平均 73,936 5,774,918 1.3 最低 31,074、最高 167,584 

全国町村平均 84,890 6,742,116 1.3  

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 

 

② 議員定数 

○議員定数の改正  

平成 23 年 8 月の一般選挙から、議員定数 12 人を 1 人削減して 11 人とした。また、平成 27 年 8

月の一般選挙からの定数は 10 人となりました。 

平成 3 年 平成 7 年 平成 11 年 平成 15 年 平成 19 年 平成 23 年 平成 27 年 

18 人 16 人 16 人 14 人 12 人 11 人 10 人 
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○資料９－２ 他議会との比較資料（議員定数）  
                                     単位：人 

区   分 住基人口 議員定数 備     考 

福島町議会 4,433 10 H28.4.30 現在 

渡島管内町村平均 11,184 12.6 最低 10、最高 18 

全道町村平均 7,334 11.1 最低 6、最高 20 

全国町村平均 12,190 12.2  

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 

 

③ 議員歳費等 

○議員歳費等の改正  

歳費を平成 23 年の改選期から平均 18.6％引き上げ。また、平成 27 年 9 月の改選期から福島

町方式による標準とすべき議員の歳費月額 174,000 円に戻しました。 

                                           単位：千円 

項 目 
平成17年度 
（決算） 

平成18年度 
（決算） 

平成22年度 
（決算） 

平成23年度 
（23年9月～） 

平成27年度 
（27年9月～） 

報 酬 
（月額） 

議 長 
副議長 
委員長 
議 員 

245 
195 
175 
165 

234 
184 
165 
157 

198 
155 
141 
131 

232 
185 
168 
156 

259 
207 
187 
174 

年額歳費総額 29,400 26,771 19,142 ― ― 

期末手当 3.55月 3.55月 3.70月 3.70月 ― 

 

 

○資料９－３ 他議会との比較資料（議員歳費）               単位：円 

項   目 議 長 副議長 委員長 議 員 備    考 

福島町議会 259,000 207,000 187,000 174,000  

渡島管内町村平均 264,389 207,956 188,744 178,811  

全道町村平均 263,158 210,335 190,716 177,488  

全道最高 351,000 275,000 248,000 240,000  

全道最低 191,000 142,000 132,000 123,000  

全国町村平均 289,288 234,169 218,267 212,349  

※町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 

 

○議員費用弁償の廃止                              

町内での会議等の費用弁償については、1 日当たり 1,000 円を支給していたが、平成 19

年 9 月の改選後から廃止した。 
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○資料９－４ 他議会との比較資料（費用弁償・期末手当） 
                                     単位：円 

項   目 本会議 委員会 手当率 加算(%) 備      考 

福島町議会   370/100 15.0  

渡島管内町村平均   420/100 14.6 全町が費用弁償（日当）を廃止 

全道町村平均   404/100 14.2 全町村が費用弁償（日当）を廃止 

全国町村平均 1,474 1,498 329/100 ― 725 町村が費用弁償（日当）を廃止 

※加算していない町村は 111 町村。  町村議会実態調査：平成 27 年 7 月 1 日より抜粋。（調査対象：928 町村議会） 

 

○政務活動費 

議員が調査研究や資料購入などに必要な経費の一部を、申請書を提出した議員 1 人当た

りに月額 5 千円（年額 6 万円）を交付するもので平成 19 年 9 月改選後から実施した。使

用した活動費が交付額を下回った場合、差額分は返還となる。なお、各地で問題となって

いる使途についての透明性を図るために、領収書添付の義務、使途基準等の詳細事項や収

支報告書の公開など、他自治体に比べ厳しい規定となっている。 

 また、平成 27 年度は改選期のため、改選後 9 月から 3 月までの 7 ヵ月間を支給対象と

した。 

 なお、平成 28 年度からは月額 1 万円（年額 12 万円）とし、改選期においても４月から

８月までの 5 ヵ月間、支給するための条例改正を平成 27 年度定例会 3 月第 2 回会議に提

案し、可決された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○資料９－５ 他議会との比較資料（政務活動費）         単位：町村数、（％） 

※渡島管内町村は福島町のみ。  町村議会実態調査：平成27年7月1日より抜粋。（調査対象：928町村議会） 

区  分 
条 例 支給対象 支 給 方 法 

一人当たり 

月額 有無 
領収書 

の添付 
議員 会派 両方 毎月 四半期 半年 1 年 その他 

福島町議会 ○ ○ ○      ○  5,000 円 

渡島管内町村 
1 

(11.1) 
 

1 

(11.1) 
     

1 

(11.1) 
 5,000 円 

全道町村 
17 

(11.8) 

17 

(100.0) 

11 

(64.7) 

1 

(6.3) 

5 

(31.2) 

2 

(11.8) 
  

13 

(76.4) 

2 

（11.8） 
11,020 円 

全国町村 
192 

(20.7) 

189 

(98.4) 

103 

(53.6) 

28 

(14.6) 

52 

(27.1) 

1 

(0.5) 

5 

(2.6) 

52 

(27.1) 

128 

(66.7) 

6 

(3.1) 
9,596 円 

◆ 平成 27 年度 政務活動費の概要 

①交 付 額  1 人につき、月額 5,000 円（年額 60,000 円） 

任期の最終年度（4 月～8 月）は交付しない。 

②交 付 方 法  年度当初に一括交付。 

③収 支 報 告 書  翌年度の 4 月 30 日までに提出（領収書等の写しを添付） 

④調 査 報 告 書  研修・視察・調査・研究等の結果を期限までに提出。 

⑤情 報 公 開  収支報告書及び活動報告書は、広報やホームページ上で公開。 

⑥そ の 他  平成 18 年度予算で行政視察費（視察研修旅費、職員同行旅費）は、約 45 万

円を計上していたが、平成 19 年度から廃止した。 
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（３）系統議長会の体制整備  

全国町村議会議長会・都道府県町村議会議長会など系統議長会は、議会活動の上で参考

となる資料の収集、配布、議会運営上改善すべき諸問題の解決や疑義の処理などについ

て、幅広く迅速かつ適切に対応できるよう体制の整備を図るべきである。 

 

（４）議会の自主性強化  

議会には、多様な民意の反映、さまざまな利害の調整、住民の意見の集約などの役割が

求められており、議会の構成や運営において、議会の意思と住民の意思が乖離しないよう

努力することが従前にも増して必要とされている。 また、議会は、団体意思の決定を行

う議事機関としての機能と、執行機関の監視を行う監視機関としての機能を担っている

が、地方主権改革の時代において、これらの機能のさらなる充実・強化が求められてい

る。議会の自主性・自律性の拡大の観点から、議会の権限、首長との関係など議会制度の

基本的事項については法律で定めることが求められているが、現行制度の積極的な活用や

適切な運用を進めることによって、議会の一層の活性化やその果たすべき役割と現状評価

の間にあるギャップの解消を図り、議会の自己改革を進めていくべきである。 

 

（５）公職にある者等からの働きかけの取り扱いの方針に関する決議  

 

（平成 20 年第 1 回定例会 3 月会議） 

不当要求行為の未然防止に係る「取り扱い要領」の策定を要望した。平成１６年に「福

島町不当要求行為等の防止に関する要綱」を制定し、暴力行為等の不当な要求に対し組織

的に取り組み、適切に対処することになっている。議員は自らを厳しく律し、議員活動に

いささかの疑念を持たれることのないよう、自らの行為が行政運営の適正、円滑な執行を

妨げることの無いよう細心の注意を払わなければならないとし、職員が職務に対し外部か

ら働きかけを受けた場合には、その状況を的確に記録し、内容を公開することを基本とし

た取り扱い要領等の制定を要望する決議を採択した。 

（６）条例の制定及び一部改正 

 

①【条例の一部改正】  

・福島町議会会議条例の一部改正（平成 27 年度定例会 9 月第 2 回会議） 

  第 3 条（欠席の届出） 

  議会における欠席の届出の取り扱いに関して、昨今の社会情勢などを勘案し、出産の

場合の欠席の届出について新たに追加するために改めた。 

・福島町議会基本条例の一部改正（平成 27 年度定例会 1 月会議） 

  第 11 条（議決事件の拡大） 

  議決対象の重要な計画として「福島町人口ビジョン・総合戦略」を追加するために改

めた。 
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１２．研修活動の充実強化 

議員の政策形成・立案能力等の向上を図るため、別に「議員研修条例」を制定し、計画

的な議員研修を実施している。 

 

（１）研修の効率的な取り組み 

① 全議員対象 

○渡島管内市町議会議員研修会（北斗市） Ｈ27.10.13 

 ・「地方創生と地域づくりについて」 

   講師 総務省 地域力創造審議官 原田 淳志 氏 

 ・「これからの政治の行方」 

 講師 時事通信社 政治部長 阿部 正人 氏 

② 総務教育常任委員会  なし 

③ 経済福祉常任委員会  なし 

④ 議会運営委員会   なし 

⑤ 渡島西部四町議会議員連絡協議会 

○基調講演 Ｈ28.2.15 

 「観光はまちづくりに効くか？」 

  講師 北海道教育大学函館校 教授 池ノ上 真一 氏 

○行政視察 

・「空き店舗を活用した介護施設について」（余市町） Ｈ27.10.7 

・「農村型コンパクトエコタウン構想について」（音更町） Ｈ27.10.8 

（参加者 杉村志朗議員、川村明雄議員、平野隆雄副議長） 

 

（２）視察を受入れした市町村等 

 行政視察の受入れは、ともすれば福島町のためにならないという極論を言う者もいる

が、福島町に居ながらにして、他の自治体の議会の事項だけでなく行政等の全般について

も勉強できるという側面も含んでいる。また、二元代表制の役割を適切に果たし、日本の

地方自治のありようを変えなければならないという高い志の輪を広げる一助となることも

期待している。 

○年度別視察受入れ等の状況   

年度 団体・個人 視察者数 年度 団体・個人 視察者数 

27 8 70 19 9 71 

26 8 53 18 12 99 

25 13 84 17 5 32 

24 12 117 16 2 27 

23 9 71 15 1 10 

22 26 215 14 2 11 

21 38 320 12 3 20 

20 22 170 計 170 1,370 

    ※視察の町村名等は、「資料編 P106～P114 を参照」 
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資料１ 議会による行政評価（事務事業） 

（１）議会による行政評価（事務事業評価） 

 

～分かりやすく町民が参加する議会を目指して～ 

 

議会による行政評価（事務事業評価）要綱 

 

（目的） 

まちづくり基本条例第２０条第２項の規定により、施策や個々の事務事業が効率よ

く、また効果的に行われているかを検証する「行政評価」を、決算審査特別委員会にお

いて、議会基本条例第１０条第２項で規定している議会による行政評価・事務事業評価

の場と位置づけ、それぞれの事務事業について議会側の評価を示し、議会としてのチェ

ック機能を強化するとともに、併せて翌年度の予算へ反映させる。 

 

（評価対象） 

  本年度から教育委員会の事務事業評価分については、町長の事務事業評価とは完全に

分離することになりました。このため、別冊７の事務事業評価シートの一覧表には教育

委員会分は一切含まれていません。 

  したがって、今回の議会評価に当たり、教育委員会分の事務事業評価は平成２４年度

に議会評価した５事業を抽出し行うものです。 

 

  ※抽出して評価を行う対象事業 

   ①私立学校振興費   ②成人教育費   ③青年教育費 

   ④少年教育費     ⑤町民プール運営費 

 

（評価方法） 

  昨年度、両常任委員会において議会評価方法の見直しを検討し、平成２７年度以降は

「評価点数ではなく、行政で評価した内容と議員が認識している評価対象事業の内容を

総合的に判断し、４段階の評価とする」としたため、次の４段階の評価とする。 

 

「◎」十分評価できる    「○」概ね評価できる 

「▲」やや不足       「×」不足 

 

（個人評価様式） 

  行政評価（事務事業評価）個人表による（様式１） 

 

※評価結果は、常任委員会等の活動に掲載しています。 
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資料２ 議会報告会 

 

（１）開催要領（平成 23 年 9 月 21 日決定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目 的 

福島町議会は、議会の決定事項等を公平公正に報告することによって、広く町民
に議会活動に関心を持っていただき、町政及び議会を正しく理解していただくため
議会報告会を開催し、議会・議員自ら町民の意見を聴取して議会活動に反映する。 

２ 議会報告会の名称 

町民が気兼ねなく参加しやすい報告会を目指し、名称を「町民と議員の懇談会
（以下「懇談会」という）」とする。 

３ 懇談会の開催回数 

  懇談会は、2 回、｢議会だより｣発行後、2 週間以内に開催する。 

４ 懇談会の開催場所等 

（１）懇談会は、きめ細やかな対応とするため、各町内会館とする。 

（２）懇談会は、1 日 2 会場で夜間に 2 時間程度行う。 

５ 懇談会の報告体制 

（１）懇談会の開催に当たっては、全議員を 2 班に議長が所属委員会に配慮して編成
し、１回毎に変更する。 

（２）各班は、班長及び副班長をそれぞれ 1 名選出し、班長会議を設置する。なお、
班長会議は正副議長もメンバーとする。 

（３）各班は、司会進行などの役割を決めておくものとする。 

６ 懇談会の開催内容等 

（１）懇談会の報告事項は、直近に発行された｢議会だより」に基づき、提出された議
案、意見書、決議などの概要及び結果、その他、町民に報告した方が良いと思われ
ることについて、班長会議で決定する。 

（２）懇談会は、議会への要望、提言、苦情を聴くために参加した町民と意見交換が
活発に行われるように進める。また、町政への要望、苦情等の意見の取り扱いには
十分留意する。 

（３）懇談会に参加する町民には、直近の「議会だより」を持参いただき、配付資料
は、班長会議で必要と判断し、作成したもののみとする。 

（４）懇談会場には受付簿を置き、参加する町民に住所、氏名を記入してもらうもの
とする。 

（５）懇談会は、議員が行うことを基本とし、議会事務局職員は、報告会開催日の日
程調整、会場予約、班長会議で決定した資料の調整（準備）を行う。 

（６）その他、懇談会に必要なことについては、議長又は班長会議で決定する。 

７ 成果・結果の公表等について 

（１）懇談会の成果・結果の報告は、懇談会終了後、班長の責任において報告書にま
とめ、議長に提出する。 

（２）報告書は、原則として全文を議会ホームページに掲載するほか、概要を議会だ
より等で公表する。 

（３）町政に対する要望・提言等で重要なものは、議長において取りまとめ、町長に
報告する。 
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【平成 27 年度の実施経過】 

平成 27 年度の議会報告会については、議長の年頭所感及び町内会連合会総会挨拶にお

いて、4 年間の議会活動の総括も含め、開催する旨述べていました。 

このことを踏まえ、議会運営委員会において 4 月下旬に 6 日間の日程で例年どおり 18

会場で実施する開催案を検討し、平成 27 年 3 月 17 日に全員協議会を開催しました。 

全員協議会での協議結果は、「4 月下旬の開催は厳しく、5 月以降も総合計画調査特別

委員会をはじめ、行事日程も立て込んでいることから、改選前の議会構成での開催は見送

る。」との意見にまとまりました。 

また、懇談会の代替案として町内会長との懇談会を検討してはどうかとの意見があり、

町内会連合会会長と協議した結果、実施可能との判断になったことから、前述した実施要

綱には基づかず、平成 27 年度の議会報告会は、町内会連合会との懇談会とすることにし

ました。 

 

 

（２）懇談会結果 

 

町内会連合会と議会の懇談会【結果】 

 

日時：平成２７年５月７日（木）    

午後６時～午後８時０３分    

場所：福島町役場 健康づくり研修室  

 

※参加者４３名（議会９名、町内会２０名、特別職・管理職１０名、事務局４名） 

 

 

１．開  会 

 司会進行 議会運営委員長 平 沼 昌 平 

 

２．議会あいさつ 

議会議長 溝 部 幸 基 

 

３．連合会あいさつ 

  会  長 住 吉 健 一 

 

４．資料説明 

（１）議会評価について  副議長 平 野 隆 雄 

（２）常任委員会・特別委員会の活動概要 

（３）町長提出議案の議決状況 

（４）第５次福島町総合計画策定の進捗状況 

（５）地方創生の概要と町の取組状況 

（６）議員評価について 

 

５．意見交換（質疑） 

 

経済福祉常任委員長 

木 村  隆 

 総務教育常任委員長 

熊 野 茂 夫 
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○月崎２町内会長 

 ・議員の自己評価で１１名のうち１０名より提出がないが、誰が評価していないの

か。 

 

○館崎２・３町内会長 

 ・総合戦略の概要①「地方に安定した雇用を創出する」とあるが、町はどのように考

えているのか。また、議会で議論しているのか。 

 ・人口が減少していくと地方交付税も減ることとなるが、松前町との合併が破談にな

った経緯もあり、今後の合併問題についてどのように考えているのか。福島町単独

で運営していく前提で計画を策定していくのか。単独だけでなく、広域で事業をや

っているものもあるので、これらのことも視野に入れて考えてほしいと思います。 

 

○吉田町町内会長 

 ・「道の駅」と「温泉」の改修計画は、どのようになっているのか教えていただきた

い。 

 

○上町町内会長 

 ・地方創生の事業年度はいつまでなのか。 

 ・第５次総合計画の策定を１年延長し、これまで十分時間があったと思うのに、さら

に今後のスケジュールが先延ばしになったのはどうしてなのか。 

 ・両常任委員会でふるさと応援基金の活用方法についての調査をしているが、その結

果を教えていただきたい。他町では活用状況をホームページなどに載せている事例

もあります。 

 

○千軒町内会長代理 

 ・毎年人口が減少していく中で、今後の空家対策をどのように考えているのか。 

 ・住川地区と宿辺川橋の下に大量に投棄されたゴミがあるので、なんとか対策を考え

ていただきたい。 

 

○館古町内会長 

 ・議会評価と議員評価については、素晴らしいことだと感心している。 

 ・以前は町政懇談会を開催していたと思うが、開催されなくなった代わりに議会がこ

のような町民との懇談会を開催しているのか。今日の懇談会の結果はどのように町

長に伝えるのか。 

 ・議会評価の「議会の監視度」の①で「不当要求行為等を防止する条例」とあるが、

この条例について教えてほしい。 

 ・総合戦略の概要について、議会としての対策はどのように考えているのか。 

 ・町と議会は、企業を誘致した後の情報交換・交流に欠けているように思います。誘

致した企業へのフォローアップもきちんとしていただきたい。 

 

○緑町町内会長 

 ・町内会館の解体、改修について、町内会の意見を聞いてから半年も経過しているが

町側から何も返答がないのは、何かないがしろにされている気がします。議会で、

その後の状況が分かれば教えていただきたい。 

 

○日向２町内会長 

 ・常任委員会や特別委員会の調査は、実際に誰がやっているのか。 

 ・第５次総合計画の遅れは、何が原因なのか。 
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 ・常任委員会等の調査件数が多く、調査資料づくりに職員の負担が大きかったのでは

ないか。そのことが計画策定の遅れた原因になったのではないか。 

 ・職員数の合理化により影響が出ているのではないか。温泉バスの添乗やチラシ配布

に管理職が対応している状況もあり、職員の全体数が足りないのではないか。 

 

６．その他 

 

７．閉  会 

議会運営委員長 平 沼 昌 平 
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資料３ 議会基本条例諮問会議の答申 

 

答 申 第 ６ 号 

平成２７年１１月３０日 

 

福島町議会議長  溝 部 幸 基  様 

 

  福島町議会基本条例諮問会議   

    会長  今 河 敏 行    

 

平成２７年度の諮問事項に対する意見等について（答申） 

 

 平成２７年５月１８日付け福議号により諮問のあった標記の事項について、次のとおり

答申する。 

 

記 

 

【調査審議を求める事項】 

１．議会評価（平成２６年度）の検討 

  議会基本条例第１７条第１項の規定に基づき、１年ごとに実施し町民に公表している

議会評価については、適正に行われていると認めるが、次の点についての検討を希望す

る。 

 

（１）議会の活性度について 

  ○討論 

「討論」の意味を記載したほうが良い。 

（２）住民参加度について 

  ○各種団体との懇談会の開催（常任委員会活動） 

   他の具体的な活動内容も記載したほうが良い。 

 

２．議会基本条例全体の検討 

  議会基本条例の前文から第２９条までを一条ずつその現状と課題を確認した結果、本

条例の見直し改正は必要ないものと判断する。 

  ただし、定着したルール（規定）を基本条例に入れ込む整理をし、議会が進めてきた

改革を理解しやすくするため、条文に関連した相関図を作成すること、また、議会及び

議員活動をさらに充実させるため、議会において十分協議のうえ対処されることを望

む。地方を取り巻く環境は大変厳しく、議会の役割も益々重要になっている。町民との

協働をしっかり認識し、町民の負託に応え、豊かなまちづくりのために不断の努力をさ

れることを強く期待する。 
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（１）具体的な検討内容 

   福島町議会基本条例第２８条の規定に基づく検討調書（別紙）による。 

 

（２）参考意見 

   本町議会が取り組んでいる、①わかりやすく町民が参加する議会、②しっかりと討

議する議会、③町民が実感できる政策を提言する議会の３項目に対して、今回の議会

基本条例全体の検討と併せ項目ごとに意見をまとめたので、参考にしていただきた

い。 

 

①わかりやすく町民が参加する議会 

議会報告会などによる町民に対する情報提供は定着し、町民の理解も深まっている

と考えられるので、今後も継続していくとともに、この場を議会に対する町民の政策

提案の場としても充実させてほしい。 

また、今後に予定されている議会ホームページのリニューアルに際しては、町民が

議会活動への関心をいっそう高めるとともに、町民のあいだで話題になるような情報

の発信を心がけてほしい。 

 

②しっかりと討議する議会 

 会議条例を改正するなど、討議する議会に向けた改革は進んでおり、委員会におけ

る討議も活発になっている。今後はそれを議会からの政策提案に結びつけるいっそう

の工夫が求められる。 

 一方、本会議における討議はまだ試行錯誤の段階にあるので、今後は議案のポイン

トをあらかじめ論点整理し、各議員がそれを活かして本会議に臨むなどの工夫が求め

られる。 

 

③町民が実感できる政策を提言する議会 

 議会が強く求めた総合計画条例の制定実現や、第５次総合計画の策定に向けた議会

の政策提言などは、議会の政策活動として全国的にも高く評価されている。 

 とくに自治基本条例、議会基本条例、総合計画条例の３大条例がそろう（全国では

２例目）ことによって、政策を中心にした町政運営の基本ルールが明確になったの

で、今後の議会には、これを積極的に活かしたメリハリの利いた政策活動の展開が期

待される。 

 

 

【確認を求める事項】 

１．議会基本条例の見直し検討による行動計画の確認 

  平成２３年１１月１７日の当諮問会議の答申に基づいたものであり、適正に行われて

いると認められるが、次の点について検討を希望する。 

 

（１）議員研修の充実・政務活動費の活用促進（行動計画 NO８） 
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   行政側職員及び町民との情報共有に向けた検討も必要である。 

資料４ 政務活動費の活用状況 

（１）政務活動費の使途基準 

区  分 内         容 

調査研究費 議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査に要する経費（交通費、宿泊費等） 

研 修 費 団体等が開催する研修会、講演会等への参加に要する経費（会費、交通費、宿泊費等） 

会 議 費 
議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費（会
場費・機材借り上げ費、資料印刷費等） 

資料作成費 議員が議会審議に必要な資料を作成するための経費（印刷費等） 

資料購入費 
議員が行う調査研究のために必要な図書・資料等の購入に要する経費（書籍購入代、新
聞購読料等） 

事 務 費 議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費（事務用品、通信費等） 

 

（２）政務活動費の収支状況（平成 27 年度分） 

 

 

（３）政務活動の概要（議員別） 

 

氏 名 費  目 調    査    概    要    等 

杉村 志朗 資料購入費 ①函館新聞購入 ②書籍「天才」購入代として 

 事務費 ①インクカートリッジ ②コピー用紙購入代として 

滝川 明子 資料購入費 ①月刊ガバナンス購入代として 

川村 明雄 調査研究費 ①昆布の加工販売店の調査研究のため（タクシー代） 

 資料購入費 
①現行地方自治法 ②議会が教育を変える ③日本教育新聞、 

④函館新聞 ⑤蝦夷ヶ沢坂関係資料購入代として 

平野 隆雄 資料購入費 ①財界さっぽろ ②函館新聞購入代として 

溝部 幸基 資料購入費 ①自治体法務研究 ②田園回帰１％戦略購入代として 

 事務費 ①インクカートリッジ ②Ａ４コピー用紙購入代として 

    （単位：円） 

氏   名 交付額① 経費総額② 
返還額 

①－② 

自 己 

負担額 
 備  考 

杉 村 志 朗  35,000 31,225 3,775 0 H27.9～H28.3 

滝 川 明 子  35,000 7,560 27,440 0 H27.9～H28.3 

川 村 明 雄  35,000 40,194 0 5,194 H27.9～H28.3 

花 田  勇  35,000 0 35,000 0 H27.9～H28.3 

木 村  隆  35,000 0 35,000 0 H27.9～H28.3 

平 沼 昌 平  35,000 0 35,000 0 H27.9～H28.3 

熊 野 茂 夫  35,000 0 35,000 0 H27.9～H28.3 

平 野 隆 雄  35,000 21,490 13,510 0 H27.9～H28.3 

溝 部 幸 基  35,000 13,932 21,068 0 H27.9～H28.3 

 計 315,000 114,401 205,793 5,194   
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資料５ 視察を受入れした市町村等の状況 

 

（１）年度別視察受入れ等の状況 

 

○平成２７年度 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

11/26 長野県木曽町議会 議会改革 
議長、議員 4 人、副町長、 
事務局 1 人 

7 

10/15 石川県菊陽町議会 議会白書 正副議長、議員 5 人 7 

10/7 石川県中能登町議会 
議員自己評価の取組みと議会改
革 

正副議長、議員 11 人、 
町長、事務局 1 人 

15 

8/4 栃木県那須町議会 議会活性化 
正副議長、議員 9 人、 
事務局 1 人 

12 

7/22 
福井県若狭地方町村議会議
長会 

議会評価 議長 4 人、事務局長 4 人 8 

7/16 宮城県柴田町議会 
議会運営の検証及び議会基本条
例の見直し 

正副議長、議員 5 人、 
事務局 1 人 

8 

7/6 宮城県色麻町議会 議会広報ほか 
議長、議員 7 人、 
事務局 1 人 

9 

4/15 鹿児島県日置市議会 議会白書の活用ほか 副議長、議員 3 人 4 

 ８団体等   70 

 

○平成２６年度 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

3/18 青森県田子町議会 議会改革について 
正副議長、議員 6 人 
事務局 2 人 

10 

2/27 青森県三沢市議会議員 議会改革の推進について 議員 1 人 1 

11/20 
厚沢部町議会改革推進 
特別委員会 

福島町議会基本条例に関する 
取組みについて 

正副議長、議員 10 人、 
行政職員 1 人、事務局 1 人 

14 

11/13 
政策提言グループ 
「岩見沢シチズン」 

議会改革について 事務局長 1 人 1 

10/29 
江差町議会社会文教常任 
委員会 

パークゴルフ場（公認）の運営
等について 

議員 6 人、行政職員 1 人、 
事務局 1 人 

8 

7/29 沖縄県那覇市議会議員 
・議会改革全般について 
・傍聴規則について 

議員 1 人 1 

7/9 
岩手県久慈市議会  
産業建設常任委員会 

・農林水産業担い手支援条例、 
企業振興条例について 

・議会改革の取り組みについて 

議員 6 人、行政職員 1 人、 
事務局 1 人 

8 

6/26 
山形県置賜地方町村議会 
議長会 

「議会の主役は議員」、「住民が
参画する議会」、「変化を恐れな
い議会」など議会の活性化につ
いて 

議長 5 人、事務局長 5 人 10 

 ８団体等   53 

 

○平成２５年度 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

1/22 上富良野町議会運営委員会 
通年議会及び常任委員会の活動
について 

正副議長、議員 6 人 
事務局 1 人 

9 
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11/7 静岡県小山町議会（無会派） 議会改革について 議員 4 人 4 

10/21 由仁町議会 通年議会等について 
正副議長、議員 7 人、 
事務局 2 人 

11 

10/3 
岩手県立大学総合政策学部 
齋藤俊明教授 

議会改革の取り組み 教授 1 人 1 

9/4 恵庭市議会会派 
議会基本条例と議会活性化につ
いて 

副議長、議員 6 人 7 

7/25 
宮城県美里町議会運営委員
会 

議会運営及び議会活性化の取り
組みについて 

議員 8 人、事務局 1 人 9 

7/18 
岩手県滝沢村議会会派 
（しののめ会） 

議会基本条例と議会運営につい
て 

議員 4 人 4 

7/11 池田町議会運営委員会 議会改革と通年議会制について 
正副議長、議員 5 人、 
事務局 1 人 

8 

7/9 
岐阜県多治見市議会 
（市民クラブ） 

・議会活性化に関する事項 
・開かれた議会づくりに関する 

事項 
・議会、議員の評価 

市民クラブ 3 人 3 

7/2 
千葉県鴨川市議会運営委員
会 

・議会運営全般について 
・議会改革・議会活性化の取り 

組みについて 

副議長、議員 6 人、 
事務局 1 人 

8 

7/2 岡山県津山市議会 議会改革について 議員 4 人 4 

5/16 
大阪府泉南市議会基本条例
制定特別委員会 

福島町議会基本条例について 
議長、議員 8 人、 
事務局 1 人 

10 

5/9 埼玉県北本市議会会派 

議会白書から 
・議会基本条例を制定した背景 
・議会、議員の評価 
・常任委員会での委員間討議と 

傍聴者からの意見聴取 

市民の力  2 人 
民主北本  2 人 
日本共産党 2 人 

6 

 １３団体等   84 

 

○平成２４年度 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

2/8 当別町議会会派（緑風会・
公明党） 

議会改革の取り組みについて 
議長、議員 4 人 5 

11/8 足寄町議会運営委員会 議会改革・活性化及び議会運営
について 

議長、議員 4 人、行政職員
1 人、事務局 1 人 

7 

11/7 大分県玖珠町議会 開かれた議会の取り組みについ
て 

正副議長、議員 2 人 4 

10/17 
西予市議会活性化特別委員
会 

・議会基本条例の運用について 
・議会改革の経過について 
・議会改革・活性化について 

議員 7 人、事務局 2 人 9 

9/26 群馬県邑楽郡町村議会議長
会 

議会改革、活性化への取り組み 
議長 4 人、事務局 4 人 8 

7/30 奈良県東吉野村議会 
議会基本条例と議会運営につい
て 

正副議長、議員 6 人、村
長、 
事務局 1 人 

10 

7/26 
岩手県紫波町議会「議会の
あり方に関する検討委員
会」 

議会活性化について 
正副議長、議員 6 人、 
事務局 1 人 

9 

7/10 
南幌町議会活性化特別委員
会 

議会活性化の取り組みについて 
正副議長、議員 9 人、 
事務局 2 人 

13 

7/2 浦幌町議会 議会改革について 
正副議長、議員 11 人、 
事務局 2 人 

15 

6/27 鳥取県日南町議会 
・活発な議会運営の取組み 
・住民に開かれた議会の取組み 

正副議長、議員 10 人、 
事務局 2 人 

14 
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6/27 神奈川県清川村議会 
・議会活性化の取り組みについ
て 
・議会基本条例について 

正副議長、議員 8 人、 
事務局 2 人 

12 

5/17 芽室町議会運営委員会 
福島町議会における議会改革・
活性化について 

正副議長、議員 7 人、 
事務局 2 人 

11 

 １２団体等   117 

 

○平成２３年度 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

2/22 長沼町議会議員 議会改革に関する取り組み 議員 1 人 1 

1/19 登別市議会運営委員会 開かれた議会づくり 正副議長、議員 7 人、 
事務局 2 人 

11 

1/11 日本共産党千葉市議会議員
団 

議会改革 
議員 3 人 3 

11/17 佐賀県鹿島市議会運営委員
会 

議会運営・改革の取り組み 副議長、議員 6 人、 
事務局 1 人 

8 

11/9 福井県おおい町議会 ①議会活性化、②議会基本条例 正副議長、議員 12 人、 
事務局 2 人 

16 

11/1 鷹栖町議会 議会活性化の取り組み 正副議長、議員 10 人、 
事務局 1 人 

13 

10/19 岩手県八幡平市議会運営委
員会 

議会改革 正副議長、議員 5 人、 
事務局 1 人 

8 

10/8 
神奈川県葉山町議会 教育
民生常任委員会 

①健康づくり推進計画 
（いきいき健康ふくしま２

１） 
②議会基本条例において各種計
画を 

議決事件に追加した経緯 

議員 7 人、事務局 1 人 8 

10/6 山梨市議会会派（市民の会） 議会改革 議員 3 人 3 

 ９団体等   71 

 

○平成２２年度

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

2/3 大東文化大学浅野教授 議会改革全般 浅野善治教授 1 

2/2 
長野県飯田市議会（会派：の
ぞみ） 

議会改革 議員 8 人 8 

12/2 青森県深浦町議会 福島町議会基本条例 議員 5 人、事務局 2 人 7 

11/30
～12/1 

早稲田大学マニフェスト研
究所 

人口規模による議会改革の進め
方等 

研究員 3 人 3 

11/20 
読売新聞東京本社三沢通信
部 

議員定数、議員歳費 1 人 1 

11/18 
宮城県東臼杵郡町村議会議
長会 

①通年議会、②その他議会活動
全体 

議長 4 人（門川町、美郷町、
諸塚村、椎葉村）、事務局
長 4 人、議長会 1 人 

9 

11/15 
中空知町議会議長連絡協議
会 

議会改革の取り組み 
議長 5 人（奈井江町。浦臼
町、雨竜町、新十津川町、
上砂川町）、事務局長 2 人 

7 

11/11 
日本共産党鎌倉市議会議員
団 

議会改革 議員 4 人 4 

11/4 
三重県四日市市議会議会基
本条例調査特別委員会 

①議会基本条例、②議会改革（通
年議会等） 

議員 9 人、事務局 1 人 10 
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10/29 
東京都武蔵野市議会運営委
員会 

福島町議会の議会基本条例 議員 10 人、事務局 2 人 12 

10/28 
岩手県金ヶ崎町議会町政調
査会 

福島町議会における議会活性化
の取り組み 

議員 16 人、事務局長、 
町部局 2 人 

19 

10/20 
森町議会「行財政改革等に
関する調査特別委員会」 

行財政改革 議員 16 人、事務局 3 人 19 

10/18 豊富町議会 安心生活創造事業 議員 9 人、事務局 2 人 11 

10/6 洞爺湖町議会侑志会 議会基本条例 議員 12 人 12 

8/31 
東京都板橋区議会（会派：民
主党・市民クラブ） 

議会活性化の取り組み 議員 3 人 3 

8/30 宮城県大崎市議会 まちづくり基本条例 議員 5 人、事務局 1 人 6 

7/28 
滋賀県栗東市議会（会派：新
政会・公明栗東） 

①議会基本条例、②議会活性化
事項の試行に関する実施要綱、
③、今後の議会改革・議会活性
化の予定 

議員 9 人 9 

7/22 
東京都西多摩郡町村議会議
長会 

議会運営全般 
議長 4 人（瑞穂町、日の出
町、檜原村、奥多摩町）、
事務局長 4 人 

8 

7/15 
羊蹄山麓正副議長会議会運
営委員長・常任委員長 

開かれた議会づくり 

議員 17 人（蘭越町 3 人、真
狩村 3 人、喜茂別町 3 人、
京極町 3 人、倶知安町 4 人、
ニセコ町 2 人）、事務局長
6 人 

23 

7/13 
神奈川県愛川町議会（会派：
愛政クラブ・公明党） 

議会基本条例 議員 6 人 6 

7/5～7 
北海学園大学法学部政治学
科 

議会基本条例及び福島町議会の
現状と課題 

学生 9 人、神原教授 10 

6/30 
福井県勝山市議会（会派：政
友会） 

健康横綱応援プロジェクト 議員 2 人 2 

6/21 三重県朝日町議会 議会改革 議員 3 人 3 

5/14 函館市 渡辺氏 議会基本条例 市民 1 人 1 

5/14 広島県坂町議会 議会基本条例 
議員 10 人、事務局２人、 
町長、町部局３人 

16 

5/12 東京都杉並区議会事務局等 議会基本条例 事務局長、杉並副区長 2 

5/10 長万部町議会運営委員会 通年議会 議員 9 人、事務局 3 人 11 

 ２６団体等   215 

 

○平成２１年度

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

3/29 秋田県大仙市議会会派 
①議会運営 
②議会基本条例 

議員 14 人 14 

3/3 大分県大分市議会議員 開かれた議会づくり 議員 1 人 1 

2/22 西日本新聞社取材 議会改革の取り組み 記者 1 人 1 

2/16 
南部後志町村議会正副議
長会 

議会活性化の取り組み 
議長、副議長 4 人、 
事務局 4 人 

8 

1/25 
鳥取県町村議会事務協議
会 

①議会改革・活性化方策 
②議会事務局職員の能力向上方策
（研修等） 

事務局長等 18 人 18 

11/27 厚真町議会運営委員会 議会の評価及び議員の評価 議長、副議長を含む 6 人 6 

11/18 山形県飯豊町議会 
①自立のまちづくり 
②議会活性化の取り組み 

議長、副議長を含む 5 人 5 
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11/12 
沖縄県北部市町村議会議
長会 

「開かれた議会づくり」の取り組
み 

議長 11 人、事務局 10 人 21 

11/11 和歌山県美浜町議会 
①自立（律）のまちづくり 
②議会ホームページの取り組み 

議長、副議長を含む 6 人、
町部局 2 人、 
事務局 2 人 

10 

11/5 
 
兵庫県宝塚市議会会派 
 

議会基本条例 会派 2 人 2 

11/5 
東京都多摩市議会運営委
員会 

①議会基本条例 
②議会活性化 

委員 7 人、事務局 1 人 8 

10/27 秩父別町議会 福島町議会の議会改革 
議長、副議長を含む 9人、 
事務局 1人 

10 

10/26 上ノ国町議会 議会基本条例 
議長を含む 11 人、 
事務局 2 人 

13 

10/26 
茨城県桜川市オンブズマ
ン 

議会の活性化等 オンブズマン 1 人 1 

10/21 
愛媛県新居浜市議会運営
委員会 

開かれた議会づくりの取り組み 
委員 6人、町部局 1人、 
事務局 2人 

9 

10/13 鳥取県江府町議会 

①議会の活性化への取り組みによ
り、自立のまちづくりにおける議
会基本条例の制定「議会活性化委
員」等議会の活性化にかかる議会
の設置 
②夜間議会の実施・住民懇談会・議
会報告会の実施など 

議長、副議長を含む 10 人、
副町長 1 人、事務局 2 人 

13 

10/5 北広島市議会運営委員会 議会運営（議会基本条例） 委員 9 人、事務局 1 人 10 

9/30 
静岡県松崎町議会常任委
員会 

議会の活性化 
議長 1 人、委員 5 人、 
事務局 1 人 

7 

8/26 
福島県浪江町議会総務常任
委員会 

議会の活性化への取り組み 委員 6 人、事務局 1 人 7 

8/5 
徳島県佐那河内村総務産
業建設委員会 

議会の活性化の取り組み 委員 5 人 5 

8/5 三重県四日市市議会 議会基本条例・議会改革 議員 2 人 2 

8/4 蘭越町議会運営委員会 議会の活性化 委員 5 人、事務局 1 人 6 

8/3 
宮城県松島町議会運営委
員会 

議会活性化の取り組み状況 委員 8 人、事務局 1 人 9 

7/22 
埼玉県久喜市議会運営委
員会 

①議会基本条例の内容 
②議会活性化 

委員 9 人、事務局 1 人 10 

7/22 
千葉県横芝光町議会 政
策研究グループ「栗政会」 

①議会の活性化 
②開かれた議会づくり等 

会長を含む 4 人 4 

7/8 三重県朝日町議会 議会改革 議長、副議長を含む 4 人 4 

7/7 
福島県西郷村議会運営委
員会 

①議会運営全般 
②議会の活性化の取り組み 

委員 7 人、村部局 1 人、 
事務局 2 人 

10 

7/2 
福島県東白川郡塙町議会
経済厚生常任委員会 

①議会活性化の取り組み 
②健康づくり事業 

委員 6 人、事務局 1 人 7 

6/25 夕張郡長沼町議会 開かれた議会づくり 
議長、副議長を含む 15 人、
事務局 2 人 

17 

6/25 
江差町議会ホームページ
作成検討小委員会 

議会ホームページ 委員 3 人、事務局 2 人 5 

6/24 神奈川県湯河原町議会 

①夜間議会 ②傍聴者への発言の
機会の付与 ③一般質問 ④議会
開催周知 ⑤議会・議員の評価 
⑥長期欠席者への措置 ⑦各種懇
談会 ⑧議員選挙の平日の実施 
⑨議長・副議長の所信表明 ⑩通
年議会 ⑪反問権 ⑫市町村合併 

議長、副議長を含む 15 人、
町部局 2 人、事務局 2 人 

19 

6/23 秋田県大潟村議会 
①まちづくり基本条例 
②議会改革の取り組み 

議長・副議長を含む 5 人、
事務局 1 人 

6 
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5/19 
兵庫県姫路市議会さわや
か市民連合 

①一般質問における一問一答方式 
②「議会の評価」の実施 
③開かれた議会づくり 
④その他議会改革の取り組み 

市民連合 6 人、事務局 1 人 7 

4/23 
千葉県袖ケ浦市議会運営
委員会 

①議会・議員の評価 
②議会活性化の方策 

委員 12 人、事務局 2 人 14 

4/15 
高知県吾川郡町村議会議
長会 

①開かれた議会・議会活性化 
②通年議会 

議長・副議長 4 人（仁淀川
町、いの町） 
事務局長 2 人 

6 

3/24 福井県議会議員 
多種、多様な改革を進めることが
できる要因 

議員 1 人 1 

1/27 
新潟県出雲崎町議会及び 
長野県軽井沢議会運営委
員会 

議会活性化の取組み 

○新潟県出雲崎町議会 
議長を含む 7 人 
○軽井沢議会運営委員会 
委員 7 人、副町長 1 人、 
事務局 1 人 

16 

1/22 
岩手県九戸村議会運営委
員会 

議会活性化の取組み 委員 6 人、事務局 2 人 8 

 ３８団体等   320 

 

○平成２０年

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

11/27 徳島県北島町議会 議員評価制度 議長・副議長を含む 7 人 7 

11/14 三重県川越町議会 開かれた議会の取組み 議員 12 人、事務局 3 人 15 

11/12 山形県庄内町議会運営委員
会 

議会活性化の取組み 委員 6 人、議長、事務局長 
8 

10/23 
山梨県昭和町議会 

開かれた議会の取組み 全議員 16 人、町長、 
事務局長 

18 

10/23 
名古屋市会議員 議会活性化の取組み（議会改革） 

議員 2人、元愛知県議、 
元市会議員 

4 

10/17 千葉県印西市議会運営委員
会 

議会活性化事項 委員 6 人、議長、 
事務局 2 人 

9 

10/7 山梨市議会 会派 議会改革・議会の活性化 中清会 2 人、公明党 1 人 3 

10/7 
中富良野町議会運営委員会 

①議会活性化②議会・議員の評
価 

議会運営委員 5 人、議長、
局長 

7 

9/5 神戸市議会 民主党（会
派） 

開かれた議会の取組み 民主党神戸市会 3 人 
3 

9/1 宮城県 富谷町議会（会
派） 

議会・議員評価・議会改革・活
性化 

フォワード富谷 6 人 
6 

8/22 茨城県鹿嶋市議会  
議会・議員評価の充実等による
開かれた議会づくり 

原田雅也議員 1 

8/21 白糠町議会行財政改革等に
関わる特別委員会 

開かれた議会づくり（議会・議
員の評価） 

委員長等（4 人）、 
事務局長 

5 

7/24 
神奈川県 開成町議会 

開かれた議会の取組（議会改
革・活性化） 

全議員（14 人）、事務局
長・職員 

16 

7/24 
福島県天栄村議会総務常任
委員会 

①医療費抑制の計画 
②空き教室を利用した学童保育 

総務常任委 5 人（議長
含）、担当課長、事務局長 

7 

7/8 愛知県 岡崎市議会 議会基本条例の制定 自民清風会 3 人、議長、 
事務局 

5 

7/2 
青森県つがる市議会 経済
常任委員会 

道の駅に水産加工品を導入させ
た事業等 

経済常任委員７人、事務局 8 

6/24 網走支庁 大空町議会運営
委員会 

開かれた議会づくり（議会・議
員評価） 

議会運営委員 6 人、議長、
事務局 

8 

2/20 佐賀市議会事務局 議会・議員評価 議事調査係 2 人 2 

2/20 越谷市議会（会派） 開かれた議会づくり 
新政ｸﾗﾌﾞ 6 人、自民党市民
ｸﾗﾌﾞ 2 人 

8 
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2/12 空知支庁 栗山町議会 
①議会改革の取り組み 
②議会だより発行とホームページ
の作成 

議会運営委員 6 人、 
広報特委 5 人、正副議長、 
事務局 2 人 

15 

2/6 青森県 中泊町議会運営委
員会 

開かれた議会ほか 議会運営委員会 7 人、議長 
8 

1/31 網走支庁 清里町議会運営
委員会 

議会・議員評価、議会改革・活
性化 

議運 4 人、正副議長、 
事務局 

7 

 ２２団体等   170 

 

○平成１９年 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

10/22 
宮城県 加美町議会運営委
員会 

議会活性化の取り組み 
議運 6 人、正副議長、 
事務局 

9 

10/16 
石川県 白山市議会（会
派） 

開かれた議会ほか 
翔新会議員 6 人 

6 

10/4 根室管内 別海町議会 議会・議員評価制度 
議長ほか 16 人、 
事務局長ほか 1 人 

18 

10/2 
網走管内 雄武町議会運営
委員会 

議会・議員評価制度 
議会運営委員 5 人、議長、
事務局長 

7 

8/8 
兵庫県小野市議会（２会
派） 

議会及び議員評価制度 
市民クラブ５人、 
公明党２人 

7 

8/2 
栃木県那須塩原市議会（会
派） 

議会・議員評価制度 
創生会議員５人 

5 

7/20 今金町議会運営委員会 開かれた議会の取り組み 
議運５人、正副議長、 
職員２人 

9 

7/18 
宮城県黒川地方町村議会議
長会 

開かれた議会の取組み（夜間議
会など） 

宮城郡・黒川郡の議長７
人、局長 

8 

1/24 
岐阜県高山市議会事務局職
員 

議会議員の評価ほか 
次長、書記 

2 

 ９団体   71 

 

○平成１８年 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

11/09 
宮城県大和町 議会運営委
員会 

①議会活性化 ②議会・議員評
価制度 

委員６、正副議長２、 
事務局１  

9 

10/26 
千葉県東金市 議会運営委
員会 

開かれた議会づくり 委員７、事務局２  
9 

10/19 
鶴居村議会 開かれた議会づくりの取組み 議員１２、行政職員１、 

事務局２ 
15 

10/17 
青森県三戸町議会建設常任
委員会 

常任委員会の活動状況及び下水
道事業等 

委員６、行政職員・ 
事務局２ 

9 

10/16 
兵庫県播磨町議会会派 千軒小学校廃校の経過と過程で

の対応 
「自治クラブ」議員３名 

3 

10/13 
三重県志摩市議会会派「志
成会」 

議会・議員の評価制度導入の実
態調査 

議員５名 
5 

10/11 
千葉県印旛郡町村議会議長
会 

開かれた議会づくり 正副議長８、事務局５  
13 

9/28 
石川県かほく市議会合同会
派 

①議会の評価、②議員の自己評
価 
③公開の方法、反響 

議員４名 4 

8/30 美幌町 議会運営委員会 開かれた議会づくり 委員７、事務局１ 8 

7/11 
東京都武蔵野市議会 開かれた議会づくり（「議会・

議員評価」） 
議員１名 

1 
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7/06 
山形県西川町議会 開かれた議会づくり（「議会・

議員評価」） 
議員１５、職員１     

16 

1/26 
三重県東員町 議会運営委
員会 

「議会・議員評価」制度導入の
経過ほか 

委員６、議長、事務局１ 
7 

 １２団体等   99 

 

○平成１７年 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

10/4 南足柄市議会 合同会派 
①開かれた議会づくり 
②議会の活性化(経過と検証) 

議員６名 6 

10/3 
岩内郡共和町議会総務常任
委員会 

議会改革の取り組み 委員５、総務職員１、 
事務局１  

7 

8/24 静岡県沼津市議会 開かれた議会づくり 議員１名 1 

7/12 
夕張郡栗山町 議会運営委
員会 

開かれた議会づくり 委員９、事務局１  
10 

7/06 
宮城県亘理地方町議会議長
会 

①議会・議員の評価導入 
②議会運営全般 

議長２、副議長２、 
事務局４  

8 

 ５団体   32 

 

○平成１６年 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

6/17 
青森県三戸町 議会運営委
員会 

議会活性化の取り組み 委員７、議長、事務局１  
8 

5/13 福島県桑折町議会 議会活性化の取り組み 議員１７、事務局２   19 

 ２団体   27 

 

○平成１５年 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

11/21 

宮崎県東臼杵郡町村議会議
長会(門川町、東郷町、南郷
町、西郷町、北方町、北川
町、北浦町、諸塚村、椎葉
村) ６町２村 

①議会運営 ②議会の活性
化、改革③議会報の編集④町
村合併の動向 議長９、事務局１   10 

 

○平成１４年 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

7/11 
亀岡市議会 会派(輝世クラ
ブ) 

横綱の里づくり 議員６名 6 

3/26 
恵山町議会 総務常任委員
会 

情報公開条例 委員５名 5 

 ２団体   11 

 

○平成１２年 

月日 自 治 体 名 視  察  事  項 視  察  者 
視察 
者計 

12/6 瀬棚町 議会運営委員会 
①議会の情報公開条例 
②委員会の公開状況 ほか 

委員５、正副議長、 
事務局２ 

9 
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11/10 富山県氷見市議会 
①つくり育てる漁業 
②観光行政 

議員２名 2 

10/12 
沙流郡門別町議会総務常任
委員会 

情報公開条例 委員６、職員３    9 

 ３団体   20 
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資料６ 会議・行事等の出席状況 

 

（１）本会議 

〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

 定例会４月会議 H27.4.7 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会４月第２回会議 H27.4.23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会５月会議 H27.5.29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会６月会議 H27.6.26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会８月会議 H27.8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

出席が必要な日数   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

出席日数   5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

欠席した日数   1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

 定例会９月会議（初議会） H27.9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会９月第２回会議（１） H27.9.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会９月第２回会議（２） H27.9.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会１０月会議 H27.10.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会１０月第２回会議 H27.10.21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会１１月会議 H27.11.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会１２月会議（１） H27.12.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会１２月会議（２） H27.12.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会１月会議 H28.1.21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会２月会議 H28.2.23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会３月会議 H28.3.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会３月第２回会議（１） H28.3.10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会３月第２回会議（２） H28.3.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会３月第２回会議（３） H28.3.17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 定例会３月第３回会議 H28.3.30 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

出席が必要な日数   15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

出席日数   15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 

欠席した日数   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 93% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

（２）特別委員会 

〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

 第５次福島町総合計画策定に 
関する調査特別委員会（１） H27.5.1 ○ 早 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 職 

「○」出席、「×」欠席、「△」公務欠席・病欠、「遅」遅刻、 

「早」早退、「－」無該当、「◎」委員外議員、「職」職権 
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 第５次福島町総合計画策定に 
関する調査特別委員会（２） H27.5.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

第５次福島町総合計画策定に 
関する調査特別委員会（３） H27.5.22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

第５次福島町総合計画策定に 
関する調査特別委員会（４） H27.6.5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

第５次福島町総合計画策定に 
関する調査特別委員会（５） H27.6.12 ○ ○ ○ ○ ○ 早 ○ ○ ○ ○ 職 

第５次福島町総合計画策定に 
関する調査特別委員会（６） H27.6.19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

出席が必要な日数   6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

出席日数   6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 

欠席した日数   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

 決算審査特別委員会（１） H27.9.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

 決算審査特別委員会（２） H27.9.17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

 福島町総合戦略に関する調査 
特別委員会（１） 

H27.11.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

 福島町総合戦略に関する調査 
特別委員会（２） 

H27.12.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

 福島町総合戦略に関する調査 
特別委員会（３） 

H27.12.2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

 福島町総合戦略に関する調査 
特別委員会（４） 

H27.12.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

 予算審査特別委員会（１） H28.3.14 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

 予算審査特別委員会（２） H28.3.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職 

 予算審査特別委員会（３） H28.3.16 ○ ○ ○ ○ ○ 遅 ○ ○ ○ 職 

出席が必要な日数   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

出席日数   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

欠席した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

（３）議会運営委員会 

〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

委員 委員外 

平
沼 

滝
川 

花
田 

川
村 

熊
野 

加
藤 

佐
藤 

木
村 

藤
山 

平
野 

溝
部 

 議会運営委員会（1） H27.4.7 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（2） H27.4.16 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（3） H27.4.23 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（4） H27.5.20 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（5） H27.5.29 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（6） H27.6.15 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（7） H27.6.30 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（8） H27.7.23 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（9） H27.7.30 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（10） H27.8.3 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 職 職 

出席が必要な日数   9 9 9 9 9     9 9 
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出席日数   9 9 9 9 9     9 9 

欠席した日数   0 0 0 0 0   0  0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0   0  0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 100%   100%  100% 100% 

 
〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

委員 委員外 

平
沼 

滝
川 

花
田 

川
村 

熊
野 

佐
藤 

木
村 

杉
村 

平
野 

溝
部 

 議会運営委員会（11） H27.9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― 

 議会運営委員会（12） H27.9.8 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（13） H27.9.28 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（14） H27.10.5 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（15） H27.10.21 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（16） H27.11.16 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（17） H27.11.20 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（18） H27.12.7 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（19） H27.12.22 ○ ○ ○ × ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（20） H28.1.21 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（21） H28.1.21 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（22） H28.2.23 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（23） H28.3.2 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（24） H28.3.23 × ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

 議会運営委員会（25） H28.3.30 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― 職 職 

出席が必要な日数   15 15 15 15 15    14 14 

出席日数   14 15 15 14 15    14 14 

欠席した日数   1 0 0 1 0    0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0    0 0 

出席率   93% 100% 100% 93% 100%    100% 100% 

 

 

（４）総務教育常任委員会 

〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

委員 委員外 

佐
藤 

滝
川 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

木
村 

花
田 

加
藤 

平
沼 

藤
山 

 総務教育常任委(1) H27.5.21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― 

 総務教育常任委(2) H27.6.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― 

出席が必要な日数   2 2 2 2 2 2      

出席日数   2 2 2 2 2 2      

欠席した日数   0 0 0 0 0 0      

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0      

出席率   100% 100% 100% 100% 100% 100%      

 

〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

委員 委員外 

滝
川 

川
村 

木
村 

佐
藤 

平
野 

溝
部 

杉
村 

花
田 

平
沼 

熊
野 

 総務教育常任委(3) H27.9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 

 総務教育常任委(4) H27.9.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ◎ ― ― 

 総務教育常任委(5) H27.10.29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 

 総務教育常任委(6) H27.12.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 
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 総務教育常任委(7) H28.2.24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ◎ 

出席が必要な日数   5 5 5 5 5 5  1  1 

出席日数   5 5 5 5 5 5  1  1 

欠席した日数   0 0 0 0 0 0  0  0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0  0  0 

出席率   100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100% 

 

 

（５）経済福祉常任委員会 

〔改選前〕開催はありませんでした。 

 

〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

委員 委員外 

杉
村 

花
田 

平
沼 

熊
野 

平
野 

溝
部 

滝
川 

川
村 

木
村 

佐
藤 

 経済福祉常任委(1) H27.9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 

 経済福祉常任委(2) H27.9.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 

 経済福祉常任委(3) H27.11.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ― ◎ ◎ 

 経済福祉常任委(4) H28.2.23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― 

出席が必要な日数   4 4 4 4 4 4 1  1 1 

出席日数   4 4 4 4 4 4 1  1 1 

欠席した日数   0 0 0 0 0 0 0  0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0  0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 

 

 

（６）広報・広聴常任委員会 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

町内会連合会と議会の懇談会 H27.5.7 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

出席が必要な日数   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

出席日数   1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

欠席した日数   0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
〔改選後〕開催はありませんでした。 
 
 
（７）全員協議会 
〔改選前〕開催はありませんでした。 
 
〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

 全員協議会（１） H27.12.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 全員協議会（２） H28.1.21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

出席が必要な日数   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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出席日数   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

欠席した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
（８）正副議長・委員長・議員会長会議 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

議

長 

副 
議 
長 

委員長 副委員長 委員外 

溝
部 

平
野 

平
沼 

木
村 

熊
野 

滝
川 

花
田 

川
村 

加
藤 

佐
藤 

藤
山 

正副議長・委員長・議員会長
会議（１） 

H27.7.29 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ― ― 

出席が必要な日数   1 1 1 1 1  1     

出席日数   1 1 1 1 1  1     

欠席した日数   0 0 0 0 0  0     

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0  0     

出席率   100% 100% 100% 100% 100%  100%     

 

〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

議長 
副 
議 
長 

委員長 副委員長 委員外 

溝
部 

平
野 

川
村 

平
沼 

熊
野 

滝
川 

花
田 

木
村 

杉
村 

佐
藤 

正副議長・委員長・議員会長
会議（２） 

H27.9.2 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ― 

正副議長・委員長・議員会長
会議（３） 

H28.2.23 ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ― ― 

出席が必要な日数   2 2 2 2 2  2    

出席日数   2 2 2 2 2  2    

欠席した日数   0 0 0 0 0  0    

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0  0    

出席率   100% 100% 100% 100% 100%  100%    

 
 
（９）渡島管内議会議員研修会 
〔改選前〕開催はありませんでした。 
 
〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

 渡島管内議会議員研修会 H27.12.16 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 

出席が必要な日数   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

出席日数   1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

欠席した日数   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 
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（10）渡島西部広域事務組合議会 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

議員 

佐
藤 

木
村 

溝
部 

 西部広域議会第１回臨 H27.6.1 ○ ○ ○ 

 西部広域議会第２回臨 H27.7.6 ○ ○ ○ 

出席が必要な日数   2 2 2 

出席日数   2 2 2 

欠席した日数   0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 

 

〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

議員 

花
田 

佐
藤 

溝
部 

 西部広域議会第２回定 H27.9.7 ○ ○ ○ 

 西部広域議会第３回臨 H27.10.20 ○ ○ ○ 

 西部広域議会第３回定 H27.12.4 ○ ○ ○ 

 西部広域議会第１回定 H28.2.26 ○ ○ ○ 

出席が必要な日数   4 4 4 

出席日数   4 4 4 

欠席した日数   0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 

 
 
（11）渡島廃棄物処理広域連合議会 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

議員 

平
野 

溝
部 

 渡島連合議会運営委員会 H27.7.21 ○ ― 

渡島連合議会２臨 H27.7.21 ○ ○ 

渡島連合議会全員協議会 H27.7.21 ○ ○ 

出席が必要な日数   3 2 

出席日数   3 2 

欠席した日数   0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 

出席率   100% 100% 

 
〔改正後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

議員 

佐
藤 

平
野 

 渡島連合議会２定 H27.10.22 ○ ○ 

 渡島連合議会運営委員会 H28.2.2 ― ○ 

渡島連合議会１定 H28.2.12 ○ ○ 

渡島連合議会全員協議会 H28.2.12 ○ ○ 

出席が必要な日数   3 4 

出席日数   3 4 

欠席した日数   0 0 
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遅刻・早退した日数   0 0 

出席率   100% 100% 

 

（12）渡島西部四町議会議員連絡協議会 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

 四町議員協（理事会） H27.5.29 ○ ― ― ― ― ― ― ○ ― ○ ○ 

出席が必要な日数   1       1  1 1 

出席日数   1       1  1 1 

欠席した日数   0       0  0 0 

遅刻・早退をした日数   0       0  0 0 

出席率   100%       100%  100% 100% 

 
〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

 四町議員協（視察研修） 
H27.10.7 

～9 
○ ― ○ ― ― ― ― ― ○ ― 

 四町議員協（スポーツ） H27.10.10 ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ 

 四町議員協（理事会） H28.1.26 ― ― ― ― ― ○ ―  ○ △ 

 四町議員協 
（定期総会・議員研修会） 

H28.2.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

出席が必要な日数   3 2 3 2 2 3 2 2 4 3 

出席日数   3 1 3 1 1 3 2 2 4 2 

欠席した日数   0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 50% 100% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
（13）各種行事 
 
①学校関係 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

認定こども園福島保育所 
入園式 

H26.4.3 × × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ 

福島小学校 入学式 H27.4.6 ― ― ○ ― ○ ― ― ○ ○ ○ ― 

吉岡小学校 入学式 H27.4.6 ○ ― ― ○ ― ○ ― ○ ― ― ○ 

福島中学校 入学式 H27.4.6 ○ ― ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○ 

福島商業高等学校入学式 H27.4.8 ○ ― ― ○ ― ○ ― ○ ― ― ○ 

福島幼稚園 入園式 H27.4.10 ― ― ○ ○ ― ― ― ○ ― ― ○ 

福島中学校体育大会 H27.5.17 ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ○ 

吉岡小学校・町民合同運動会 H27.5.31 ○ ― ― ― ― ○ ― ― ― ― ○ 

福島小学校 運動会 H27.6.7 ― ― ― ― ― ○ ― ○ ○ ○ ― 

認定こども園福島保育所運動会 H27.6.21 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 

出席が必要な日数   5 1 4 5 3 6 1 7 5 4 7 

出席日数   4 0 4 5 2 6 0 7 5 3 7 

欠席した日数   1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 

遅刻・早退をした日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   80% 0% 100% 100% 67% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 
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〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

福島幼稚園 うんどう会 H27.9.23 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

福島中学校 学校祭 H27.9.27 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

福島小学校 学習発表会 H27.10.17 ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ 

吉岡小学校 学習発表会 H27.10.18 ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ 

認定こども園福島保育所 
お遊戯会 

H27.11.15 ― ○ ○ ― ― ○ ○ ― ― ○ 

福島町 PTA 連合会研究大会 H27.11.22 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

福島商業高等学校学習成果 
発表会 

H27.12.22 ― ― ― ― ― ○ ― ○ ― ○ 

福島商業高等学校卒業式 H28.3.1 × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 

福島中学校 卒業式 H28.3.15 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

吉岡小学校 卒業式 H28.3.18 ― ○ ― ― ○ ○ ○ ― ― ○ 

福島小学校 卒業式 H28.3.18  ―   ― ― ―   △ 

福島幼稚園 保育証書授与式 H28.3.23 ― ○ ○ ― ― ― ○ ― ― ○ 

認定こども園福島保育所 
卒園式 

H28.3.25 × ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ 

出席が必要な日数   3 6 5 3 4 6 6 4 3 10 

出席日数   0 6 4 3 4 5 6 3 1 10 

欠席した日数   3 0 1 0 0 1 0 1 2 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   0% 100% 80% 100% 100% 83% 100% 75% 33% 10% 

 
 
②議員会・林活関係 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

町民森づくり育樹祭 H27.7.4 × × ○ × × × × × × × × 

出席が必要な日数   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

出席日数   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

欠席した日数   1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

遅刻・早退をした日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

議員会 総会 H27.9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

林活 総会 H27.9.1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

道南地区林活 役員会 H27.10.14 ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ― 

道南地区林活 総会及び研修会 H27.11.9 ― ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― 

出席が必要な日数   2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 

出席日数   2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 

欠席した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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③消防・自衛隊関係 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

福島町自衛隊父兄会総会 H27.6.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

福島消防団総合訓練大会 H27.6.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― ○ 

渡島地方消防総合訓練大会 H27.7.5 ― ― ○ ― ― ○ ○ ― ― ― ○ 

出席が必要な日数     1   1 1  1  3 

出席日数     1   1 1  1  3 

欠席した日数     0   0 0  0  0 

遅刻・早退をした日数     0   0 0  0  0 

出席率     100%   100% 100%  100%  100% 

 
〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

四署消防総合訓練 H27.10.19 ― ― ― ○ ― ― ○ ― ― ○ 

福島消防団出初式 H28.1.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

福島町自衛隊父兄会総会・ 
自衛隊入隊者激励会 

H28.3.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

出席が必要な日数   1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 

出席日数   1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 

欠席した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 
④町主催行事 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

林野火災予消防対策協議会 H27.4.16 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― × 

福島町コミュニティ運動推進協
議会 総会 

H27.4.22 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

春の交通安全大会・祈願祭 H27.5.11 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

福島町交通安全推進協議会 
総会 

H27.5.19 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

戦没者追悼式 H27.7.14 ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ 

千代の富士杯相撲大会 H27.7.19 ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ 

福島町成人式 H27.8.14 × × ○ × × × ○ ○ × ○ ○ 

出席が必要な日数   4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 7 

出席日数   3 0 2 1 1 2 2 2 0 3 6 

欠席した日数   1 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 

遅刻・早退をした日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   75% 0% 100% 50% 50% 67% 67% 100% 0% 100% 86% 
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〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

ふくしま健康フェスティバル H27.9.5 ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ 

敬老会 H27.9.19 × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

秋の交通安全運動町民大会 H27.9.24 ― ― ― ○ ― ○ ― ― ― ○ 

カントリーフェスティバル H27.10.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

高齢者ふれあいスポーツ大会 H27.10.24 ○ ○ ○ × × × ○ × ○ ○ 

福島町表彰式 H27.11.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

南北海道駅伝競走大会交流会 H27.10.31 ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― 

南北海道駅伝競走大会 H27.11.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― 

青少年の主張大会 H27.12.5 × ○ ○ × × × ○ × × ○ 

北海道新幹線開業１００日前
セレモニー 

H27.12.17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

福島町職業援護相談所総会 H28.1.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

新年交礼会・町表彰祝賀会・ 
新福島町合併 60 周年記念感
謝状贈呈者祝賀会 

H28.1.6 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

北海道大学大学院水産科学研
究院・北海道大学北方生物圏
フィールド科学センター・福
島吉岡漁業協同組合・福島町
の連携協定書調印式 

H28.1.25 ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ○ 

スポーツ・文化賞表彰式 H28.2.25 × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 

北海道新幹線開業記念福島町
両記念館オープンセレモニー 

H28.3.1 × ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ 

出席が必要な日数   9 9 10 10 9 10 9 9 11 13 

出席日数   5 8 8 8 4 7 7 6 10 13 

欠席した日数   4 1 2 2 5 3 2 3 1 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   55.6% 88.9% 80.0% 80.0% 44.4% 70.0% 77.8% 66.7% 90.9% 100% 

 

 

⑤その他団体関係 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

商工会青年部 通常総会 H27.4.10 ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ― ○ 

福島町観光協会 通常総会 H27.4.14 ― ― ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ○ 

福島町相撲協会 定期総会 H27.4.24 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ 

老人クラブ連合会 総会 H27.5.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

女だけの相撲大会 H27.5.10 ― ― ― ― ― ○ ○ ― ― ○ ○ 

福島町商工会 通常総会 H27.5.18 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― △ 

原水爆禁止国民平和大行進 H27.5.28 ― ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ○ 

わんぱく相撲函館場所福島大会 H27.6.14 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ ○ 

吉岡総合センター建設工事 
安全祈願祭 

H27.6.22 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 

北海道中学校体育大会（第 36
回北海道中学校相撲大会） 

H27.7.26 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ 

やるべ福島イカまつり H27.8.13 ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― 

出席が必要な日数   1 1 2 2 1 5 5 3 1 5 9 

出席日数   1 0 2 2 1 5 5 3 1 4 9 

欠席した日数   0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

遅刻・早退をした日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 
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〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

カントリーフェスティバル H27.10.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ― 

自由民主党北海道第八選挙区
支部 移動政調会 

H27.11.2 ○ ― ○ ― ○ ○ ○ ― ○ ― 

福島町 PTA 連合会研究大会 H27.11.22 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

福島吉岡野球スポーツ少年団 
結成４０周年記念祝賀会 

H27.11.29 ○ × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 

福島町職業援護相談所総会 H28.1.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

福島吉岡漁業協同組合 新事
務所落成式 

H28.2.14 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

農業協同組合 通常総会 H28.2.18 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ 

森林組合 通常総会 H28.2.25 ― ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ 

椎茸生産組合定期大会 H27.3.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ 

北海道新幹線開業安全祈願祭 H28.3.24 ― ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ― ○ 

出席が必要な日数   2 2 3 2 2 3 4 2 3 8 

出席日数   2 1 3 2 2 3 4 1 3 8 

欠席した日数   0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

遅刻・早退した日数   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

出席率   100% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 

 

 

⑥行政視察等受入れ関係 
〔改選前〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 

平
沼 

加
藤 

佐
藤 

滝
川 

花
田 

木
村 

藤
山 

川
村 

熊
野 

平
野 

溝
部 

鹿児島県日置市議会 H27.4.15 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ 

宮城県色麻町議会 H27.7.6 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ 

福井県若狭地方町村議会議長会 H27.7.22 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ 

栃木県那須町議会 H27.8.4 ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ 

出席が必要な日数   3         4 4 

出席日数   3         4 4 

欠席した日数   0         0 0 

遅刻・早退をした日数   0         0 0 

出席率   100%         100% 100% 

 
〔改選後〕 

会議 ・ 行事名 年月日 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 

杉
村 

滝
川 

川
村 

花
田 

木
村 

平
沼 

佐
藤 

熊
野 

平
野 

溝
部 

石川県中能登町議会 H27.10.7 ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ○ 

熊本県菊陽町議会 H27.10.15 ― ― ― ― ― ○ ― ― ― ○ 

長野県木曽町議会 H27.11.26 ― ― ― ― ― ○ ― ― ○ ○ 

出席が必要な日数        3   1 3 

出席日数        3   1 3 

欠席した日数        0   0 0 

遅刻・早退した日数        0   0 0 

出席率        100%   100% 100% 
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資料７ 議長・副議長の出張等 

〔改選前〕 

№ 用       務 出張地 年 月 日 
溝
部 

平
野 

1 第 14 回北海道福島会総会 東京都 H27.4.11 ～ H27.4.13 ○ － 

2 工藤函館市長当選に伴う表敬訪問 函館市 H27.4.27   ○ － 

3 渡島総合開発期成会役員会 函館市 H27.5.12   ○ － 

4 渡島総合開発期成会定期総会 函館市 H27.5.25   ○ － 

5 平成 27 年度町村議会議長・副議長研修会 東京都 H27.5.25 ～ H27.5.27 ○ ○ 

6 渡島西部四町議会議員連絡協議会第 1 回理事会 知内町 H27.5.29   ○ ○ 

7 九重親方還暦を祝う会 東京都 H27.5.31 ～ H27.6.1 ○ － 

8 
北海道町村議会議長会定期総会・渡島町村議会議

長会臨時総会、議長・事務局長研修会 
札幌市 H27.6.16 ～ H27.6.18 ○ － 

9 
札幌福島会総会出席・北海道立埋蔵文化財センタ

ー視察 
札幌市 H27.6.20 ～ H27.6.21 ○ ○ 

10 渡島総合開発期成会 札幌・東京要望 
札幌市・ 

東京都 
H27.6.23 ～ H27.6.25 ○ － 

11 渡島地方消防総合訓練大会 木古内町 H27.7.5   ○ － 

12 
函館地方検察庁検事による佐藤卓也町長の事前収

賄罪に関する事情聴取 
函館市 H27.7.15   ○ － 

13 佐藤卓也町長の不信任決議通知書の送致 函館市 H27.8.4   ○ ○ 

 

〔改選後〕 

№ 用       務 出張地 年 月 日 
溝
部 

平
野 

1 改選に伴う議会用務 
函館市 

ほか 
H27.9.3   ○ ○ 

2 改選に伴う北海道町村議会議長会等表敬訪問 札幌市 H27.9.25 ～ H27.9.26 ○ ○ 

3 日本ハムファイターズ招待試合観戦 札幌市 H27.9.20   ○ － 

4 渡島西部四町議会議員連絡協議会視察研修 
余市町 

ほか 
H27.10.7 ～ H27.10.9 － ○ 

5 渡島西部四町議会議員連絡協議会 スポーツ大会 知内町 H27.10.10   ○ ○ 

6 渡島管内市町議会議員研修会 北斗市 H27.10.13   ○ ○ 

7 
都道府県議会議員・市区町村議会議員総務大臣感

謝状贈呈式 
東京都 H27.10.15 ～ H27.10.16 ○ － 

8 北海道新幹線知事フォーラム 札幌市 H27.10.17 ～ H27.10.18 ○ ○ 

9 
渡島西部四町議会議員連絡協議会 視察研修に向

けた事務打合せ 
松前町 H27.10.26   ○ － 

10 長野県木曽町合併 10 周年記念式典 長野県 H27.10.31 ～ H27.11.2 ○ － 

11 
第 59 回町村議会議長全国大会・全国過疎地域自

立促進連盟第 46 回定期総会 
東京都 H27.11.10 ～ H27.11.13 ○ － 

12 はこだて福島会総会 函館市 H27.11.21   ○ ○ 

13 
「かき小屋知内番屋」オープニングセレモニー・

祝賀会 
知内町 H28.1.7   － ○ 
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14 
道の駅「みそぎの郷きこない」施設内覧会・オー

プンレセプションパーティー 
木古内町 H28.1.12   ○ － 

15 長崎県松浦市市制施行 10 周年記念式典 長崎県 H28.1.15 ～ H28.1.17 ○ － 

16 渡島西部四町議会議員連絡協議会第 2 回理事会 知内町 H28.1.26   － ○ 

17 福島商業高等学校存続要望 札幌市 H28.1.28 ～ H28.1.29 － ○ 

18 
渡島西部四町議会議員連絡協議会定期総会・議員

研修会 
知内町 H28.2.15   ○ ○ 

19 渡島町村議会議長会定期大会 函館市 H28.2.19   ○ － 

20 

北海道新幹線新青森・新函館北斗間しゅん工開業

式・祝賀会・道南いさりび鉄道開業祝賀会・北海

道新幹線木古内開業記念祝賀会 

函館市・ 

木古内町 
H28.3.26   ○ － 
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資料８ 議会の評価・議員の自己評価の結果 

（１）平成２７年度分の「議会評価」結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【 評価の分類：○＝「概ね一定の水準にある」 △＝「一部水準に達成していない」 ▲＝「取組みが必要」 】 

 議会は、町民に議会・議員の活動内容を周知
し、情報を共有することにより、議会活動の活
性化を図るため、しっかりと現状を把握し議会
の評価を行っています。 
 議会活動を主要 10 項目と具体的な 36 項目に
区分し議員・会の活動状況の基礎資料と、全
国・全道の町村議会の実態や先進的な運営をし
ている議会などと比較検討し、議会運営委員会
（ 4 月 22 日決定）が評価して町民に公表するも
のです。 
 

 昨年度との比較で良化・悪化した項目はありま 
せんでしたが、本年度も引き続き、「町民が実感 
できる政策を提言する議会」を目指し、評価結果 
・諮問会議の意見を参考にしながら新たな課題を 
設定し、豊かな町づくりのために不断の努力を続
け 
てまいります。 
 
＊1.議会の活性度、③討論、④討議については、諮問会
議の意見をいただき、今回から③討議・討論（本会
議）、④討議（委員会）と改正しております。 

主要 
評価 
項目 

具体的な項目 
過去 3 年間の評価 Ｈ27 

評価 
4 年間の総合的な視点を含んだコメント 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

１． 
議会の 
活性度 

①一般質問 △ △ △ △ 
昨年度に比べ延べ人数は５人、項目数では５件減少した、１定例会平均質問率 29.6％
（全国 51.7％、全道 39.1％、渡島管内 34.4％）となっている。より積極的な一般質問
への取組みが必要である。昨年度と同様、一般質問の追跡調査を実施している。 

②質 疑 ○ ○ 〇 〇 

本会議を始めとし、予算・決算審査特別委員会の審議も活発に行っている。引き続き質
疑内容を充実する。 
（本会議の質問率：定例 76.1％、定例外 27.0％） 
(平均質問者・件数：定例 7.0 人、50.0 回 定例外 2.5 人、9.0 回） 

③討議・討論（本会議）    △ 
事前勉強会等の実施により本会議での討議・討論は少ないものとなっているが、引き続
き論点・争点を明らかにした討議・討論への取組みが必要である。（H26＝本会議 2 件 
延べ 6 人、H27＝本会議 1 件 延べ 1 人） 

④討議（委員会）    ○ 
各種委員会において質疑・意見交換で出された内容を論点整理した項目に沿って活発な
議員間討議を行っている。 
（H27 開催日数：常任委員会=10 日、特別委員会=24 日） 

⑤議員提案 ○ ○ 〇 〇 
一般質問項目を常任委員会で検討しているが、所管調査としての取組みは行っていな
い。所管事務調査結果を行政側に手交することで議会の考えが政策等に反映されるよう
になっている。政策を反映する条例提案までには至っていない。 

⑥文書質問 △ △ △ △ 
質問が特定の議員に偏っている。政策提案等に向けた文書質問への取組みが必要であ
る。（H26＝実 2 人、8 項目 H27＝実 3 人、5 項目） 

２． 
議会の 
公開度 

①委員会の公開 ○ ○ 〇 〇 本年度は 100％公開し、委員会もライブ中継を行っている。 

②審議記録の公開 ○ ○ 〇 〇 ホームページで全て公開している。 

③審議前の会議資料の公開 ○ ○ 〇 〇 
ホームページの容量的制限を受けるもの（予算書など）以外は、基本的に全て公開して
いる。 

④議会経費の公開 ○ ○ 〇 〇 決算内容を含め、交際費及び政務活動費などの詳細も全て公開している。 

⑤視察報告の公開 ○ ○ 〇 〇 本会議及びホームページで公開している。 

⑥全員協議会の公開 ○ ○ 〇 〇 ライブ中継及び録画配信を行っている。 

⑦会議公開の充実 
(ライブ中継) 

○ ○ 〇 〇 
H27 年度には配信機器の更新を実施し、より鮮明に配信することができている。また、
町民からの要望に伴い、スマートフォンでの視聴も可能としている。（録画配信のみ）  
全道＝69 議会 

３． 
議会の 
報告度 

①議会だより・速報版等
の発行 

○ ○ 〇 〇 
議論状況や内容をより分かりやすくまとめ、質疑等の掲載も充実させた。今後はより見
やすい大きな文字サイズでの発行が課題である。 全道＝単独発行 119 議会 

②議会ホームページの運
用 

○ ○ 〇 〇 
H28 年 3 月より議会ホームページをリニューアルした。引き続き、迅速な公開に努める。 
全道 HP＝119 議会 

４． 
住 民 
参加度 

①各種団体との懇談会の
開催（常任委員会の活
動） 

△ △ △ △ 
テーマと開催方法（住民主催等）を工夫した取組みが必要である。 
[懇談会：H25＝1 回、H26＝0 回、H27＝0 回、出前議会：H24＝1 回] 

②町民と議員との懇談会
の開催 

○ ○ 〇 〇 
H27 は町内会長を対象に懇談会を開催。引き続き懇談内容の充実への取組みが必要であ
る。（H26＝6 日間・18 会場 156 人、H27＝1 日間・1 会場 30 人）全道＝63 議会 

③参画者への対応と参加
度 

○ ○ 〇 〇 

参画者にも同様の資料を用意している。討議への参画が課題である。 
（H26＝定例 51 人、平均 12.8 人  定例外 25 人、平均 3.1 人） 
（H27＝定例 20 人、平均 5.0 人  定例外 48 人、平均 4.0 人） 
（全道平均＝定例 10.6 人、定例外 1.2 人） 

④休日･夜間議会の開催 ○ ○ 〇 〇 
H19 から夜間議会を開催している。休日議会は未実施である。 
（H26＝15 人、H27＝12 人） 全道＝夜間 8 議会、休日 6 議会 

 ※１「討論」とは、議会の本会議において、表決の前に、議題となっている案件に対し、賛成か反対の議員個々の意思を

表明すること。 
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主要 
評価 
項目 

具体的な項目 
過去 3 年間の評価 Ｈ27 

評価 
4 年間の総合的な視点を含んだコメント 

Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

５． 
議会の 
民主度 

①一般質問の一問一答方
式 

○ ○ ○ 〇 
一問一答方式を実施している（H12）。質問回数と時間制限の規定を廃止している（H20）。  
全道＝115 議会 

②説明員との対面方式 ○ ○ ○ 〇 庁舎建設時から実施している（H6）。  全道＝127 議会 

③一般質問の答弁書配付 
〇 ○ ○ 〇 

実施済み（H13.9）。質問に関する的確な（漏れや補足答弁を必要としない)通告書、答
弁書となるように改善していくことが必要である。 

６． 
議会の 
監視度 

①長との適正な関係の維
持 

○ ○ ○ 〇 
福島町議会議員の不当要求行為等を防止する条例を制定して（H20）、町長との適正な緊
張関係を維持している 

②全員協議会の適切な運
用 

○ ○ ○ 〇 事前協議となるような執行者からの要請による開催はしない。 

③議会権能（けん制･批
判･監視等）の適切な遂
行 

○ ○ ○ ○ 
常任委員会等の所管事務調査結果を手交している。一般質問等の追跡調査要綱を作成し
H27.3 月会議から実施している。 
（H27＝3 月第 2 回会議 3 件、予算審査特別委員会 2 件） 

７． 
議会の 
専門度 

①所管事務調査の充実強
化 

○ ○ ○ 〇 

常任委員会の所管事務調査は論点・争点を整理し委員間で討議し意見をまとめている。
調査意見を行政側に説明し手交することで委員会の意向が政策に反映されるようになっ
た。また、H25 より一般質問項目を対象とした所管事務調査に取り組んでいる。〔H27 調
査件数 8 件〕 

②政策立案･審議能力の向
上強化 

 
○ ○ ○ 〇 

H25.12 月に「第 5 次福島町総合計画策定に係る提言書」として 83 の課題項目を設定し、
それぞれの解決に向けた方策等の考え方を示し町長に提出した。H27 年度に調査した「第
5 次福島町総合計画策定に関する調査特別委員会」においても、提言書の内容にこだわ
りを持ち議論し、数値目標の設定など議会としての意向が反映される形となっている。 
また、「福島町総合戦略に関する調査特別委員会」においても、活発な質疑・意見交換
を行い、2 月会議において議決する形となった。 

③議決権範囲の拡大 ○ ○ ○ 〇 
町の主要計画を議決対象としたことで、各計画が広く認識され内容の充実にも繋がった。
2 月会議において「福島町人口ビジョン・総合戦略」を追加する条例改正を行った。 

８． 
事務局 
の充実 
度 

①議場・委員会室の整備充
実 

○ ○ ○ 〇 
H27 に議場映像設備更新事業を実施し、より鮮明に映像を配信できるようになった。ま
た、スマートフォンでの視聴も可能となった。H28 には「議場等音響設備更新事業」の実
施を予定している。 

②事務局の充実強化 ○ ○ ○ 〇 
情報公開の迅速化、充実した情報・資料収集、法務能力の向上などに取り組んでいる。
体制は正職員 3 人、臨時 1 人で充実している。 

９． 
適正な 
議会機 
能 

①法規定以外の執行部付
属機関への委員就任廃止 

○ ○ ○ 〇 
法定となっている、民生委員推薦委員会、都市計画審議会、青少年問題協議会のみ就任
している。 

②適正な議会経費 ○ ○ ○ 〇 
諮問会議の答申を踏まえ、適正な議会活動費の基準となる標準額を決定した。（標準額
＝3,184 千円・H27 決算見込額＝3,228 千円） 

③議会の自主性強化 ○ ○ ○ 〇 「議会基本条例見直し検討による行動計画」に基づき課題に取り組んでいる。 

④議会付属機関の設置 ○ ○ ○ 〇 
福島町議会基本条例諮問会議を設置し毎年度数項目を諮問し、それぞれ答申を受け議会
活動に反映している。 

⑤系統議長会の体制整備 △ ○ ○ 〇 
道議長会に対し、町村議会が利用しやすいホームページへの見直しを要望している。（資
料提供、道内の町村議会へのリンク等） 

10． 
研修活 
動の充 
実強化 

①研修の効率的な取組み ○ ○ ○ 〇 

本会議等の事前勉強会を実施し議案等の要点や問題点を確認している。議員研修会の報
告会を開催し情報共有を図っている。議員会において、北海道立埋蔵文化財センター（江
別市）の視察を行い、館崎遺跡出土品の状況を確認した。 
（H26＝勉強会・本会議 4 回、常任委員会・2 回、報告会 2 回） 
（H27＝勉強会・本会議 2 回、議員会視察研修 1 回（江別市）） 

 

 

 平成 28 年 5 月 16 日(月)に開催された「議会基

本条例諮問会議」において、平成 27 年度分の議会

評価の内容等を検討していただきました。 

 諮問会議条例第 2 条に基づき、議長から調査審

議を求められている事項のうち、平成 27 年度分の

議会評価について、議会で決定した評価項目ごと

の内容を検討し、次のとおり諮問会議の意見と改

善内容をまとめましたので、その概要をお知らせ

します。 

１．議会の活性度（16 ページの内容） 

  評価項目「③討論」と「④討議」について、評価 

 対象が曖昧なため項目の整理を行ったほうが良い。 

 

  →評価項目を一部変更しました。 

   ③討論 → ③討議・討論（本会議） 

   ④討議 → ④討議（委員会） 

  ※平成 27 年度の評価から適用しておりますので、 

   過去３年間の評価は空欄としています。 

議会評価に対する 諮問会議の意見 
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（２）平成２７年度分の「議員の自己評価」結果 

 

平成 27 年分の議会活動から始めた議員の自己評価は、今回で 11 回目となります。議員自己
評価は、10 名から提出がありました。右表のとおり 5 分野について具体的に取り組んだ事項
を 3 段階で自己評価したものです。 

集計の結果、「取組の評価」については、項目全体の 134 項目中、「○ほぼ満足」は 55 件
で 41%、「△努力が必要」は 59 件で 44%、「▲さらに努力が必要」は 20 件で 15%となりまし
た。 

取組の評価では「○ほぼ満足」が 41%であるが、結果の評価では 29%と大きく差がありま
す。このことから、今後も各議員の取り組みが今まで以上に結果として反映されるように努力
する必要があります。 

また、議員個人としての活動について、3 名の議員から報告がありました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

○議員別の評価集計 

議 員 名 杉村志朗 滝川明子 川村明雄 花田 勇 木村 隆 平沼昌平 
項    目 取組 結果 取組 結果 取組 結果 取組 結果 取組 結果 取組 結果 

〇 ほぼ満足 3 0 2 4 4 1 9 5 9 6 9 6 
△ 努力が必要 9 9 10 6 3 4 0 4 1 4 7 10 
▲ さらに努力が必要 1 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 

計 13 13 12 12 7 7 9 9 12 12 16 16 
 

議 員 名 佐藤孝男 熊野茂夫 平野隆雄 溝部幸基 合  計 

項    目 取組 結果 取組 結果 取組 結果 取組 結果 取組 結果 

〇 ほぼ満足 7 5 9 8 1 2 2 2 55 39 

△ 努力が必要 2 4 0 1 12 11 15 12 59 65 

▲ さらに努力が必要 0 0 0 0 5 5 12 15 20 30 

計 9 9 9 9 18 18 29 29 134 134 
 

〔分野別の評価種類は、次のとおり省略しています。「取組」＝取組の評価  「結果」＝結果の評価〕 

 

○議員個人としての活動 

 川村明雄 花田 勇 熊野茂夫 溝部幸基 
報告会等の実施 ― 4 3 1 

議員だよりの発行 ― ― ― ― 
個人ホームページの開設 ○ ― ― ○ 

そ の 他 ―― ― ― ― 

 

●議員活動の目標（公約） 

選挙公報による公約とともに、適正な議会・議員の役割を果たすために、前年の自

己評価による反省点や課題などを翌年の議会・議員活動の目標（公約）として、平成

19 年から公表しています。 

本年度は、10 名の議員で総数 134 項目（昨年度：10 名提出 142 項目）となりまし

た。 
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分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行

政 

各公共施設の確認 △ △ 

過疎地域の援助に対し支援 △ ▲ 

地元企業支援体制の考え方 △ ▲ 

財

政 
町民に負担のない健全財政の確立 △ △ 

経

済 

遊休農地の確認・推進 △ △ 

地元産業（後継者）支援の確立 △ △ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

福祉 

住民環境の実施体制 △ △ 

障害者支援 ▲ ▲ 

高齢化社会に対応した葬祭費の見直し △ ▲ 

教育 
福島高校存続の確立 ○ △ 

いじめのない学校管理運営 △ △ 

その他 
将来人口減少対策 ○ △ 

新幹線開業に向けた集客対策 ○ △ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行政 
防止の町づくりへ推進 △ △ 

男女共同参画の推進 △ △ 

財政 住宅リフォーム助成を △ ▲ 

経済 
若者雇用の場づくりを中心に住宅対策 △ △ 

特養ホームの増床 △ ▲ 

福祉 
保育料の見直し △ ○ 

ゆとらぎ館の改築 △ △ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

教育 

学校給食費の見直し △ ○ 

いじめを絶対許さない対策推進 △ △ 

高校存続対策 △ △ 

その他 
議会基本条例に基づく活動の推進 ○ ○ 

町内会を中心にボランティア活動の推進 ○ ○ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行政 定住及び少子化対策への政策提言 ○ △ 

財政 ふるさと応援基金や財政調整基金の有効活用の推進 △ ▲ 

経済 空き家の利活用や処理対策の推進 △ △ 

福祉 少子化対策への対策と子育て支援問題への提言 ○ ▲ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

教育 福島高校存続対策の推進 ○ △ 

その他 
館崎縄文土器に関するまち興し対策への考察 △ △ 

道路等身近な生活環境の改善対策 ○ ○ 

 

杉 村 志 朗 67 歳 

sa 

 

経済福祉常任委員    議員歴 17 年   

 

滝 川 明 子 74 歳 
総務教育常任委員、 

議会運営委員会副委員長 
議員歴 25 年   

 

川 村 明 雄 70 歳 総務教育常任委員長、議会運営委員 議員歴 9 年   

 

｢議員｣の評価結果（個人票） 

評価の分類： ○＝「ほぼ満足」 △＝「努力が必要」 ▲＝「さらに努力が必要」 

評価期間：平成２７年４月～平成２８年３月 

※杉村議員のみ平成２７年９月～平成２８年３月まで 
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分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行政 

第５次福島町総合計画の遅れている事を早急に進め

ていくこと。 
○ ○ 

人口減少に対する対応について。 ○ △ 

財政 
厳しい財政の中、今必要か不必要かをチェックして

行きたい。 
○ ○ 

経済 

一次産業の町づくりに努力したい ○ △ 

水産・農業については特に力を入れたい。 ○ ○ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

福祉 
老人ホームの少ない中で、住宅介護に対する支援

を充実させて行かなければと考える。 
○ △ 

教育 
高等学校存続のための支援策。 ○ ○ 

小中学校においては道徳教育が必要。 ○ ○ 

その他 各種・行事や視察、研修等へ参加。 ○ ○ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行政 
総合計画・地域総合戦略への提言 ○ ○ 

公務員採用の見直し（社会人枠） ○ ○ 

財政 助成金使用のチェック ○ ○ 

経済 

道の駅の方向性の確立 ○ △ 

企業振興条例の検証 ○ △ 

吉岡総合センターの利活用 △ △ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

福祉 空き家利活用対策 ○ ○ 

教育 

高校存続活動強化 ○ ○ 

町民プール畝委の見直し（利用料等） ▲ ▲ 

タブレット利用教育の実現に向けた対応 ▲ ▲ 

その他 
青年部活動の充実 ○ △ 

監査委員としての研鑽を積む ○ ○ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行政 

雇用の場の創出に向けた提言 ○ ○ 

渡島西部四町各自治体との広域連携と広域的観点か

ら人口減少と地方創生に向けての取組みに対して提

言をする。 

△ △ 

財政 
効果的な事務事業を検証し、経費節減に対して提言

する。 
△ △ 

経済 

後継者育成と定住化促進に向けての提言。 △ △ 

一次産業に対する施設整備の提案と経営安定化に対

する提言。 
○ △ 

町内インフラ整備の充実と保守維持体制の推進に対

する提言。 
○ △ 

福祉 

高齢者の生活環境の充実とサポート体制の提言。 △ △ 

在宅介護支援体制の充実と子育て世代の支援体制の

提言。 
△ ○ 

健康な町づくりに対する保健医療環境の充実した体

制づくりの提言。 
△ △ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

教育 

道徳教育を中心とした教育体制の提言 △ △ 

少子化による学校教育の環境整備と地域環境の
在り方について提言。 

○ △ 

社会教育の充実と施設環境の整備に対しての提
言。 

○ △ 

その他 

松前半島高規格道路整備推進に向けた取組体制
の提言。 

○ ○ 

有害獣駆除に対する後継者育成支援の充実と後
継者確保及び事業の広域的（4 町）取組みの環境
整備に対する提言。 

○ ○ 

吉岡支所の効率的活用とそれに伴う行政サービ
スの推進。 

○ ○ 

吉岡総合センターの活用と運営に対しての提
言。 

○ ○ 

安心安全な道路網の整備と保全体制の充実に対
しての提言。 

○ ○ 

公共施設の指定管理者制度導入に対しての提
言。 

○ ○ 

隔たりのない公益性の充実のためＮＰＯ法人立
ち上げに対する提言。 

○ ○ 

水産加工事業に対する支援体制と雇用体制の充
実に対しての提言。 

○ ○ 

漁業の新たな養殖事業や既存養殖事業の環境整
備の支援体制の提言。 

○ ○ 

 

花 田   勇 75 歳 
経済福祉常任委員会副委員長、議会運営委員、 

渡島西部広域事務組合議会議員 
議員歴 5 年   

 

木 村  隆 36 歳 
総務教育常任委員会副委員長、 

議会運営委員    
議員歴 11 年   

 

平 沼 昌 平 60 歳 議会運営委員長、経済福祉常任委員    議員歴 6 年   
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分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行政 第５次福島町総合計画明確化 ○ ○ 

財政 無駄のない財政健全化取組み ○ ○ 

経済 
漁業・農業の振興（新規就業者の確保と育

成） 
○ △ 

福祉 介護予防医療の推進 △ △ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

教育 

学校給食センターの地場産物の強化 ○ △ 

福島高校存続推進 ○ ○ 

体験学習実施 △ △ 

その他 
各種行事参加 ○ ○ 

町内会活動の参画 ○ ○ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行政 

「総合計画条例」への推進・提言 ○ ○ 

各公共施設の整備・改修への提言 ○ ○ 

「総合防災計画」制定の推進と諸提言 ○ ○ 

財政 
財政健全化の取組み（将来を見据えた予算編成への

提言） 
○ ○ 

経済 水産業、農林業、商工業の振興のための諸提言 ○ ○ 

 

 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

福祉 

高齢者が利用しやすい公共施設の改修への提言 ○ △ 

介護保険とその健全な財政運営への諸提言 ○ △ 

国民健康保険会計とその健全な財政運営への諸提言 ○ △ 

教育 
教育環境の再編と充実のための諸提言 ○ ○ 

小・中学生の基礎学力向上への提言 ○ ○ 

その他 生活環境の改善への提言 ○ ○ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行政 

町基盤産業の支援・町内景気の活性化 ▲ ▲ 

自然環境保全・汚染防止対策 △ △ 

各公共施設の管理運営 △ △ 

松前半島高規格道路推進 ▲ ▲ 

財政 
福島川改修事業の推進 △ △ 

町施設の利用促進・円滑な管理運営 △ △ 

経済 

町内特産物のブランド化の促進 ▲ ▲ 

町内起業家の育成、支援対策 △ △ 

町内各産業の新たなブランド開発推進 ▲ ▲ 

インターネット活用販売促進 △ △ 

高齢化等における水産加工場への対応 △ △ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

福祉 健康な町づくりの推進・医療費助成 △ ○ 

教育 

給食を通した食育と地産地消促進 △ △ 

少子化の中の教育行政の見直し △ △ 

生涯学習の専門指導者の配置 ▲ ▲ 

その他 

学校における相撲の推進 ○ ○ 

吉岡温泉の円滑な管理運営 △ △ 

横綱ビーチの利用促進 △ △ 

 

佐 藤 孝 男 69 歳 
総務教育常任委員、渡島西部広域事務組合議

会議員、渡島廃棄物処理広域連合議会議員 
議員歴 21 年   

 

熊 野 茂 夫 66 歳 経済福祉常任委員長、議会運営委員    議員歴 5 年   

 

平 野 隆 雄 67 歳 
副議長、総務教育常任委員、経済福祉常任委員、 

広報・広聴常任委員長、渡島廃棄物処理広域連合議会議員    
議員歴 20 年   
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分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

行政 

「両基本条例」の目的達成に向けた活動推進 

（総合計画条例に関する提言） 
△ △ 

行政情報の公開・共有の積極的推進 △ △ 

広域行政の連携推進 ▲ ▲ 

行政サービスの効率的な運営への提言 

（外部委託・時間差出勤・研修等） 
△ ▲ 

防災対策の提言（災害弱者・訓練・冬季対策等：危

機管理に関する研修） 
△ ▲ 

浄化槽（下水道整備）の普及推進 ▲ ▲ 

財政 

財政健全化への取り組み（予算・決算審査・行政評

価充実：基金の有効活用） 
△ △ 

公共施設白書に関する研修、退職手当制度の抜本的

改善 
△ △ 

経済 

新しい仕事の創出（起業）に挑戦できる支援システ

ムの創設 
△ △ 

異業種連携による「福島ブランド」の開発 ▲ ▲ 

インターネット販売（地場産品）の推進 

（町ＨＰの積極的活用等） 
▲ ▲ 

地球温暖化対策の提言（リサイクル事業・生ごみ堆

肥化・森林整備等） 
▲ ▲ 

福祉 

「健康な町づくり」（全町的な取り組み）で医療費

の節減 
▲ ▲ 

予防医療の推進 ▲ ▲ 

在宅介護支援体制の整備 ▲ ▲ 

 

分野 具 体 的 な 項 目 
評 価 

取組 結果 

教育 

広範な分野（産業・福祉・生涯学習等）の人材育成

基金創設 
△ △ 

子どもや高齢者が積極的に参加する幅広い生涯学

習の推進 
▲ ▲ 

「子育て基本条例」制定に向けた取組み 

（情報収集・研修） 
▲ ▲ 

「自分（達）ですべき事は自分（達）でする」主体性を

もった自治活動の推進 
▲ ▲ 

食育・地産地消の推進（「食育基本計画」制定→情

報収集・実践計画・研修） 
△ △ 

その他 

わかりやすく、町民が参加出来る議会の実現（議会

基本条例の周知） 
△ △ 

活発な討議（討論）ができる議会の実現 △ △ 

政策的な提案のできる議会の実現 △ △ 

町議会議員選挙への供託金制度導入 ▲ ▲ 

インターネット映像配信システムの充実 

（光回線の整備） 
△ ▲ 

幅広い情報収集、積極的な研修参加 △ △ 

視察の積極的な受け入れ（日置市・色麻町・柴田

町・若狭地方議長会・那須町・中能登町、木曽町他

計９団体 72 名：1 市 10 町村 1 新聞社） 

○ ○ 

ホームページの充実（提案、情報発信、参加型） △ △ 

各種行事、研修への積極的な参加 

（活動実日数 275 日） 
○ ○ 

 

溝 部 幸 基 68 歳 議長、総務教育常任委員、経済福祉常任委員 

渡島西部広域事務組合議会議長    
議員歴 36 年   
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（３）平成２８年度の「議員活動の目標」（公約） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議員活動の目標（公約）（個人票） 
目標期間：平成２８年４月～平成２９年３月 

 

目標期間：平成２１年１月～１２月 

 

杉 村 志 朗 滝 川 明 子 

川 村 明 雄 花 田  勇 

分野 具体的な目標項目 

行政 
各町内会の会館の存続廃止対応 

地元企業支援の充実 

財政 町民に負担のない財政の確立 

経済 
遊休農地の確認・推進 

地元産業支援の確立 

福祉 

住民環境（安心できる）対応 

障害者支援 

高齢化に対応した葬祭費の見直し 

教育 いじめのない学校運営管理 

その他 

将来人口減少対策 

岩部地区方面（観光及び崩落石）対策 

横綱ビーチの有効活用 

 

分野 具体的な目標項目 

行政 
定住及び少子化対策への政策提言 

住民が誇れる魅力ある景観等まちづくり提言 

財政 
ふるさと応援基金及び財政調整基金の有効活用 

町総合計画と将来的安定財源の確保、推進 

経済 
空き家の利活用や処理対策の推進 

企業支援対策の推進と定住支援環境の整備 

福祉 
少子化対策と子育て支援対策の推進 

吉岡温泉ゆとらぎ館改修案の提言 

教育 
福島高校継続対策の推進 

小、中、高一貫教育の考察と提言 

その他 

館崎縄文土器に関するまち興し対策への考察 

道路等身近な生活環境の改善対策の推進 

町内会を始めとする各種ボランティア活動の実践 

 

分野 具体的な目標項目 

行政 
防災の町づくりへ推進 

男女協同参画の推進 

財政 住宅リフォーム助成を 

経済 
若者雇用の場づくりを中心に定住対策 

特養ホームの増床 

福祉 ゆとらぎ館の早期建替を 

教育 
いじめを絶対許さない対策推進 

高校存続対策推進 

その他 
議会基本条例に基づく活動の推進 

町内会を中心にボランティア活動の推進 

 

分野 具体的な目標項目 

行政 
町民が何を望んでいるのかよく声を聞き、スピードある行

政であるよう取組む 

財政 
健全財政を確保して行かなければ健全なる行政運営はでき

ないと思っており、十分な議論をして行きたい。 

経済 

今後も一次産業の活性化のために努力をし増養殖（水産

業）を提言し、地場産業として成立するように取組みた

い。 

福祉 
福祉は分野が広く、場当たり的なことではなく長いスパン

で何が一番必要なのか自分なりに考えを提言する。 

教育 
小中学校の学力向上の推進。高等学校の存続のため引続き

支援策を推進する。 

その他 

NPO 法人による公共施設の指定管理制度 

福島町の歴史についての提言 

各種行事への参加 
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木 村   隆 佐 藤 孝 男 

平 沼 昌 平 

分野 具体的な目標項目 

行政 
人材育成政策の利活用 

道路政策への調査（228 号線や松前半島道路） 

財政 定例、決算審査をしっかりと行う（監査委員） 

経済 

水産被害対策 

新しい企業応援政策への提言 

サーモン、あわびの新しい養殖政策に対する研究と提案 

福祉 空き家リフォーム政策 

教育 高校存続への働きかけ 

その他 
青年部活動の強化（渡島青連事業への参加） 

福島会や姉妹町との交流 

 

分野 具体的な目標項目 

行政 雇用の場の創出に向けた提言 

財政 効率的な事務事業を検証し、経費削減に対して提言する。 

経済 

後継者育成と定住化促進に向けての提言 

一次産業に対する施設整備の提案と経営安定化に対する提

言 

町内インフラ整備の充実と保守維持体制の推進に対する提

言 

福祉 

高齢者の生活環境の充実とサポート体制の提言 

在宅介護支援体制の充実と子育て世代の支援体制の提言 

健康な町づくりに対する保健医療環境の充実した体制づく

りの提言 

教育 

少子化による学校教育の環境整備と地域環境のあり方につ

いて提言 

社会教育の充実と施設環境の整備に対しての提言 

 

 

分野 具体的な目標項目 

その他 

松前半島高規格道路整備に向けた取組体制の提言 

有害獣駆除に対する後継者育成支援体制の充実と後継者確

保及び事業の広域的（４町）取組の環境整備に対する提言 

吉岡支所の効率的活用とそれに伴う行政サービスの推進 

吉岡総合センターの活用と運営に対しての提言 

安心安全な道路網の整備と保全体制の充実に対しての提言 

漁業の新たな養殖事業や既存養殖事業の環境整備の支援体

制の提言 

隔たりのない公益性の充実のためのＮＰＯ法人立ち上げに

対する提言 

水産加工事業に対する支援体制と雇用体制の充実に対して

の提言 

 

分野 具体的な目標項目 

行政 第５次福島町総合計画の注視 

財政 将来を見据えた無駄のない財政健全化の取組み 

経済 

漁業・農業の振興（新規就業者の確保と育成） 

新たな養殖事業（アワビ）推進、既存養殖事業（ナマコ）

の検証 

福祉 介護予防医療の推進 

教育 

学校給食センターの地場産物の強化 

体験学習の実施（食育への取組み） 

福島商業高校存続の推進 

その他 
各種行事の積極的な参加 

町内会活動の参画 

 

熊 野 茂 夫 

分野 具体的な目標項目 

行政 
「第５次総合計画」の確実な推進のため全力で議会・議員

活動をいたします。 

財政 
将来を見据えた予算編成への諸提言をし、町財政の健全な

運営への取組みをいたします。 

経済 
「養殖事業」の安定と発展のための諸提言をいたします。 

実効性のある農林業計画への提言をします。 

福祉 

高齢者が利用しやすい公共施設の改修・整備への諸提言を

いたします。 

国民健康保険・介護保険会計の健全な財政運営への諸提言

をいたします。 

教育 
教育環境の再編と充実のため諸施策を提言します。 

「福島商業高校」の存続のため全力で取り組みます。 

その他 生活環境改善の提言をいたします。 
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平 野 隆 雄 

溝 部 幸 基 

分野 具体的な目標項目 

福祉 健康な町づくりの推進・医療費助成 

教育 

給食を通した食育と地産地消促進 

少子化の中の教育行政の見直し 

学芸員の配置 

福島商業高等学校存続対策強化推進 

その他 

学校における相撲の推進 

吉岡温泉の円滑な管理運営 

横綱ビーチの利用促進 

 

分野 具体的な目標項目 

行政 

「両基本条例」の目的達成に向けた活動推進 

（総合計画に関する提言･検証） 

自律、協働の「小規模多機能自治」に関する調査研修 

「行政と連動するＮＰＯ」に関する調査研修 

行政サービスの効率的な運営への提言 

（外部委託・時間差出勤・研修等) 

防災対策の提言 

（災害弱者・訓練・冬季対策等・危機管理に関する研修） 

「平和の町宣言」に関する調査研修 

浄化槽（下水道整備）の普及推進 

財政 

財政健全化への取り組み 

(予算・決算審査・行政評価充実：基金の有効活用) 

退職手当制度の抜本的改善 

経済 

新しい仕事の創出（起業）に挑戦できる支援システムの創

設 

異業種連携による「福島ブランド」の開発 

地場産品の６次産業化に関する調査研修 

産業団体と課題に取組む産業公社的仕組みづくりの調査研

修 

地産地消、食育、環境リサイクルで「自立循環型の町づく

り」の研修 

福祉 

過疎自治体における超高齢化対策に関する調査研修 

「健康な町づくり」（全町的な取り組み）で医療費の節減 

予防医療の推進 

在宅介護支援体制の整備 

 

分野 具体的な目標項目 

教育 

小中学校一貫教育、コミュニティスクールに関する調査研修 

子どもや高齢者が積極的に参加する幅広い生涯学習の推進 

「子育て基本条例」制定に向けた取組み（情報収集・研修） 

「自分（達）ですべき事は自分（達）でする」主体性をもった自治

活動の推進 

食育・地産地消の推進 

（「食育基本計画」→情報周知・実践計画・研修） 

その他 

わかりやすく、町民が参加出来る議会の実現（議会基本条例

の周知） 

活発な討議（討論）ができる議会の実現 

政策的な提案のできる議会の実現 

町議会議員選挙への供託金制度導入 

幅広い情報収集、積極的な研修参加 

視察の積極的な受け入れ 

ホームページの充実（提案、情報発信、参加型） 

各種行事、研修への積極的な参加 

 

分野 具体的な目標項目 

行政 

町基盤産業の支援・町内景気の活性化 

自然環境保全・汚染防止対策 

各公共施設の管理運営 

松前半島高規格道路推進 

財政 
福島川改修事業の推進 

町施設の利用促進・円滑な管理運営 

経済 

養殖事業の新たなブランド化の促進 

（ホッケ、油子〔アイナメ〕等） 

町内起業家の育成、支援対策 

町内各産業の新たなブランド開発推進 

インターネット活用販売促進 

高齢化等における水産加工場への対応 

町内特産物のブランド化の促進 

 


